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Ⅰ 事業評価 

１ 目的 

  事業評価は、指定管理者が実施した令和４年度の管理業務について、協定書等に基づき適正に行わ

れたか、また、施設の設置目的に沿って適正に運営し、施設利用者へのサービス向上がなされたかな

どの点から検証することを目的としている。 

なお、評価は公正を期すため、第三者による評価を行い、評価結果は今後の管理業務に反映し、よ

り良いサービスを提供するため、指定管理者に通知し、必要に応じて、指定管理者に対し改善に向け

た指示及び助言等を行うなど、適正な施設管理を図っている。 

２ 評価の流れ 

（１）指定管理者による自己評価 

指定管理者は、毎年度終了後、管理業務について自己評価を行い、事業報告書とともに区に提出 

  する。 

（２）施設所管課による事業評価 

① 施設所管課は、毎年度終了後、指定管理者から提出された自己評価が客観的なものか内容を

確認する。 

② 事業評価は、事業報告書、利用者アンケート調査等を踏まえ、指定管理者による管理が法令

等のほか協定書、仕様書等に基づき適正かつ確実に履行されたか、安定的かつ継続的な管理が

可能な状態にあるかなど総括的に評価し、結果を公表する。 

③ 施設を所管する部の職員が事業評価委員会の委員となることができる。

なお、指定期間の最終年度に実施する評価は、施設において提供する公共サービス等に応じ

た専門家等の外部委員を含めた事業評価委員会で行うものとする。 

④ 事業評価に当たって､福祉サービス第三者評価等、他に第三者評価が行われている部分につ

いては、当該評価部分を除いた評価とすることができる。 

３ 評価の概要 

  事業評価は、施設所管課が規定する事業評価に関する要綱に基づき行った。 

（１）評価対象及び事業評価委員会の構成等 

各施設ごとに記載している。 

（２）評価項目、評価の視点 

事業評価における評価項目、評価の視点（評価の判定をする上でポイントとなる視点、着眼点を 

  いう。）は、次のとおりとする。 

※１ 大項目（「①～⑤）」）は全施設で設定する。

※２ 各大項目の中に小項目（「○」）と評価の視点を設定する。小項目は、各施設ごとに施設の特

性等を踏まえて、必要に応じて追加・変更等することができる。 

①施設の運営に関すること

○利用率・稼働率 ○職員体制 ○職員教育 ○緊急時の対応 ○区との連絡調整

○適正な労働環境の確保 ○その他施設の運営
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   ②利用・サービスに関すること 

    ○利用手続 ○サービス水準の確保 ○利用者サービスの向上 

○利用者対応・接遇 ○利用者意見・要望の把握と対応 〇個人情報等の適切な対応 

   ③施設・設備の管理に関すること 

    ○施設・設備管理 ○施設修繕・備品管理 ○省エネルギー・省資源 

   ④管理運営経費に関すること 

    ○適正な会計 ○経費節減、収入・利益率確保の努力 

   ⑤事業に関すること 

    ○事業実施 ○効果的・効率的な視点 

（３）評価対象資料 

    指定管理者が提出した令和４年度事業報告書及び自己評価シートをもとに、評価委員会開催前に

区が実施した調査や、指定管理者からの事業説明及び質疑応答によって評価を行った。 

（４）評価点、評語 

    評価点及び評語は、次のとおりとする。 

    評価点  評 語     解説（評語の持つ意味） 

     ４   優良      事業計画等で求められる水準を超えて良好であり、かつ、○○の点で

特に評価できる。 

     ３    良    事業計画等で求められる水準を超えて良好である。 

     ２   適当      事業計画等で求められる水準を満たしている。 

       １   課題あり  事業計画等で求められる水準を満たしておらず、改善を要する。 

（５）評価点の付与、処理 

   ①各委員による評価 

    ○各委員が小項目を評価 

    ○各委員が大項目を評価（原則として各小項目の平均とし、総合的に評価） 

    ○各委員が総合評価を決定（原則として各大項目の平均とし、総合的に評価） 

   ②施設所管課による評価の取りまとめ 

    ○個別評価 

    各委員の大項目評価を踏まえ、施設所管課は、個別評価の点数を決定する。 

    ※小数点第 1 位までの評価点とし、各委員の平均点をとるなどにより小数点第 2 位以下が生じ 

    る場合は、小数点第 2 位を四捨五入する（総合評価も同様）。 

    ○総合評価 

    各委員の総合評価を踏まえ、施設所管課は、総合評価の点数を決定する。 

    ○全体評価 

    総合評価の点数を、次の基準を参考にして振り分け、全体評価とする。 

    【総合評価】           【全体評価】 

         ３．５以上            ４ 優良 

         ２．５以上３．５未満            ３ 良 

         １．５以上２．５未満           ２ 適当 

         １．０以上１．５未満       １ 課題あり 

 

 

2



    

 

Ⅱ 労働環境モニタリング 

 

１ 目的 

  指定管理者制度を現に導入している施設において、適正な労働環境を確保し、従事者一人ひとりが 

  その能力を最大限に発揮することにより、公共サービスの質の向上を図ることを目的として、原則と 

 して指定期間の２年目に労働環境モニタリングを実施している。 

  

２ 調査等の方法 

  労働環境モニタリングの実施方法は、施設所管課が各施設の利用形態等を考慮して、当該施設で従 

  事する者からのヒアリングを含め、当該施設における労働環境の実態を把握するために必要と認める 

  方法により行う。 

  なお、実施に当たっては、調査の客観性、透明性を高めるために、社会保険労務士に調査を委託し

て以下の（１）～（３）の調査及び（４）の助言を行う。さらに（４）に基づき、社会保険労務士と

ともに（５）のフォローアップを行う。 

（１）書類確認・事前質問シート 

  ・就業規則、賃金規程、賃金控除に関する協定書等労働者代表との各種協定により、基本的な勤務

条件を確認した。 

  ・法律で整備が義務付けられている、労働者名簿などの個々の労働者に係る帳簿や社会保険加入手

続書類等により、必要な手続が適切になされているか、必要書類が適切に整備されているかなど

を確認する。 

・出勤状況や賃金支払状況により、賃金計算、支払が適正に行われているか確認する。 

（２）団体管理部門ヒアリング 

   団体管理部門への面接を行う。 

（３）現地調査 

   施設長・及び従業員への面接及び職場環境の整備状況の確認を行う。 

（４）調査結果のまとめと改善案の提示 

   上記（１）～（３）の調査結果を各事業者に伝え、必要があればその改善方法の助言を行う。 

（５）フォローアップ 

   改善案に基づく改善計画について、事業者が改善に着手したことを確認する。 

 

３ モニタリングの視点 

   モニタリングの実施に当たっては、以下の事項とそれぞれに評価の視点を設定している。 

（１）労働条件に関する事項 

就業規則が適正に作成され、労働者に周知されているか。労働条件は労働者に明示されているか。

労働時間が適正に管理されているか。休暇、休日・休憩時間、年次有給休暇が適正に付与されてい

るか。時間外・休日労働が３６協定の範囲内で対応されているか。業務災害への対策が適正に行わ

れているか。法定帳簿（労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等）及びその他労働関係に関する書類が適

正に整備・保存されているか。賃金の計算・支払が適正に行われているか。 
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（２）安全衛生に関する事項 

安全衛生管理体制が適正に整備されているか。健康診断・ストレスチェックが適正に実施されて

いるか。衛生管理者等に安全・衛生（メンタルヘルスケア）教育が行われているか。受動喫煙対策

が行われているか。 

（３）社会保険に関する事項 

労働保険・社会保険の加入手続及び申告が適正に行われているか。 

（４）下請先への要請 

再委託先へ下請負する場合、再委託先との適正な金額での契約や、労働者への労働報酬下限額以

上の報酬の支払いなどの要請が行われているか。 

（５）労働環境を更に向上させる取組 

休暇取得促進、育児・介護休暇、勤務時間短縮制度等の措置が講じられているか。ハラスメント

を予防し、働く意欲を向上させる取組が行われているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】公の施設に係る指定管理者制度の活用方針マニュアル（総合政策部長決定） 

 

≪事業の評価≫ 

 施設所管課は、施設の管理状況について、毎年、指定管理者に自己評価を行わせるとともに、実地調査

の結果等を踏まえ、事業評価を行い、その結果を公表する。 

 指定期間の最終年度に実施する評価に当たっては、当該施設において提供する公共サービス等に応じた

専門家等の外部委員による事業評価委員会の各委員の評価を踏まえ、区長等が評価結果を決定するものと

する。なお、施設管理に必要があると認める場合は、当該施設を所管する部の職員が事業評価委員会の委

員に加わることを妨げない。また、事業評価に当たって､他に第三者評価が行われている部分については、

当該評価部分を除いた評価とすることができる。 

 

≪労働環境モニタリング≫ 

 労働環境モニタリングは、前年の雇用状況を踏まえた調査とするため、一指定期間中の２年目の年度

（指定期間が２年間のときは、初年度）に行うことを原則とする。 

 モニタリングの実施方法は、施設所管課が各施設の利用形態等を考慮して、当該施設で従事する者から

のヒアリングを含め、当該施設における労働環境の実態を把握するために必要と認める方法（区の行う事

業評価と併せて実施しても差し支えない。）による。なお、調査の客観性、透明性を高めるために、社会保

険労務士又は弁護士に調査を委託して行うことが望ましい。 
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Ⅲ 事業評価の結果 

Ⅲ－１【福祉部地域福祉課所管施設】 

 

 

新宿区立百人町高齢者在宅サービスセンター 指定管理者の管理業務に係る事業評価について 

 

１ 事業評価の目的 

   指定管理者が実施した令和４年度の管理業務について、協定書等に基づき適正に行われたか、また、

施設の設置目的に沿って適正に運営し、施設利用者へのサービス向上がなされたかなどの点から検証

することを目的とする。 

なお、評価は公正を期すため、第三者の目で評価を行い、評価結果は今後の管理業務に反映し、よ

り良いサービスを提供するため、指定管理者に通知する。 

２ 評価対象 

（１）施 設 名  新宿区立百人町高齢者在宅サービスセンター 

 （２）指定管理者  社会福祉法人新宿区社会福祉事業団 

３ 事業評価委員会の構成 

  ３名（内部委員３名） 

４ 事業評価委員会の開催内容 

 （１）開催日時 令和５年７月２４日（月）午前８時４０分から９時３０分まで 

 （２）場  所 本庁舎３階 ３０２会議室  

 （３）内  容  ・事業説明 

          ・ヒアリング、質疑応答、意見交換 

          ・各委員による評価 

          ・施設所管課による各委員の評価の取りまとめ 

５ 評価結果 

評 価 項 目 評 価 

個
別
評
価 

１ 施設の運営に関すること 2.2 

２ 利用・サービスに関すること 2.2 

３ 施設・設備の管理に関すること 2.1 

４ 管理運営経費に関すること 2.0 

５ 事業に関すること 2.0 

総 合 評 価 2.1 

全 体 評 価 2 

  

※事業評価の概要は、別紙１（指定管理者事業評価概要）のとおり 
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令和４年度　指定管理者事業評価概要 別紙１

指定管理者名：社会福祉法人　新宿区社会福祉事業団

評価所見

  目標とした利用率、稼働率、利用者数等を達成できたか。また、そ
れらの目標達成に向け、向上策を実行したか。

  事業計画書や職員配置計画書等に基づき、施設運営に支障のな
い勤務体制や職員配置、組織体制が構築されたか。

　業務に必要な研修（施設管理、接遇、危機管理、個人情報保護
等）が実施され、必要な知識を身に着ける努力はなされたか。

　事故等の緊急時の対応体制やマニュアルの整備、訓練はされて
いたか。緊急時に適切な対応がとられたか。

　区との連絡、調整等に関わる業務は適切に行われたか。区から
の改善指導・指示への対応はできていたか。

　適正な労働環境の確保を図っていたか。労働環境モニタリングの
指摘事項についての改善はされていたか。

　その他協定書、仕様書等に基づき、施設の運営に係る必要な措
置を講じたか。

　利用手続は適正かつ公正に行われたか。

　協定書、仕様書等の内容に沿った水準で、適切に業務・事業が行
われていたか。

　利用者の利便性を確保したか。また、利便性の向上に努めたか。

　利用者対応は良好に行われたか。利用者が気持ちよく利用できる
ような接遇ができたか。

　利用者の意見や要望を把握し、適切な対応がされていたか。

　個人情報保護を徹底していたか。また、情報公開に関する対応が
適切に行われたか。

　事業計画書等に基づいた施設・設備管理業務が適切に行われた
か。

　施設修繕や備品管理は適切に行われたか。

　省エネルギー・省資源に向けた取組がされていたか。

　適正な会計管理による収支状況であったか。

　目標とした利用料金収入・利益率を達成できたか。

　経費節減、収入・利益率確保に向けた取組はされていたか。

　事業計画書等に基づき計画した事業を実施したか。

　施設の設置目的に照らして、効果的・効率的に事業を実施した
か。

（３）利用者サービスの向上

（２）サービス水準の確保

（１）利用手続

2.0

2.7

（６）個人情報等の適切な対応（個人情報の保護及び情報公開に関す
る対応）

（５）利用者要望の把握・対応

（４）利用者対応・接遇

・新型コロナウイルス感染症の感染防止に配慮しながら、看護実習生の受
け入れを行った。

・区事業である敬老杖支給事業の一拠点として申請者への杖の支給に協
力している。公立施設として、利用者の要望を可能な限り受け入れるよう
努めている。

３　施設・設備の管理に関すること

４　管理運営経費に関すること

５　事業に関すること

（３）経費節減、収入・利益率確保の努力

2.0

（１）事業実施

（２）効果的・効率的な視点

2.0

2.0
2.0

（１）適正な会計

（２）目標の達成

2.0

2.0

2.0

2.3

2.0

2.0

2.2

２　利用・サービスに関すること

・一般通所及び総合事業の一日平均利用者数は、目標35名（日）に対し実
績29.6名（日）、稼働率は実績74%であった。
　認知症対応通所の一日平均利用者数は、目標6.0名（日）に対し実績5.1
名（日）、稼働率は実績42.5%であった。
　いずれも目標を下回る結果となった。目標達成には至らなかったが、利
用率向上策として、各居宅事業者へのパンフレット類の郵送や、新たに大
久保特別出張所へパンフレット配架を依頼する等施設の周知を図った。

・介護保険制度に定められている基準人員配置を上回る職員配置を行っ
ている。

・区が実施する研修へ積極的に参加しているほか、法人独自でマナー研
修等を実施しており、令和4年度は新たに車輌運転者研修を導入し、研修
による職員教育に取り組んでいる。

・事故やヒヤリハットについて、個々の事柄を検証し、事故の種類、時間、
場所等の項目で毎月集計を行っている。職員会議や回覧等を通じて職員
全体に周知し、事故の再発防止に努めている。

・有給休暇を平均で年間16日取得できており、職員間で声掛けや日程調
整を行うなど有給休暇を取得しやすい環境を作り上げている。

・利用手続きの際は、居宅を訪問して重要事項等の説明と相談を行うなど
利用者負担を軽減し、すべての利用申請を受け入れている。

・感染症対策として、アルコール消毒やアクリル板の設置、館内換気、週2
回の抗原検査実施等を継続して行っている。

・利用者や家族の事情や要望に合わせて、利用日・入浴サービス提供日・
利用回数・利用時間の調整、居室のベッドまでの迎え、施設内の歩行訓
練等、介護者や利用者の要望を受け対応した。要望の多い機能訓練につ
いても機能訓練指導員2名で対応している。また担当居宅介護支援専門
員と連携し、計画日以外の臨時利用にも対応した。

・利用者アンケートを実施している。職員の利用者対応に関する設問に対
する回答の集計結果が良好であった。

・個人情報保護マニュアルに則し、個人情報が記載された記録は施錠でき
るキャビネットに保管する等、適切に個人情報の取り扱いを行っている。Ｕ
ＳＢメモリ等の外部記憶媒体を使用した個人情報の外部持ち出しは法人
全体で行っていない。

2.0

3.0

2.7

2.0

小項目
評価

１　施設の運営に関すること

評価項目

2.0

大項目
評価

2.2

（５）区との連絡調整

（４）緊急時の対応

（３）職員教育

（２）職員体制

（１）利用率・稼働率

2.0

総
合
所
見

・第四期指定管理期間の3年目であり、利用者の状況に合わせたきめ細かなサービス提供を行っている。
・介護保険事業収入予算額118,641,000円に対し、決算額116,222,760円となり2,418,240円下回った。令和4年度収支として約90万円の赤字
となった。
・入院等の退所者の増加により利用者数は減少したものの、利用者の個別要望を受け入れ、前年度と同程度の新規利用者を獲得してい
る。
・職員間の連携を緊密にしており、職員教育やヒヤリハット等の事故防止に資する情報を職員間で共有できる体制を整えている。

全体評価

総合評価

2

2.1

施設名：新宿区立百人町高齢者在宅サービスセンター

・介護保険事業収入予算額118,641,000円に対し、決算額116,222,760円と
なり2,418,240円下回った。令和4年度収支として約90万円の赤字となっ
た。前年度と比べて利用者が減少しており、新規利用者は例年と同数で
あった一方で、入院等の退所者が多かったことによるものである。また新
型コロナウイルスの感染拡大による3日間の事業中止も収支に影響した。

・利用者への個別対応を行い、利用者満足度を高めることによる利用者獲
得に取り組んでいる。

（３）省エネルギー・省資源

（２）施設修繕・備品管理

（１）施設・設備管理

2.3

2.0

2.0

2.1

・空調給排水衛生設備改修工事を実施した。入浴サービス停止による利
用者対応を円滑に行うとともに、自治会への説明や上階の住民による苦
情対応など区と協力して対応した。

・雨水を利用した庭木への散水、古紙の裏面利用、こまめな消灯、節水、
サービスに影響のない範囲でのボイラー停止といった取組を行った。ガ
ス・空調・水道の使用量が前年度比で減少し、省エネの取り組みに一定の
成果が見られた。

2.0

2.0

（７）その他施設の運営

（６）適正な労働環境の確保
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Ⅲ－２【福祉部障害者福祉課所管施設】 

 

 

新宿区立新宿福祉作業所 指定管理者の管理業務に係る事業評価について 

 

１ 事業評価の目的 

指定管理者が実施した令和４年度の管理業務について、協定書等に基づき適正に行われたか、また、

施設の設置目的に沿って適正に運営し、施設利用者へのサービス向上がなされたかなどの点から検証

することを目的とする。 

なお、評価は公正を期すため、第三者の目で評価を行い、評価結果は今後の管理業務に反映し、よ

り良いサービスを提供するため、指定管理者に通知する。 

２ 評価対象 

（１）施 設 名  新宿区立新宿福祉作業所 

 （２）指定管理者  社会福祉法人日本キリスト教奉仕団 

３ 事業評価委員会の構成 

  ３名（内部委員３名） 

４ 事業評価委員会の開催内容 

 （１）開催日時 令和５年７月３１日（月） 午前９時００分から正午まで 

 （２）場  所 本庁舎３階 ３０２会議室 

 （３）内  容  ・事務局による事業報告 

          ・各委員による評価 

          ・施設所管課による各委員の評価の取りまとめ 

５ 評価結果 

評 価 項 目 評 価 

個
別
評
価 

１ 施設の運営に関すること 2.7 

２ 利用・サービスに関すること 2.7 

３ 施設・設備の管理に関すること 2.0 

４ 管理運営経費に関すること 2.0 

５ 事業に関すること 3.0 

総 合 評 価 2.7 

全 体 評 価 3 

  

※事業評価の概要は、別紙１（指定管理者事業評価概要）のとおり 
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令和４年度　指定管理者事業評価概要 別紙１

指定管理者名：社会福祉法人　新宿区社会福祉事業団

評価所見

  目標とした利用率、稼働率、利用者数等を達成できたか。また、そ
れらの目標達成に向け、向上策を実行したか。

  事業計画書や職員配置計画書等に基づき、施設運営に支障のな
い勤務体制や職員配置、組織体制が構築されたか。

　業務に必要な研修（施設管理、接遇、危機管理、個人情報保護
等）が実施され、必要な知識を身に着ける努力はなされたか。

　事故等の緊急時の対応体制やマニュアルの整備、訓練はされて
いたか。緊急時に適切な対応がとられたか。

　区との連絡、調整等に関わる業務は適切に行われたか。区から
の改善指導・指示への対応はできていたか。

　適正な労働環境の確保を図っていたか。労働環境モニタリングの
指摘事項についての改善はされていたか。

　その他協定書、仕様書等に基づき、施設の運営に係る必要な措
置を講じたか。

　利用手続は適正かつ公正に行われたか。

　協定書、仕様書等の内容に沿った水準で、適切に業務・事業が行
われていたか。

　利用者の利便性を確保したか。また、利便性の向上に努めたか。

　利用者対応は良好に行われたか。利用者が気持ちよく利用できる
ような接遇ができたか。

　利用者の意見や要望を把握し、適切な対応がされていたか。

　個人情報保護を徹底していたか。また、情報公開に関する対応が
適切に行われたか。

　事業計画書等に基づいた施設・設備管理業務が適切に行われた
か。

　施設修繕や備品管理は適切に行われたか。

　省エネルギー・省資源に向けた取組がされていたか。

　適正な会計管理による収支状況であったか。

　目標とした利用料金収入・利益率を達成できたか。

　経費節減、収入・利益率確保に向けた取組はされていたか。

　事業計画書等に基づき計画した事業を実施したか。

　施設の設置目的に照らして、効果的・効率的に事業を実施した
か。

（３）利用者サービスの向上

（２）サービス水準の確保

（１）利用手続

2.0

2.7

（６）個人情報等の適切な対応（個人情報の保護及び情報公開に関す
る対応）

（５）利用者要望の把握・対応

（４）利用者対応・接遇

・新型コロナウイルス感染症の感染防止に配慮しながら、看護実習生の受
け入れを行った。

・区事業である敬老杖支給事業の一拠点として申請者への杖の支給に協
力している。公立施設として、利用者の要望を可能な限り受け入れるよう
努めている。

３　施設・設備の管理に関すること

４　管理運営経費に関すること

５　事業に関すること

（３）経費節減、収入・利益率確保の努力

2.0

（１）事業実施

（２）効果的・効率的な視点

2.0

2.0
2.0

（１）適正な会計

（２）目標の達成

2.0

2.0

2.0

2.3

2.0

2.0

2.2

２　利用・サービスに関すること

・一般通所及び総合事業の一日平均利用者数は、目標35名（日）に対し実
績29.6名（日）、稼働率は実績74%であった。
　認知症対応通所の一日平均利用者数は、目標6.0名（日）に対し実績5.1
名（日）、稼働率は実績42.5%であった。
　いずれも目標を下回る結果となった。目標達成には至らなかったが、利
用率向上策として、各居宅事業者へのパンフレット類の郵送や、新たに大
久保特別出張所へパンフレット配架を依頼する等施設の周知を図った。

・介護保険制度に定められている基準人員配置を上回る職員配置を行っ
ている。

・区が実施する研修へ積極的に参加しているほか、法人独自でマナー研
修等を実施しており、令和4年度は新たに車輌運転者研修を導入し、研修
による職員教育に取り組んでいる。

・事故やヒヤリハットについて、個々の事柄を検証し、事故の種類、時間、
場所等の項目で毎月集計を行っている。職員会議や回覧等を通じて職員
全体に周知し、事故の再発防止に努めている。

・有給休暇を平均で年間16日取得できており、職員間で声掛けや日程調
整を行うなど有給休暇を取得しやすい環境を作り上げている。

・利用手続きの際は、居宅を訪問して重要事項等の説明と相談を行うなど
利用者負担を軽減し、すべての利用申請を受け入れている。

・感染症対策として、アルコール消毒やアクリル板の設置、館内換気、週2
回の抗原検査実施等を継続して行っている。

・利用者や家族の事情や要望に合わせて、利用日・入浴サービス提供日・
利用回数・利用時間の調整、居室のベッドまでの迎え、施設内の歩行訓
練等、介護者や利用者の要望を受け対応した。要望の多い機能訓練につ
いても機能訓練指導員2名で対応している。また担当居宅介護支援専門
員と連携し、計画日以外の臨時利用にも対応した。

・利用者アンケートを実施している。職員の利用者対応に関する設問に対
する回答の集計結果が良好であった。

・個人情報保護マニュアルに則し、個人情報が記載された記録は施錠でき
るキャビネットに保管する等、適切に個人情報の取り扱いを行っている。Ｕ
ＳＢメモリ等の外部記憶媒体を使用した個人情報の外部持ち出しは法人
全体で行っていない。

2.0

3.0

2.7

2.0

小項目
評価

１　施設の運営に関すること

評価項目

2.0

大項目
評価

2.2

（５）区との連絡調整

（４）緊急時の対応

（３）職員教育

（２）職員体制

（１）利用率・稼働率

2.0

総
合
所
見

・第四期指定管理期間の3年目であり、利用者の状況に合わせたきめ細かなサービス提供を行っている。
・介護保険事業収入予算額118,641,000円に対し、決算額116,222,760円となり2,418,240円下回った。令和4年度収支として約90万円の赤字
となった。
・入院等の退所者の増加により利用者数は減少したものの、利用者の個別要望を受け入れ、前年度と同程度の新規利用者を獲得してい
る。
・職員間の連携を緊密にしており、職員教育やヒヤリハット等の事故防止に資する情報を職員間で共有できる体制を整えている。

全体評価

総合評価

2

2.1

施設名：新宿区立百人町高齢者在宅サービスセンター

・介護保険事業収入予算額118,641,000円に対し、決算額116,222,760円と
なり2,418,240円下回った。令和4年度収支として約90万円の赤字となっ
た。前年度と比べて利用者が減少しており、新規利用者は例年と同数で
あった一方で、入院等の退所者が多かったことによるものである。また新
型コロナウイルスの感染拡大による3日間の事業中止も収支に影響した。

・利用者への個別対応を行い、利用者満足度を高めることによる利用者獲
得に取り組んでいる。

（３）省エネルギー・省資源

（２）施設修繕・備品管理

（１）施設・設備管理

2.3

2.0

2.0

2.1

・空調給排水衛生設備改修工事を実施した。入浴サービス停止による利
用者対応を円滑に行うとともに、自治会への説明や上階の住民による苦
情対応など区と協力して対応した。

・雨水を利用した庭木への散水、古紙の裏面利用、こまめな消灯、節水、
サービスに影響のない範囲でのボイラー停止といった取組を行った。ガ
ス・空調・水道の使用量が前年度比で減少し、省エネの取り組みに一定の
成果が見られた。

2.0

2.0

（７）その他施設の運営

（６）適正な労働環境の確保

8



 

 

 

新宿区立高田馬場福祉作業所 指定管理者の管理業務に係る事業評価について 

 

１ 事業評価の目的 

指定管理者が実施した令和４年度の管理業務について、協定書等に基づき適正に行われたか、また、施設

の設置目的に沿って適正に運営し、施設利用者へのサービス向上がなされたかなどの点から検証することを

目的とする。 

なお、評価は公正を期すため、第三者の目で評価を行い、評価結果は今後の管理業務に反映し、より良い

サービスを提供するため、指定管理者に通知する。 

２ 評価対象 

（１）施 設 名  新宿区立高田馬場福祉作業所 

 （２）指定管理者  社会福祉法人東京都手をつなぐ育成会 

３ 事業評価委員会の構成 

  ３名（内部委員３名） 

４ 事業評価委員会の開催内容 

 （１）開催日時 令和５年７月３１日（月） 午前９時００分から正午まで 

 （２）場  所 本庁舎３階 ３０２会議室 

 （３）内  容  ・事務局による事業報告 

          ・各委員による評価 

          ・施設所管課による各委員の評価の取りまとめ 

５ 評価結果 

評 価 項 目 評 価 

個
別
評
価 

１ 施設の運営に関すること 2.0 

２ 利用・サービスに関すること 2.0 

３ 施設・設備の管理に関すること 2.0 

４ 管理運営経費に関すること 2.0 

５ 事業に関すること 2.0 

総 合 評 価 2.0 

全 体 評 価 2 

  

※事業評価の概要は、別紙１（指定管理者事業評価概要）のとおり 
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令和４年度　指定管理者事業評価概要

指定管理者名：社会福祉法人　東京都手をつなぐ育成会

評価所見

  目標とした利用率、稼働率、利用者数等を達成できたか。また、そ
れらの目標達成に向け、向上策を実行したか。

　適正な職員配置計画を立て施設運営に支障のない勤務体制を
取ったか。
　現場責任者の管理能力・指揮統率力があったか。
　現場責任者と職員及び職員間のコミュニケーションはとれている
か。

　業務・危機管理・個人情報保護に関する研修等、業務に必要な知
識を身に着ける努力はなされたか。
　研修の成果について、現場へのフィードバックがなされたか。

　事故等の緊急時の対応体制やマニュアルの整備、訓練はされて
いたか。緊急時に適切な対応がとられたか。

　区との連絡、調整等に関わる業務は適切に行われたか。区から
の改善指導・指示への対応はできていたか。

　適正な労働環境の確保を図っていたか。労働環境モニタリングの
指摘事項についての改善はされていたか。

　その他協定書、仕様書等に基づき、施設の運営に係る必要な措
置を講じたか。

　利用手続は適正かつ公正に行われたか。

　協定書、仕様書等の内容に沿った水準で、適切に業務・事業が行
われていたか。

　利用者の利便性を確保したか。また、利便性の向上に努めたか。

　利用者及び家族等への支援は適切に行われていたか。

　利用者の意見や要望を把握し、適切な対応がされていたか。

　個人情報保護を徹底していたか。また、情報公開に関する対応が
適切に行われたか。

　消防、食品衛生管理等の関係法令を遵守しているか。
　事業計画書等に基づいた施設・設備管理業務が適切に行われた
か。
　事故につながらないよう、適切に施設や設備の点検がなされてい
たか。

　施設修繕や備品管理は適切に行われたか。

　省エネルギー・省資源に向けた取組がされていたか。

　適正な会計管理による収支状況であったか。

　目標とした利用料金収入達成に向けた努力はなされたか。

　経費節減に向けた取組がされていたか。

　事業計画書等に基づき計画した事業を実施したか。

　作業支援・生活支援・就労支援等において、効果的なプログラム
を実施したか。
　利用者ニーズに沿った事業内容となるように、工夫がされていた
か。

　ボランティア・研修生等を積極的に受け入れたか。
　地域交流の促進を図ったか。
　他施設との連携を適切に行ったか。

（２）効果的・効率的な視点

2.0

大項目
評価

2.0

2.0

２　利用・サービスに関すること

・利用率について、就労継続支援B型は87.3％（目標84.0％）と目標を達成したが、生
活介護は84.2％（目標87％）で、目標を下回った。新型コロナウイルス感染症による4
日間の休所や、通所自粛等が影響した。

・嘱託医による統合失調症に関する研修を実施したほか、精神障害者を対象とする
通所施設へ職員2名が現場研修に行き、知的と精神障害を併せもつ利用者への支
援力を高めた。

・自閉症支援に実績のある法人内の他事業所職員からコンサルテーションを受け、
一連の支援手順を学び、支援の専門性向上に取り組んでいる。

・職員同士の理解を深めるため、他者のいいところを褒め合う「この支援いいね」アン
ケートを実施し、グループワークを行って他者の支援に目を向け、気づく機会を作っ
た。

・緊急時には所長、主任を中心に現場に指示を出し、関係先とも連絡、連携を取りな
がら対応している。

・新型コロナウイルス感染症の感染予防等について、区と連携・調整を図りながら迅
速かつ適切に対応した。

・就労継続支援B型利用者が障害者福祉センターの短期入所を利用する際は、障害
者福祉センターの循環バスのバス停まで支援員が送り、スムーズな移動を支援し
た。

・連絡帳等での家族とのやり取りの中で、作業所以外での困りごとや相談の記載が
あった場合は適宜情報提供や相談窓口を案内している。

・生活介護ではPT・ST・看護師が連携し、個々の利用者に合わせたリハビリメニュー
を作成。そのメニューを職員全員が支援できるようにし、PDCAサイクルを用いて支援
内容をブラッシュアップした。

・年度末に作業所利用に関するアンケートを実施し、利用者の意向を事業計画に反
映している。

2.7

2.0

2.0

2.0

2.0

（６）個人情報等の適切な対応（個人情報の保護及び情報公開に関す
る対応）

（５）利用者要望の把握・対応

（３）利用者サービスの向上

（２）サービス水準の確保

（１）利用手続

2.0

2.0

2.0

（４）利用者支援

2.3

・利用者が作業に集中できるよう、利用者間の相性を考慮したグルーブ分けや特性
に配慮した作業場所の配置を行い、作業効率を上げる支援を行った。その結果、就
労継続支援B型の平均月額工賃は前年度比846円増、生活介護の本人支給金は前
年度比435円アップとなった。

・内藤とうがらしプロジェクトと連携して柚子こしょうを販売し、売上を伸ばしている。ま
た農園テラスで栽培した野菜の販売も行い、安価での提供が喜ばれている。
・ベーカリーカフェ「まりそる」は地域に定着し、9周年の感謝を込めてエコバックを配
布するなど、更なる地域との交流や障害理解・啓発に努めている。

３　施設・設備の管理に関すること

４　管理運営経費に関すること

５　事業に関すること

（３）経費節減

2.0

（１）事業実施

（３）その他

2.0

2.0

2.0

（１）適正な会計

施設名：新宿区立高田馬場福祉作業所

（７）その他施設の運営

（６）適正な労働環境の確保

（５）区との連絡調整

（４）緊急時の対応

（３）職員教育

（２）職員体制

（１）利用率・稼働率

2.0

2.0

2.0

小項目
評価

１　施設の運営に関すること

総
合
所
見

第四期指定管理期間の３年目であり、安定的な事業運営を行っている。嘱託医による研修や他施設への現場研修、他事業所職員からのコンサル
テーションなど、幅広い内容や方法による研修を実施し、支援の専門性向上に取り組んでいる。また、「この支援いいね」アンケートを実施し、グルー
プワークを行って他者の支援に目を向ける機会を作るなど、チームとしての支援力や組織力向上にも努めている点は評価できる。今後も更なる事
業運営の適切性と支援の質の向上、また利用者一人ひとりの権利擁護に向け、組織をあげた取組みの実施に期待する。

全体評価

総合評価

2

2.0

2.0

・関係法令を遵守し、施設・設備管理及び点検は適切に行われている。

・施設修繕や備品管理について、区と協議し適宜対応した。

・環境マネジメント推進員やISO担当者を置き、新宿区環境マネジメントマニュアルに
基づき対応した。

2.0

2.0

評価項目

2.0

・指定管理経費は適切に執行されており、また帳簿類・現金類も適切に管理され、求
められる水準を満たしている。

・新型コロナウイルス感染症の影響により、目標とした利用料金収入を達成できな
かったが、施設内での行事やグループ外出などのイベントを実施し、利用者のモチ
ベーション向上を図った。

・収支予算実績表を定期的に職員会議で見直すことにより、経費管理を習慣化さ
せ、職員のコスト意識を高めている。

（３）省エネルギー・省資源

（２）施設修繕・備品管理

（１）施設・設備管理

2.0

2.0

2.0

（２）目標の達成

2.0
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新宿区立障害者福祉センター 指定管理者の管理業務に係る事業評価について 

 

１ 事業評価の目的 

指定管理者が実施した令和４年度の管理業務について、協定書等に基づき適正に行われたか、また、

施設の設置目的に沿って適正に運営し、施設利用者へのサービス向上がなされたかなどの点から検証

することを目的とする。 

なお、評価は公正を期すため、第三者の目で評価を行い、評価結果は今後の管理業務に反映し、よ

り良いサービスを提供するため、指定管理者に通知する。 

２ 評価対象 

（１）施 設 名  新宿区立障害者福祉センター 

 （２）指定管理者  社会福祉法人新宿区障害者福祉協会 

３ 事業評価委員会の構成 

  ３名（内部委員３名） 

４ 事業評価委員会の開催内容 

 （１）開催日時 令和５年７月３１日（月） 午前９時００分から正午まで 

 （２）場  所 本庁舎３階 ３０２会議室  

 （３）内  容  ・事務局による事業報告 

          ・各委員による評価 

          ・施設所管課による各委員の評価の取りまとめ 

５ 評価結果 

評 価 項 目 評 価 

個
別
評
価 

１ 施設の運営に関すること   2.0 

２ 利用・サービスに関すること     2.7 

３ 施設・設備の管理に関すること 2.0 

４ 管理運営経費に関すること 2.0 

５ 事業に関すること 3.0 

総 合 評 価 2.7 

全 体 評 価 3 

  

※事業評価の概要は、別紙１（指定管理者事業評価概要）のとおり 

６ 労働環境モニタリング実施結果 

令和４年度における労働環境モニタリング実施結果の概要は別添資料のとおり 
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令和４年度　指定管理者事業評価概要

指定管理者名：社会福祉法人　新宿区障害者福祉協会

評価所見

  目標とした利用率、稼働率、利用者数等を達成できたか。また、そ
れらの目標達成に向け、向上策を実行したか。

　適正な職員配置計画を立て施設運営に支障のない勤務体制を
取ったか。
　現場責任者の管理能力・指揮統率力があったか。
　現場責任者と職員及び職員間のコミュニケーションはとれている
か。

　業務・危機管理・個人情報保護に関する研修等、業務に必要な知
識を身に着ける努力はなされたか。
　研修の成果について、現場へのフィードバックがなされたか。

　事故等の緊急時の対応体制やマニュアルの整備、訓練はされて
いたか。緊急時に適切な対応がとられたか。

　区との連絡、調整等に関わる業務は適切に行われたか。区から
の改善指導・指示への対応はできていたか。

　適正な労働環境の確保を図っていたか。労働環境モニタリングの
指摘事項についての改善はされていたか。

　その他協定書、仕様書等に基づき、施設の運営に係る必要な措
置を講じたか。

　利用手続は適正かつ公正に行われたか。

　協定書、仕様書等の内容に沿った水準で、適切に業務・事業が行
われていたか。

　利用者の利便性を確保したか。また、利便性の向上に努めたか。

　利用者及び家族等への支援は適切に行われていたか。

　利用者の意見や要望を把握し、適切な対応がされていたか。

　個人情報保護を徹底していたか。また、情報公開に関する対応が
適切に行われたか。

　消防、食品衛生管理等の関係法令を遵守しているか。
　事業計画書等に基づいた施設・設備管理業務が適切に行われた
か。
　事故につながらないよう、適切に施設や設備の点検がなされてい
たか。

　施設修繕や備品管理は適切に行われたか。

　省エネルギー・省資源に向けた取組がされていたか。

　適正な会計管理による収支状況であったか。

　目標とした利用料金収入達成に向けた努力はなされたか。

　経費節減に向けた取組がされていたか。

　事業計画書等に基づき計画した事業を実施したか。

　作業支援・生活支援・就労支援等において、効果的なプログラム
を実施したか。
　利用者ニーズに沿った事業内容となるように、工夫がされていた
か。

　ボランティア・研修生等を積極的に受け入れたか。
　地域交流の促進を図ったか。
　他施設との連携を適切に行ったか。

2.0
・施設・設備管理は適切に行われており、求められる水準を満たしている。

・小破修繕については、都度関係各所と連携し、迅速かつ適切に対応した。

3.0

2.0

評価項目

2.0

・指定管理経費は適切に執行されており、また帳簿類・現金類も適切に管理され、求
められる水準を満たしている。

・多機能型事業所での収入が増えるなど、協定で定めた収入見込み額を約３１０万
円上回った。

（３）省エネルギー・省資源

（２）施設修繕・備品管理

（１）施設・設備管理

2.0

2.0

2.0

（２）目標の達成

2.0

総
合
所
見

第四期指定管理期間の２年目であり、多岐にわたる事業の安定的な管理運営が行われている。障害の重度化や高齢化に対応したプログラムの充
実やピアノサロンの実施等利用者ニーズに沿った事業展開を行った。共生型講座や、養蜂事業、小学校での利用者自身による講義を通じて障害理
解の促進を図った点も評価できる。令和6年度の生活介護の定員拡充に向け、引き続き障害の重度化、高齢化に対応した支援を実施するとともに、
地域福祉の拠点となる取り組みに期待する。

全体評価

総合評価

3

2.7

施設名：新宿区立障害者福祉センター

（７）その他施設の運営

（６）適正な労働環境の確保

（５）区との連絡調整

（４）緊急時の対応

（３）職員教育

（２）職員体制

（１）利用率・稼働率

2.0

3.0

2.0

小項目
評価

１　施設の運営に関すること

（４）利用者支援

3.0

・障害の重度化、高齢化に対応するため専門職による身体状況の評価や健康管理
を行った。また、外出プログラムの代わりに外部講師を招いたダンスプログラムを実
施したり、大型TVを活用して動画を見ながらの運動を提供する等プログラムを工夫し
た。

・音楽セラピーでは、オンラインと対面の２つの参加方法を提供するとともに、新たに
誰でも参加できるピアノサロンを開催し、利用者のニーズに沿って実施した。

・生活介護利用者による小学校での講義や車いす体験を通して障害理解の促進を
図った。

３　施設・設備の管理に関すること

４　管理運営経費に関すること

５　事業に関すること

（３）経費節減

2.0

（１）事業実施

（３）その他

3.0

2.0

3.0

（１）適正な会計

（３）利用者サービスの向上

（２）サービス水準の確保

（１）利用手続

2.0

3.3

2.0

（２）効果的・効率的な視点

3.0

大項目
評価

2.0

2.7

２　利用・サービスに関すること

・多機能型事業所については、生活介護が88.2％(目標90.4％)であったが利用者は
目標より１名増、就労継続支援B型が75.8％（目標73.5％）と目標を達成した。

・各種ミーティングを行い、必要に応じて管理職も参加し、積極的に情報共有を図っ
た。

・多機能型事業所では、機能訓練室の専門職による利用者の状態評価と行うと共
に、支援員に対する勉強会を実施し、スキルアップを図った。

・事業所全体で虐待防止委員会を行い、各事業の日常の支援を見直す機会とした。

・有給取得率については、時間給制度の有効活用がなされ、常勤職員で88.5％、非
常勤職員で84.2％と非常に高い水準を維持している。労働環境モニタリングの指摘
事項につても改善している。

・短期入所事業では、手すりや便座の取り換えや、耐荷重の大きいシャワーチェアへ
の変更、洗える敷布団の購入等、使いやすさや衛生面にも配慮して環境整備を行っ
た。

・相談支援事業では、研修を受講し、トーキングマットを新たに導入することで、言葉
でのコミュニケーションが難しい利用者の自己決定支援を行った。

・高次脳機能障害者支援事業では、相談支援とも連携したきめ細かな支援を行い、
通所施設の利用に繋げた。

・事業所内が狭いという要望に対して、物品を大幅に整理し、休憩スペースと車椅子
の動線を確保することで、利用しやすい環境づくりを行った。

2,7

2.0

2.7

2.0

3.0

（６）個人情報等の適切な対応（個人情報の保護及び情報公開に関す
る対応）

（５）利用者要望の把握・対応
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別添資料 

 

 

 

令和４年度 労働環境モニタリングの実施結果について 

 

１ 目的 

指定管理者制度導入施設において、その業務が適正な労働環境の下に行われることにより、従事者一

人ひとりがその能力を最大限に発揮し、公共サービスの質の向上が図られることについて、区、事業者、

従事者が共通認識を持つとともに、必要に応じて事業者に改善を促すために、労働環境のモニタリング

調査を行った。 

 

２ 調査対象 

（１）施 設 名  新宿区立障害者福祉センター 

 （２）指定管理者  社会福祉法人 新宿区障害者福祉協会 

 

３ 調査期間 

（１）書類確認～現地調査ヒアリング 

令和４年５月１８日（水）～令和４年７月１５日（金） 

（２）評価結果表作成～改善提案～報告書提出 

令和４年８月１０日（水）～令和４年１２月２８日（水） 

 

４ 調査等の方法 

社会保険労務士に委託して、以下の（１）～（３）の調査及び（４）の助言を行った。（４）に基づき、

社会保険労務士とともに（５）のフォローアップを行った。 

（１）書類確認・事前質問シート 

就業規則、賃金規程、賃金控除に関する協定書等労働者代表との各種協定の内容などにより、基

本的な勤務条件を確認した。 

その上で、労働者名簿等法律で整備が義務付けられている個々の労働者に係る帳簿や社会保険加

入手続書類等を確認し、必要な手続が適切になされているか、必要書類が適切に整備されているか

などを確認した。 

さらに、出勤状況や賃金支払状況を確認し、賃金計算、支払が適正に行われているか確認した。 

（２）団体管理部門ヒアリング 

団体管理部門への面接を行った。 

（３）現地調査 

施設長・従業員への面接及び職場環境の整備状況の確認を行った。  

（４）調査結果のまとめと改善案の提示 

上記（１）～（３）の調査結果を各事業者に伝え、必要があればその改善方法の助言を行った。 

（５）フォローアップ 

改善案に基づく改善計画について、事業者が改善に着手したことを確認した。 
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５ モニタリングの視点 

（１）労働条件に関する事項 

就業規則が適正に作成され、労働者に周知されているか。労働条件は労働者に明示されているか。

労働時間が適正に管理されているか。休暇、休日・休憩時間、年次有給休暇が適正に付与されてい

るか。時間外・休日労働が３６協定の範囲内で対応されているか。業務災害への対策が適正に行わ

れているか。法定帳簿（労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等）及びその他労働関係に関する書類が適

正に整備・保存されているか。賃金の計算・支払が適正に行われているか。 

（２）安全衛生に関する事項 

安全衛生管理体制が適正に整備されているか。健康診断・ストレスチェックが適正に実施されて

いるか。衛生管理者等に安全・衛生（メンタルヘルスケア）教育が行われているか。受動喫煙対策

が行われているか。 

（３）社会保険に関する事項 

労働保険・社会保険の加入手続及び申告が適正に行われているか。 

（４）下請先への要請 

   再委託先と適正な金額で契約されているか。再委託先の労働者に労働報酬下限額以上の報酬が支

払われるよう、再委託先に要請等が行われているか。 

（５）労働環境を更に向上させる取組 

休暇取得促進、育児・介護休暇、勤務時間短縮制度等の措置が講じられているか。ハラスメント

を予防し、働く意欲を向上させる取組が行われているか。 

 

６ 主な指摘事項及び改善内容の概要 

主な指摘事項 改善内容 

（１）労働条件に関する事項 

・非常勤職員及び無期雇用転換職員就業規則に

おいて基本となる始業及び終業の記載がなか

った。 

・非常勤職員就業規則に無期転換規程の記載が

なかった。 

・常勤職員と非常勤職員との待遇差があること

を非常勤職員が認識していなかった。 

 

 

・一斉に休憩を取れていない。 

・有給休暇の付与日数が不足している。 

・有給休暇を 10 日以上与えられた労働者に対し  

 5 日以上有給休暇を取得させるための時季指定 

 の記載がない。 

・所定労働時間を超えて勤務している時間につ

いて、賃金未払いであった。 

 

 

・非常勤職員及び無期雇用転換職員就業規則を

改定し、所管労働基準監督署に提出した。 

 

・非常勤職員就業規則を改定し、所管労働基準監

督署に提出した。 

・常勤職員と非常勤職員の職務分掌を精査し、責

任と役割等の服務規律を常勤職員、非常勤職員

（無期雇用転換職員含）に対する義務を内規によ

り明示した。 

・一斉休憩適用除外協定を締結した。 

・付与日数の訂正を行った。 

・就業規則を改定し、所管労働基準監督署に提出

した。 

 

・労働実績を再確認し、割増賃金等の遡及支給を

行った。 
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主な指摘事項 改善内容 

（４）下請先への要請 

・再委託先の労働契約が条例に定める労働報酬

下限額を下回っていた。 

（５）労働環境をさらに向上させる取り組み 

・法定雇用率に達していない。 

 

 

 

 

・再委託先において、条例が定める労働報酬下限

額以上に改善した。 

 

・ハローワークの障害者雇用相談窓口の活用を

進め、雇用後の職場環境の整備や体力面、精神

面に配慮した労働環境の整備に取り組む。 
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新宿区立新宿生活実習所 指定管理者の管理業務に係る事業評価について 

 

１ 事業評価の目的 

指定管理者が実施した令和４年度の管理業務について、協定書等に基づき適正に行われたか、また、

施設の設置目的に沿って適正に運営し、施設利用者へのサービス向上がなされたかなどの点から検証

することを目的とする。 

なお、評価は公正を期すため、第三者の目で評価を行い、評価結果は今後の管理業務に反映し、よ

り良いサービスを提供するため、指定管理者に通知する。 

２ 評価対象 

（１）施 設 名  新宿区立新宿生活実習所 

 （２）指定管理者  社会福祉法人東京都手をつなぐ育成会 

３ 事業評価委員会の構成 

  ３名（内部委員３名） 

４ 事業評価委員会の開催内容 

 （１）開催日時 令和５年７月３１日（月） 午前９時００分から正午まで 

 （２）場  所 本庁舎３階 ３０２会議室 

 （３）内  容  ・事務局による事業報告 

          ・各委員による評価 

          ・施設所管課による各委員の評価の取りまとめ 

５ 評価結果 

評 価 項 目 評 価 

個
別
評
価 

１ 施設の運営に関すること     2.0 

２ 利用・サービスに関すること     2.0 

３ 施設・設備の管理に関すること 2.0 

４ 管理運営経費に関すること 2.0 

５ 事業に関すること 3.0 

総 合 評 価 2.0 

全 体 評 価 2 

  

※事業評価の概要は、別紙１（指定管理者事業評価概要）のとおり 

６ 労働環境モニタリング実施結果 

令和４年度における労働環境モニタリング実施結果の概要は別添資料のとおり 
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令和４年度　指定管理者事業評価概要

指定管理者名：社会福祉法人　東京都手をつなぐ育成会

評価所見

  目標とした利用率、稼働率、利用者数等を達成できたか。また、そ
れらの目標達成に向け、向上策を実行したか。

　適正な職員配置計画を立て施設運営に支障のない勤務体制を
取ったか。
　現場責任者の管理能力・指揮統率力があったか。
　現場責任者と職員及び職員間のコミュニケーションはとれている
か。

　業務・危機管理・個人情報保護に関する研修等、業務に必要な知
識を身に着ける努力はなされたか。
　研修の成果について、現場へのフィードバックがなされたか。

　事故等の緊急時の対応体制やマニュアルの整備、訓練はされて
いたか。緊急時に適切な対応がとられたか。

　区との連絡、調整等に関わる業務は適切に行われたか。区から
の改善指導・指示への対応はできていたか。

　適正な労働環境の確保を図っていたか。労働環境モニタリングの
指摘事項についての改善はされていたか。

　その他協定書、仕様書等に基づき、施設の運営に係る必要な措
置を講じたか。

　利用手続は適正かつ公正に行われたか。

　協定書、仕様書等の内容に沿った水準で、適切に業務・事業が行
われていたか。

　利用者の利便性を確保したか。また、利便性の向上に努めたか。

　利用者及び家族等への支援は適切に行われていたか。

　利用者の意見や要望を把握し、適切な対応がされていたか。

　個人情報保護を徹底していたか。また、情報公開に関する対応が
適切に行われたか。

　消防、食品衛生管理等の関係法令を遵守しているか。
　事業計画書等に基づいた施設・設備管理業務が適切に行われた
か。
　事故につながらないよう、適切に施設や設備の点検がなされてい
たか。

　施設修繕や備品管理は適切に行われたか。

　省エネルギー・省資源に向けた取組がされていたか。

　適正な会計管理による収支状況であったか。

　目標とした利用料金収入達成に向けた努力はなされたか。

　経費節減に向けた取組がされていたか。

　事業計画書等に基づき計画した事業を実施したか。

　作業支援・生活支援・就労支援等において、効果的なプログラム
を実施したか。
　利用者ニーズに沿った事業内容となるように、工夫がされていた
か。

　ボランティア・研修生等を積極的に受け入れたか。
　地域交流の促進を図ったか。
　他施設との連携を適切に行ったか。

2.0

・仮移転先の設備の老朽化により修繕箇所が多かったが、区や業者と連絡調整を行
いながら改善に向けて迅速に対応した。

・新施設の運営を行うにあたり新規購入及び廃棄、移設する備品のリストを作成し、
可視化した。

・環境管理推進員やＩＳＯ担当者を置き、新宿区環境マネジメントマニュアルに基づき
対応した。

2.0

2.0

評価項目

2.7

・指定管理経費は適切に執行されており、また帳簿類・現金類も適切に管理され、求
められる水準を満たしている。

・内部文書には裏紙を使用するなど経費節減に努めた。

（３）省エネルギー・省資源

（２）施設修繕・備品管理

（１）施設・設備管理

2.0

2.7

2.0

（２）目標の達成

2.0

総
合
所
見

第四期指定管理期間の２年目を迎え、施設建替えに伴う仮移転先での運営にも慣れ、安定した管理運営を行っている。新たに言語聴覚士を導入
し、咀嚼や嚥下などの助言を受けたり、巡回で口唇トレーニングなどの指導を受け、身体機能の維持向上に努めている。個々の利用者の状況に応
じ、きめ細かい対応を行っている点も評価できる。今後も新たな取り組みを行いながらも、新施設での運営に向けて利用者が安心して利用できるよ
うさらなる運営の強化に期待したい。

全体評価

総合評価

2

2.0

施設名：新宿区立新宿生活実習所

（７）その他施設の運営

（６）適正な労働環境の確保

（５）区との連絡調整

（４）緊急時の対応

（３）職員教育

（２）職員体制

（１）利用率・稼働率

2.0

2.0

2.0

小項目
評価

１　施設の運営に関すること

（４）利用者支援

3.0

・施設の祭の代替として感染症対策を講じながら移動動物園の開催を行った。

・コロナウイルス感染状況を鑑み、小グループでの外出や希望者へのプール活動の
再開を行った。

・新たに言語聴覚士を導入し、咀嚼や嚥下、給食の食器について助言を受けたり、
巡回で口唇トレーニングやパタカラ体操などの指導を受け、身体機能の維持向上に
努めた。

・地域の作品展や販売会などに積極的に参加し、地域との交流や施設を知ってもら
う機会とした。

３　施設・設備の管理に関すること

４　管理運営経費に関すること

５　事業に関すること

（３）経費節減

2.0

（１）事業実施

（３）その他

3.0

2.0

3.0

（１）適正な会計

（３）利用者サービスの向上

（２）サービス水準の確保

（１）利用手続

2.0

3.0

2.0

（２）効果的・効率的な視点

3.0

大項目
評価

2.0

2.0

２　利用・サービスに関すること

・３つの委員会を新たに設置し、職員がいずれかの委員会に必ず所属することで業
務への意欲促進や個々の役割を明確にした。

・職員が自主的にスキルアップを図る環境ができつつある。

・職員が日頃気になる支援についてグループワークで取り上げ、その結果をもとに施
設支援マニュアルを作成した。

・防災スタートボックスを新たに購入し、責任者が不在であってもどの職員でも災害
時に対応できる仕組みづくりに努めた。

・労働環境モニタリングを行い、指摘事項について法人本部と早急に就業規則の改
正を行った。

・保護者会で活動の様子をビデオ上映し、コロナ禍で見学が難しい保護者に日頃の
様子を見てもらう機会を提供した。

・行きの送迎バスに乗ることができず、通所が難しかった利用者に対し、支援員がバ
スに添乗し、乗車を促すことでスムーズに通所できるよう支援した。

・行動障害が強い利用者が不安定な時には短期入所を積極的に利用してもらい、状
態が悪化しないよう支援した。

・個人情報の広報誌等への掲載可否については掲載する媒体や内容について具体
的に示し、適切に確認している。

2.7

2.0

2.0

2.0

2.0

（６）個人情報等の適切な対応（個人情報の保護及び情報公開に関す
る対応）

（５）利用者要望の把握・対応
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別添資料 

 

 

 

令和４年度 労働環境モニタリングの実施結果について 

 

１ 目的 

指定管理者制度導入施設において、その業務が適正な労働環境の下に行われることにより、従事者一

人ひとりがその能力を最大限に発揮し、公共サービスの質の向上が図られることについて、区、事業者、

従事者が共通認識を持つとともに、必要に応じて事業者に改善を促すために、労働環境のモニタリング

調査を行った。 

 

２ 調査対象 

（１）施 設 名  新宿区立新宿生活実習所 

 （２）指定管理者  社会福祉法人東京都手をつなぐ育成会 

 

３ 調査期間 

（１）書類確認～現地調査ヒアリング 

令和４年５月１２日（木）～令和４年７月１４日（木） 

（２）評価結果表作成～改善提案～報告書提出 

令和４年８月１０日（水）～令和４年１２月２８日（水） 

 

４ 調査等の方法 

社会保険労務士に委託して、以下の（１）～（３）の調査及び（４）の助言を行った。（４）に基づき、

社会保険労務士とともに（５）のフォローアップを行った。 

（１）書類確認・事前質問シート 

就業規則、賃金規程、賃金控除に関する協定書等労働者代表との各種協定の内容などにより、基

本的な勤務条件を確認した。 

その上で、労働者名簿等法律で整備が義務付けられている個々の労働者に係る帳簿や社会保険加

入手続書類等を確認し、必要な手続が適切になされているか、必要書類が適切に整備されているか

などを確認した。 

さらに、出勤状況や賃金支払状況を確認し、賃金計算、支払が適正に行われているか確認した。 

（２）団体管理部門ヒアリング 

団体管理部門への面接を行った。 

（３）現地調査 

施設長・従業員への面接及び職場環境の整備状況の確認を行った。  

（４）調査結果のまとめと改善案の提示 

上記（１）～（３）の調査結果を各事業者に伝え、必要があればその改善方法の助言を行った。 

（５）フォローアップ 

改善案に基づく改善計画について、事業者が改善に着手したことを確認した。 
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５ モニタリングの視点 

（１）労働条件に関する事項 

就業規則が適正に作成され、労働者に周知されているか。労働条件は労働者に明示されているか。

労働時間が適正に管理されているか。休暇、休日・休憩時間、年次有給休暇が適正に付与されてい

るか。時間外・休日労働が３６協定の範囲内で対応されているか。業務災害への対策が適正に行わ

れているか。法定帳簿（労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等）及びその他労働関係に関する書類が適

正に整備・保存されているか。賃金の計算・支払が適正に行われているか。 

（２）安全衛生に関する事項 

安全衛生管理体制が適正に整備されているか。健康診断・ストレスチェックが適正に実施されて

いるか。衛生管理者等に安全・衛生（メンタルヘルスケア）教育が行われているか。受動喫煙対策

が行われているか。 

（３）社会保険に関する事項 

労働保険・社会保険の加入手続及び申告が適正に行われているか。 

（４）下請先への要請 

   再委託先と適正な金額で契約されているか。再委託先の労働者に労働報酬下限額以上の報酬が支

払われるよう、再委託先に要請等が行われているか。 

（５）労働環境を更に向上させる取組 

休暇取得促進、育児・介護休暇、勤務時間短縮制度等の措置が講じられているか。ハラスメント

を予防し、働く意欲を向上させる取組が行われているか。 

 

６ 主な指摘事項及び改善内容の概要 

主な指摘事項 改善内容 

（１）労働条件に関する事項 

・契約職員及びパート職員規程に昇給の記載が

なかった。 

 

 

・契約職員及びパート職員就業規則の「適用範

囲」に昇給に関する文言を追記し、労働基準監

督署に提出した。 
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新宿区立あゆみの家 指定管理者の管理業務に係る事業評価について 

 

１ 事業評価の目的 

指定管理者が実施した令和４年度の管理業務について、協定書等に基づき適正に行われたか、また、

施設の設置目的に沿って適正に運営し、施設利用者へのサービス向上がなされたかなどの点から検証

することを目的とする。 

なお、評価は公正を期すため、第三者の目で評価を行い、評価結果は今後の管理業務に反映し、よ

り良いサービスを提供するため、指定管理者に通知する。 

２ 評価対象 

（１）施 設 名  新宿区立あゆみの家 

 （２）指定管理者  社会福祉法人新宿区障害者福祉協会 

３ 事業評価委員会の構成 

  ３名（内部委員３名） 

４ 事業評価委員会の開催内容 

 （１）開催日時 令和５年７月３１日（月） 午前９時００分から正午まで 

 （２）場  所 本庁舎３階 ３０２会議室 

 （３）内  容  ・事務局による事業報告 

          ・各委員による評価 

          ・施設所管課による各委員の評価の取りまとめ 

５ 評価結果 

評 価 項 目 評 価 

個
別
評
価 

１ 施設の運営に関すること 2.7 

２ 利用・サービスに関すること 2.7 

３ 施設・設備の管理に関すること 2.0 

４ 管理運営経費に関すること 2.0 

５ 事業に関すること 3.0 

総 合 評 価 2.7 

全 体 評 価 3 

  

※事業評価の概要は、別紙１（指定管理者事業評価概要）のとおり 
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令和４年度　指定管理者事業評価概要

指定管理者名：社会福祉法人　新宿区障害者福祉協会

評価所見

  目標とした利用率、稼働率、利用者数等を達成できたか。また、そ
れらの目標達成に向け、向上策を実行したか。

　適正な職員配置計画を立て施設運営に支障のない勤務体制を
取ったか。
　現場責任者の管理能力・指揮統率力があったか。
　現場責任者と職員及び職員間のコミュニケーションはとれている
か。

　業務・危機管理・個人情報保護に関する研修等、業務に必要な知
識を身に着ける努力はなされたか。
　研修の成果について、現場へのフィードバックがなされたか。

　事故等の緊急時の対応体制やマニュアルの整備、訓練はされて
いたか。緊急時に適切な対応がとられたか。

　区との連絡、調整等に関わる業務は適切に行われたか。区から
の改善指導・指示への対応はできていたか。

　適正な労働環境の確保を図っていたか。労働環境モニタリングの
指摘事項についての改善はされていたか。

　その他協定書、仕様書等に基づき、施設の運営に係る必要な措
置を講じたか。

　利用手続は適正かつ公正に行われたか。

　協定書、仕様書等の内容に沿った水準で、適切に業務・事業が行
われていたか。

　利用者の利便性を確保したか。また、利便性の向上に努めたか。

　利用者及び家族等への支援は適切に行われていたか。

　利用者の意見や要望を把握し、適切な対応がされていたか。

　個人情報保護を徹底していたか。また、情報公開に関する対応が
適切に行われたか。

　消防、食品衛生管理等の関係法令を遵守しているか。
　事業計画書等に基づいた施設・設備管理業務が適切に行われた
か。
　事故につながらないよう、適切に施設や設備の点検がなされてい
たか。

　施設修繕や備品管理は適切に行われたか。

　省エネルギー・省資源に向けた取組がされていたか。

　適正な会計管理による収支状況であったか。

　目標とした利用料金収入達成に向けた努力はなされたか。

　経費節減に向けた取組がされていたか。

　事業計画書等に基づき計画した事業を実施したか。

　作業支援・生活支援・就労支援等において、効果的なプログラム
を実施したか。
　利用者ニーズに沿った事業内容となるように、工夫がされていた
か。

　ボランティア・研修生等を積極的に受け入れたか。
　地域交流の促進を図ったか。
　他施設との連携を適切に行ったか。

2.0

・施設・設備管理は適切に行われており、求められる水準を満たしている。

・法定点検等による指摘事項には適宜対応しており、備品管理も適切に行われてい
る。

・環境管理推進員やＩＳＯ担当者を置き、新宿区環境マネジメントマニュアルに基づき
対応した。

2.3

2.0

評価項目

3.0

・指定管理経費は適切に執行されており、また帳簿類・現金類も適切に管理され、求
められる水準を満たしている。

・新型コロナウイルスの影響により、目標とした利用料金収入を達成できなかった
が、ハイリスク施設として利用者が安心して通所できるよう、利用者の体調管理や感
染防止対策の徹底に努めた。

・管理部門だけでなく、リーダー職や購買担当者にも、物品購入・使用時のルールを
徹底周知することで、施設全体に費用対効果や経費節減意識が浸透した。

（３）省エネルギー・省資源

（２）施設修繕・備品管理

（１）施設・設備管理

2.0

2.0

2.3

（２）目標の達成

2.0

総
合
所
見

第三期指定管理期間の初年度であり、安定的な事業運営を行っている。ICT機器を活用した意思決定やバーチャル旅行、オンラインを使ったイベン
トや保護者会の開催など、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を最小限とする努力を行いながら利用者支援に取り組んでいる。あゆみ祭の4年
ぶりの開催や地域季刊誌への記事の投稿、地域警察との連携など、コロナ禍で希薄となった地域とのつながりを積極的に取り戻そうとする取り組み
は評価できる。今後もICT機器の活用やグループの枠を超えた支援の実施など、新たな取り組みを進め、利用者一人ひとりの自己実現に向けた個
別性の高い支援の継続を期待する。

全体評価

総合評価

3

2.7

施設名：新宿区立あゆみの家

（７）その他施設の運営

（６）適正な労働環境の確保

（５）区との連絡調整

（４）緊急時の対応

（３）職員教育

（２）職員体制

（１）利用率・稼働率

2.0

2.7

2.3

小項目
評価

１　施設の運営に関すること

（４）利用者支援

3.3

・四季が感じられる所内イベントやICT機器を使ったバーチャル旅行など趣向を凝らし
て利用者が楽しめるプログラムを提供した。

・中止となった外出イベントの代替プログラムとして、要望の多かった時間延長サー
ビスを実施した。グループごとにテーマを決めたレク祭を開催し、利用者が楽しむだ
けでなく、家族のレスパイトにも繋がった。

・4年ぶりにあゆみ祭を開催し、民生委員や学生ボランティア、地域住民とのつながり
を取り戻す一歩になった。

・あゆみだよりの年3回の発行だけでなく、地域季刊誌への記事の投稿や、これまで
展示実績がなかった場所での利用者の作品展示など、積極的に地域とのつながりを
模索した。

３　施設・設備の管理に関すること

４　管理運営経費に関すること

５　事業に関すること

（３）経費節減

2.0

（１）事業実施

（３）その他

3.0

2.0

3.0

（１）適正な会計

（３）利用者サービスの向上

（２）サービス水準の確保

（１）利用手続

2.3

3.0

2.0

（２）効果的・効率的な視点

3.0

大項目
評価

2.7

2.7

２　利用・サービスに関すること

・利用率は83％（目標86％）と目標を下回ったが、ワクチン接種や職員の定期的な抗
原検査等切れ目のない感染対策を行いながら事業を実施した。

・職員間の関係力向上を図るため、外部コンサルを導入し、グループごとに目標を定
め、進捗をフィードバックしながら進めた。

・研修の情報は研修担当が全職員に向けて情報を発信し、学びの機会を全職員が
得られるよう努め、研修参加後は必ずアウトプットした。

・義務化された身体拘束適正化への取り組みについて、義務化の趣旨、背景につい
て全職員に共有し、不適切な支援がないか検討する場を設け、適切な支援の在り方
を再考した。

・不審者対策について、所管の警察を施設に招き、侵入者発生時の具体的な対応に
ついて指導を受けた。また、実際に警察官が施設内を回り、危険箇所の確認を行っ
た。

・新型コロナウイルス感染症の感染予防等について、区と連携、調整を図りながら迅
速かつ適切に対応した.。

・メンタルヘルスの取り組みとして、職員のストレス軽減を目的としたヨガプログラムを
実施したり、腰痛予防対策として、身体介助技術の講習会やパワースーツのデモ使
用を行ったりと、労働環境の向上に努めた。

・施設でのワクチン接種にあたり、東京都が実施しているワクチンバス事業を利用。
医師・看護師・事務員が丸ごと派遣されるため、職員は接種後の利用者の見守りに
専念でき、より安心して接種できる環境を整えた。

・ICT機器を使用したプログラムでは、視線入力装置を増やし、参加利用者の枠を広
げて、意思決定手段の拡大に繋がる機会を増やした。

・グループの支援員を短時間入れ替え、運営職員や看護師も交え全職員で行うふれ
あい交流などを通して、利用者を知る機会を作り、誰もが支援できる支援体制の構
築を図った。

・高齢の家族の体調不良や、生活上の課題に対し、専門相談機関の紹介や情報提
供を行い、家族への支援にも努めた。

・全体保護者会だけでなくグループ保護者会もオンラインでの参加が可能な体制を
整え、ハイブリッド形式で開催し、より多くの保護者からの意見を把握できるように
なった。保護者の意見把握にも力を入れた。

3.3

2.3

2.7

2.3

3.0

（６）個人情報等の適切な対応（個人情報の保護及び情報公開に関す
る対応）

（５）利用者要望の把握・対応
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新宿区立障害者生活支援センター 指定管理者の管理業務に係る事業評価について 

 

１ 事業評価の目的 

指定管理者が実施した令和４年度の管理業務について、協定書等に基づき適正に行われたか、また、

施設の設置目的に沿って適正に運営し、施設利用者へのサービス向上がなされたかなどの点から検証

することを目的とする。 

なお、評価は公正を期すため、第三者の目で評価を行い、評価結果は今後の管理業務に反映し、よ

り良いサービスを提供するため、指定管理者に通知する。 

２ 評価対象 

（１）施 設 名  新宿区立障害者生活支援センター 

 （２）指定管理者  医療法人財団厚生協会 

３ 事業評価委員会の構成 

  ３名（内部委員３名） 

４ 事業評価委員会の開催内容 

 （１）開催日時 令和５年７月３１日（月） 午前９時００分から正午まで 

 （２）場  所 本庁舎３階 ３０２会議室 

 （３）内  容  ・事務局による事業報告 

          ・各委員による評価 

          ・施設所管課による各委員の評価の取りまとめ 

５ 評価結果 

評 価 項 目 評 価 

個
別
評
価 

１ 施設の運営に関すること 2.0 

２ 利用・サービスに関すること 2.3 

３ 施設・設備の管理に関すること 2.0 

４ 管理運営経費に関すること 2.3 

５ 事業に関すること 2.0 

総 合 評 価 2.3 

全 体 評 価 2 

  

※事業評価の概要は、別紙１（指定管理者事業評価概要）のとおり 
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令和４年度　指定管理者事業評価概要

指定管理者名：医療法人財団　厚生協会

評価所見

  目標とした利用率、稼働率、利用者数等を達成できたか。また、そ
れらの目標達成に向け、向上策を実行したか。

　適正な職員配置計画を立て施設運営に支障のない勤務体制を
取ったか。
　現場責任者の管理能力・指揮統率力があったか。
　現場責任者と職員及び職員間のコミュニケーションはとれている
か。

　業務・危機管理・個人情報保護に関する研修等、業務に必要な知
識を身に着ける努力はなされたか。
　研修の成果について、現場へのフィードバックがなされたか。

　事故等の緊急時の対応体制やマニュアルの整備、訓練はされて
いたか。緊急時に適切な対応がとられたか。

　区との連絡、調整等に関わる業務は適切に行われたか。区から
の改善指導・指示への対応はできていたか。

　適正な労働環境の確保を図っていたか。労働環境モニタリングの
指摘事項についての改善はされていたか。

　その他協定書、仕様書等に基づき、施設の運営に係る必要な措
置を講じたか。

　利用手続は適正かつ公正に行われたか。

　協定書、仕様書等の内容に沿った水準で、適切に業務・事業が行
われていたか。

　利用者の利便性を確保したか。また、利便性の向上に努めたか。

　利用者及び家族等への支援は適切に行われていたか。

　利用者の意見や要望を把握し、適切な対応がされていたか。

　個人情報保護を徹底していたか。また、情報公開に関する対応が
適切に行われたか。

　消防、食品衛生管理等の関係法令を遵守しているか。
　事業計画書等に基づいた施設・設備管理業務が適切に行われた
か。
　事故につながらないよう、適切に施設や設備の点検がなされてい
たか。

　施設修繕や備品管理は適切に行われたか。

　省エネルギー・省資源に向けた取組がされていたか。

　適正な会計管理による収支状況であったか。

　目標とした利用料金収入達成に向けた努力はなされたか。

　経費節減に向けた取組がされていたか。

　事業計画書等に基づき計画した事業を実施したか。

　作業支援・生活支援・就労支援等において、効果的なプログラム
を実施したか。
　利用者ニーズに沿った事業内容となるように、工夫がされていた
か。

　ボランティア・研修生等を積極的に受け入れたか。
　地域交流の促進を図ったか。
　他施設との連携を適切に行ったか。

2.0

・関係法令を遵守している。

・施設修繕や備品管理について、区と協議し適宜対応した。

・利用者にも洗濯枚数や洗剤等の量をわかりやすく掲示する等、省エネルギー・省資
源に対する声掛けを行っている。

3.0

2.0

評価項目

2.7

・予算執行率を月ごとに法人本部と施設長、事務担当者で確認し、指定管理経費を
適切に執行している。
・新型コロナウイルスの影響により、受入までに月単位での待期期間があったが、試
泊期間等工夫し空室期間をできるだけ少なくするよう努めた。また、１年以上の長期
入院歴のある方、医療観察法の方等を複数受け入れ、丁寧に支援をすることで病状
の悪化を防ぐことで、収入増に努めた結果全体で350万円以上目標を上回った。
・各プログラム毎に年間予算を立て、職員全体に経費について意識づけを行えるよう
取り組んでいる。

（３）省エネルギー・省資源

（２）施設修繕・備品管理

（１）施設・設備管理

2.0

2.0

2.0

（２）目標の達成

2.3

総
合
所
見

第二期指定管理期間の３年目であり、安定的な管理運営が行われている。令和４年度は令和３年度以上に知的障害重複の利用者や医療観察法
対象の利用者等困難ケースを積極的に受入れ、また、複数の入所へ向けた相談も受けており、職員全体の支援力も向上している。集団プログラム
の工夫、個々に合わせた個別支援をきめ細かに行った点も評価できる。２４時間対応の相談件数も年々増えており、精神障害者を対象とした地域
生活支援拠点としての役割を担っている。今後も、精神保健福祉の拠点となる取り組み、利用者が安心して地域生活へ移行し、安定した生活を送る
ことができるような支援を期待する。

全体評価

総合評価

2

2.3

施設名：新宿区立障害者生活支援センター

（７）その他施設の運営

（６）適正な労働環境の確保

（５）区との連絡調整

（４）緊急時の対応

（３）職員教育

（２）職員体制

（１）利用率・稼働率

2.0

2.3

2.0

小項目
評価

１　施設の運営に関すること

（４）利用者支援

3.0

・生活訓練プログラムは全体の活動のバランスを考え設定し、その時々の利用者の
能力、興味関心等を考慮し、見直しをしている。

・令和4年度は知的障害（疑い含む）を併せ持つ利用者の受入れが増え、また怠薬に
伴う病気の再燃のある利用者、医療観察法の対象者等、個別支援の必要性が高い
利用者が多く、令和3年度から1,635件個別支援が増えている。中でも服薬管理が
2,062件増えている。

・地域生活支援拠点連絡会に精神の拠点施設として参加している。その他、様々な
会議に出席し、区内の課題等を検討している。

３　施設・設備の管理に関すること

４　管理運営経費に関すること

５　事業に関すること

（３）経費節減

2.3

（１）事業実施

（３）その他

2.0

2.0

2.0

（１）適正な会計

（３）利用者サービスの向上

（２）サービス水準の確保

（１）利用手続

2.0

2.7

2.0

（２）効果的・効率的な視点

3.0

大項目
評価

2.0

2.3

２　利用・サービスに関すること

・宿泊型自立訓練は、新型コロナウイルス感染症の影響により、利用予定者の入院
先病院の都合による月単位の空室期間があったが、試泊期間・回数を見極めて短
縮する等工夫を行い目標値の80％に近い79.6％となった。自立訓練（生活訓練）は
通所のみの利用率が36.5％と目標の50％を大きく下回った。
　基本相談支援については、12,338件と昨年度よりも約1,800件相談件数が増えてい
る。

・精神障害・知的障害の重複障害の受入れも増えており、知的障害に対する支援方
法を他機関に相談し支援に生かしている。

・緊急時対応マニュアル、災害におけるBCPは作成されており、緊急時にはマニュア
ルに沿った対応を全職員がとれるよう情報共有されている。
　福祉避難所を想定し、どの部屋に何名受け入れるか等実際に対応ができるよう検
討している。また毎月、違う状況を想定した防災訓練を行っており、実際に地震が起
きた際等、利用者が落ち着いて対応を行うことができている。

・カンファレンス、会議の終了時間が延長した場合や緊急時対応以外定期的な残業
はなく帰宅できている。年休取得率は常勤75.5％、非常勤70.4％である。

・短期入所については、利用者の要望や状況等必要に応じて服薬管理、調理支援
等の個別支援を行っており、年々短期入所における個別支援の件数も増えており、
短期入所が宿泊するだけのものではなく、自立訓練（生活訓練）の体験の機会とも
なっている。

・令和3年度末より初めての医療観察法対象者を受入れ、ケア会議に参加して関係
者全体で状況を確認しながら支援を行い、１年間安定した生活を送ることができてい
る。

・各利用者について、病状的な変化等見逃さない様に職員間での情報共有、関係者
への情報提供を徹底している。問題行動があった際の対応についても、家族、関係
者等の意向を丁寧に聞き取り、対応している。

2.0

2.0

2.0

2.0

2.3

（６）個人情報等の適切な対応（個人情報の保護及び情報公開に関す
る対応）

（５）利用者要望の把握・対応
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Ⅲ－３【福祉部地域包括ケア推進課所管施設】 

 

 

新宿区立高田馬場シニア活動館 指定管理者の管理業務に係る事業評価について 

 

１ 事業評価の目的 

指定管理者が実施した令和４年度の管理業務について、協定書等に基づき適正に行われたか、また、

施設の設置目的に沿って適正に運営し、施設利用者へのサービス向上がなされたかなどの点から検証

することを目的とする。 

なお、評価は公正を期すため、第三者の目で評価を行い、評価結果は今後の管理業務に反映し、よ

り良いサービスを提供するため、指定管理者に通知する。 

２ 評価対象 

（１）施 設 名  新宿区立高田馬場シニア活動館 

 （２）指定管理者  特定非営利活動法人ワーカーズコープ（令和５年４月１日に労働者協同組合ワー

カーズコープ・センター事業団へ名称変更）  

３ 事業評価委員会の構成 

  ３名（内部委員３名） 

４ 事業評価委員会の開催内容 

 （１）開催日時 令和５年７月２０日（木）午後１時１５分から３時５５分まで 

 （２）場  所 本庁舎３階 ３０２会議室 

 （３）内  容  ・事業説明 

          ・ヒアリング、質疑応答、意見交換 

 ・各委員による評価 

 ・施設所管課による各委員の評価の取りまとめ 

５ 評価結果 

評 価 項 目 評 価 

個
別
評
価 

１ 施設の運営に関すること 2.0 

２ 利用・サービスに関すること 2.0 

３ 施設・設備の管理に関すること 2.0 

４ 管理運営経費に関すること 2.0 

５ 事業に関すること 2.0 

総 合 評 価 2.0 

全 体 評 価 2 

  

※事業評価の概要は、別紙１（指定管理者事業評価概要）のとおり 
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令和4年度　指定管理者事業評価概要 別紙１

指定管理者名：労働者協同組合ワーカーズコープ・センター事業団

評価所見

  目標とした利用率、稼働率、利用者数等を達成できたか。また、そ
れらの目標達成に向け、向上策を実行したか。

  事業計画書や職員配置計画書等に基づき、施設運営に支障のな
い勤務体制や職員配置、組織体制が構築されたか。

　業務に必要な研修（施設管理、接遇、危機管理、個人情報保護
等）が実施され、必要な知識を身に着ける努力はなされたか。

　事故等の緊急時の対応体制やマニュアルの整備、訓練はされて
いたか。緊急時に適切な対応がとられたか。

　区との連絡、調整等に関わる業務は適切に行われたか。区から
の改善指導・指示への対応はできていたか。

　適正な労働環境の確保を図っていたか。労働環境モニタリングの
指摘事項についての改善はされていたか。

　その他協定書、仕様書等に基づき、施設の運営に係る必要な措
置を講じたか。

　利用手続は適正かつ公正に行われたか。

　協定書、仕様書等の内容に沿った水準で、適切に業務・事業が行
われていたか。

　利用者の利便性を確保したか。また、利便性の向上に努めたか。

　利用者対応は良好に行われたか。利用者が気持ちよく利用でき
るような接遇ができたか。

　利用者の意見や要望を把握し、適切な対応がされていたか。

　個人情報保護を徹底していたか。また、情報公開に関する対応が
適切に行われたか。

　事業計画書等に基づいた施設・設備管理業務が適切に行われた
か。

　施設修繕や備品管理は適切に行われたか。

　省エネルギー・省資源に向けた取組がされていたか。

　適正な会計管理による収支状況であったか。

（２）目標の達成

　目標とした利用料金収入・利益率を達成できたか。

　経費節減、収入・利益率確保に向けた取組はされていたか。

　事業計画書等に基づき計画した事業を実施したか。

　施設の設置目的に照らして、効果的・効率的に事業を実施した
か。

大項目
評価

2.0

2.0

２　利用・サービスに関すること

和室の利用率が低いのは、個人利用が主であるため。
業務要求水準に則した、職員配置を行った。

地域ボランティアを活用し多様な講座を開催している。
職員会議で傾聴の姿勢を確認し、日ごろの接遇に生かしている。

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

（６）個人情報等の適切な対応（個人情報の保護及び情報公開に関す
る対応）

（５）利用者要望の把握・対応

（４）利用者対応・接遇

（３）利用者サービスの向上

（２）サービス水準の確保

（１）利用手続

2.0

2.3

2.0

2.0

コロナ禍で来館できなかった来庁者に対して、個別に電話をして、来館促進活動を
行った。

３　施設・設備の管理に関すること

４　管理運営経費に関すること

５　事業に関すること

（３）経費節減、収入・利益率確保の努力

2.0

（１）事業実施

（２）効果的・効率的な視点

2.0

2.0
2.0

（１）適正な会計

2.0

適切な会計業務を行った。

施設名：新宿区立高田馬場シニア活動館

（７）その他施設の運営

（６）適正な労働環境の確保

（５）区との連絡調整

（４）緊急時の対応

（３）職員教育

（２）職員体制

（１）利用率・稼働率

2.0

2.0

2.0

小項目
評価

１　施設の運営に関すること

評価項目

2.0

総
合
所
見

多世代交流に力を入れている点は評価できる。
コロナ禍で来館できなかった来庁者に対して、個別に電話をして、来館促進活動を行った。

全体評価

総合評価

2

2.0

2.0 各種点検管理、日常管理業務は、適切に行われた。

2.0

（３）省エネルギー・省資源

（２）施設修繕・備品管理

（１）施設・設備管理

2.0

2.0

2.0
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新宿区立信濃町シニア活動館 指定管理者の管理業務に係る事業評価について 

 

１ 事業評価の目的 

指定管理者が実施した令和４年度の管理業務について、協定書等に基づき適正に行われたか、また、

施設の設置目的に沿って適正に運営し、施設利用者へのサービス向上がなされたかなどの点から検証

することを目的とする。 

なお、評価は公正を期すため、第三者による評価を行い、評価結果は今後の管理業務に反映し、よ

り良いサービスを提供するため、指定管理者に通知する。 

２ 評価対象 

（１）施 設 名  新宿区立信濃町シニア活動館 

 （２）指定管理者  生活協同組合・東京高齢協 

３ 事業評価委員会の構成 

  ３名（外部委員２名、内部委員１名） 

４ 事業評価委員会の開催内容 

 （１）開催日時 令和５年７月３日（月）午後１時１５分から４時３０分まで 

         令和５年７月１３日（木）午後１時１５分から５時００分まで 

 （２）場  所 新宿区立信濃町シニア活動館及び本庁舎６階 第２委員会室 

 （３）内  容  

７月３日 ・施設見学 

７月１３日 

・事業説明 

・ヒアリング、質疑応答、意見交換 

・各委員による評価 

・施設所管課による各委員の評価の取りまとめ 

５ 評価結果 

評 価 項 目 評 価 

個
別
評
価 

１ 施設の運営に関すること 2.5 

２ 利用・サービスに関すること 2.5 

３ 施設・設備の管理に関すること 2.0 

４ 管理運営経費に関すること 2.0 

５ 事業に関すること 2.5 

総 合 評 価 2.5 

全 体 評 価 3 

  

※事業評価の概要は、別紙１（指定管理者事業評価概要）のとおり 
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令和４年度　指定管理者事業評価概要 別紙１

指定管理者名：生活協同組合・東京高齢協

評価所見

  目標とした利用率、稼働率、利用者数等を達成できたか。また、そ
れらの目標達成に向け、向上策を実行したか。

  事業計画書や職員配置計画書等に基づき、施設運営に支障のな
い勤務体制や職員配置、組織体制が構築されたか。

　業務に必要な研修（施設管理、接遇、危機管理、個人情報保護
等）が実施され、必要な知識を身に着ける努力はなされたか。

　事故等の緊急時の対応体制やマニュアルの整備、訓練はされて
いたか。緊急時に適切な対応がとられたか。

　区との連絡、調整等に関わる業務は適切に行われたか。区から
の改善指導・指示への対応はできていたか。

　適正な労働環境の確保を図っていたか。労働環境モニタリングの
指摘事項についての改善はされていたか。

　その他協定書、仕様書等に基づき、施設の運営に係る必要な措
置を講じたか。

　利用手続は適正かつ公正に行われたか。

　協定書、仕様書等の内容に沿った水準で、適切に業務・事業が行
われていたか。

　利用者の利便性を確保したか。また、利便性の向上に努めたか。

　利用者対応は良好に行われたか。利用者が気持ちよく利用でき
るような接遇ができたか。

　利用者の意見や要望を把握し、適切な対応がされていたか。

　個人情報保護を徹底していたか。また、情報公開に関する対応が
適切に行われたか。

　事業計画書等に基づいた施設・設備管理業務が適切に行われた
か。

　施設修繕や備品管理は適切に行われたか。

　省エネルギー・省資源に向けた取組がされていたか。

　適正な会計管理による収支状況であったか。

　目標とした利用料金収入・利益率を達成できたか。

　経費節減、収入・利益率確保に向けた取組はされていたか。

　事業計画書等に基づき計画した事業を実施したか。

　施設の設置目的に照らして、効果的・効率的に事業を実施した
か。

適切な会計業務を行った。

（３）省エネルギー・省資源

（２）施設修繕・備品管理

（１）施設・設備管理

2.0

2.0

2.0

2.0 各種点検管理、日常管理業務は、適切に行われた。

2.0

総
合
所
見

点検項目全体的に適正に取り組まれた。
ボッチャや手芸の団体等、新たに7団体が増加するなど、利用向上に向けた取り組みを行っている点は評価できる。

全体評価

総合評価

3

2.5

施設名：新宿区立信濃町シニア活動館

（７）その他施設の運営

（６）適正な労働環境の確保

（５）区との連絡調整

（４）緊急時の対応

（３）職員教育

（２）職員体制

（１）利用率・稼働率

2.0

3.0

2.0

小項目
評価

１　施設の運営に関すること

評価項目

2.0

事業計画に基づき適正に運営された。
団体の活動をしやすいようにサポートを行った点は評価できる。

３　施設・設備の管理に関すること

４　管理運営経費に関すること

５　事業に関すること

（３）経費節減、収入・利益率確保の努力

2.0

（１）事業実施

（２）効果的・効率的な視点

2.0

2.5
2.5

（１）適正な会計

（２）目標の達成

2.0

（２）サービス水準の確保

（１）利用手続

2.0

2.5

2.0

2.5

大項目
評価

2.5

2.5

２　利用・サービスに関すること

業務要求水準書に即した、運営を行った。
和室の利用実績が少なく、大広間の利用実績が多い。
有給を消化するように指導し、取得率が全体として100％を超えている。

コロナ後の再開に対し、新しい活動を開始した。
利用者アンケートにおいて、職員の対応が「満足」「やや満足」が95％であった。
マニュアルに沿った接遇を行い、館長から職員に指導した。

2.0

2.5

2.5

2.0

2.0

（６）個人情報等の適切な対応（個人情報の保護及び情報公開に関す
る対応）

（５）利用者要望の把握・対応

（４）利用者対応・接遇

（３）利用者サービスの向上
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新宿区立戸山シニア活動館 指定管理者の管理業務に係る事業評価について 

 

１ 事業評価の目的 

指定管理者が実施した令和４年度の管理業務について、協定書等に基づき適正に行われたか、また、

施設の設置目的に沿って適正に運営し、施設利用者へのサービス向上がなされたかなどの点から検証

することを目的とする。 

なお、評価は公正を期すため、第三者による評価を行い、評価結果は今後の管理業務に反映し、よ

り良いサービスを提供するため、指定管理者に通知する。 

２ 評価対象 

（１）施 設 名  新宿区立戸山シニア活動館 

 （２）指定管理者  特定非営利活動法人ワーカーズコープ（令和５年４月１日に労働者協同組合ワー

カーズコープ・センター事業団へ名称変更） 

３ 事業評価委員会の構成 

  ３名（内部委員３名） 

４ 事業評価委員会の開催内容 

 （１）開催日時 令和５年７月２０日（木）午後１時１５分から３時５５分まで 

 （２）場  所 本庁舎３階 ３０２会議室 

 （３）内  容  ・事業説明 

          ・ヒアリング、質疑応答、意見交換 

 ・各委員による評価 

 ・施設所管課による各委員の評価の取りまとめ 

５ 評価結果 

評 価 項 目 評 価 

個
別
評
価 

１ 施設の運営に関すること 2.0 

２ 利用・サービスに関すること 2.0 

３ 施設・設備の管理に関すること 2.0 

４ 管理運営経費に関すること 2.0 

５ 事業に関すること 2.0 

総 合 評 価 2.0 

全 体 評 価 2 

  

※事業評価の概要は、別紙１（指定管理者事業評価概要）のとおり 
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令和4年度　指定管理者事業評価概要 別紙１

指定管理者名：労働者協同組合ワーカーズコープ・センター事業団

評価所見

  目標とした利用率、稼働率、利用者数等を達成できたか。また、そ
れらの目標達成に向け、向上策を実行したか。

  事業計画書や職員配置計画書等に基づき、施設運営に支障のな
い勤務体制や職員配置、組織体制が構築されたか。

　業務に必要な研修（施設管理、接遇、危機管理、個人情報保護
等）が実施され、必要な知識を身に着ける努力はなされたか。

　事故等の緊急時の対応体制やマニュアルの整備、訓練はされて
いたか。緊急時に適切な対応がとられたか。

　区との連絡、調整等に関わる業務は適切に行われたか。区から
の改善指導・指示への対応はできていたか。

　適正な労働環境の確保を図っていたか。労働環境モニタリングの
指摘事項についての改善はされていたか。

　その他協定書、仕様書等に基づき、施設の運営に係る必要な措
置を講じたか。

　利用手続は適正かつ公正に行われたか。

　協定書、仕様書等の内容に沿った水準で、適切に業務・事業が行
われていたか。

　利用者の利便性を確保したか。また、利便性の向上に努めたか。

　利用者対応は良好に行われたか。利用者が気持ちよく利用でき
るような接遇ができたか。

　利用者の意見や要望を把握し、適切な対応がされていたか。

　個人情報保護を徹底していたか。また、情報公開に関する対応が
適切に行われたか。

　事業計画書等に基づいた施設・設備管理業務が適切に行われた
か。

　施設修繕や備品管理は適切に行われたか。

　省エネルギー・省資源に向けた取組がされていたか。

　適正な会計管理による収支状況であったか。

（２）目標の達成

　目標とした利用料金収入・利益率を達成できたか。

　経費節減、収入・利益率確保に向けた取組はされていたか。

　事業計画書等に基づき計画した事業を実施したか。

　施設の設置目的に照らして、効果的・効率的に事業を実施した
か。

2.0 各種点検管理、日常管理業務は、適切に行われた。

2.0

（３）省エネルギー・省資源

（２）施設修繕・備品管理

（１）施設・設備管理

2.0

2.0

2.0

総
合
所
見

地域支え合い活動の展開については、より一層の取り組みを期待する。

全体評価

総合評価

2

2.0

施設名：新宿区立戸山シニア活動館

（７）その他施設の運営

（６）適正な労働環境の確保

（５）区との連絡調整

（４）緊急時の対応

（３）職員教育

（２）職員体制

（１）利用率・稼働率

2.0

2.0

2.0

小項目
評価

１　施設の運営に関すること

評価項目

2.0

地域支え合い活動の担い手育成としての講座を開催し、団体設立へとつなげてい
る。

３　施設・設備の管理に関すること

４　管理運営経費に関すること

５　事業に関すること

（３）経費節減、収入・利益率確保の努力

2.0

（１）事業実施

（２）効果的・効率的な視点

2.0

2.0
2.0

（１）適正な会計

2.0

適切な会計業務を行った。

（２）サービス水準の確保

（１）利用手続

2.0

2.0

2.7

2.0

大項目
評価

2.0

2.0

２　利用・サービスに関すること

業務要求水準書に則した、職員配置を行った。

地域ボランティアを活用し、様々な講座を開催している。
利用者アンケートで満足度調査等を行い、事業や施設運営に反映させている。

2.0

2.0

2.0

2.0

2.3

（６）個人情報等の適切な対応（個人情報の保護及び情報公開に関す
る対応）

（５）利用者要望の把握・対応

（４）利用者対応・接遇

（３）利用者サービスの向上
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新宿区立西新宿シニア活動館 指定管理者の管理業務に係る事業評価について 

 

１ 事業評価の目的 

指定管理者が実施した令和４年度の管理業務について、協定書等に基づき適正に行われたか、また、

施設の設置目的に沿って適正に運営し、施設利用者へのサービス向上がなされたかなどの点から検証

することを目的とする。 

なお、評価は公正を期すため、第三者の目で評価を行い、評価結果は今後の管理業務に反映し、よ

り良いサービスを提供するため、指定管理者に通知する。 

２ 評価対象 

（１）施 設 名  新宿区立西新宿シニア活動館 

 （２）指定管理者  社会福祉法人奉優会 

３ 事業評価委員会の構成 

  ３名（内部委員３名） 

４ 事業評価委員会の開催内容 

 （１）開催日時 令和５年８月２日（水）午後１時１５分から３時５５分まで 

 （２）場  所 本庁舎３階 ３０２会議室 

 （３）内  容  ・事業説明 

          ・ヒアリング、質疑応答、意見交換 

 ・各委員による評価 

 ・施設所管課による各委員の評価の取りまとめ 

５ 評価結果 

評 価 項 目 評 価 

個
別
評
価 

１ 施設の運営に関すること 2.3 

２ 利用・サービスに関すること 2.3 

３ 施設・設備の管理に関すること 2.0 

４ 管理運営経費に関すること 2.0 

５ 事業に関すること 2.3 

総 合 評 価 2.3 

全 体 評 価 2 

  

※事業評価の概要は、別紙１（指定管理者事業評価概要）のとおり 
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令和4年度　指定管理者事業評価概要 別紙１

指定管理者名：社会福祉法人奉優会

評価所見

  目標とした利用率、稼働率、利用者数等を達成できたか。また、そ
れらの目標達成に向け、向上策を実行したか。

  事業計画書や職員配置計画書等に基づき、施設運営に支障のな
い勤務体制や職員配置、組織体制が構築されたか。

　業務に必要な研修（施設管理、接遇、危機管理、個人情報保護
等）が実施され、必要な知識を身に着ける努力はなされたか。

　事故等の緊急時の対応体制やマニュアルの整備、訓練はされて
いたか。緊急時に適切な対応がとられたか。

　区との連絡、調整等に関わる業務は適切に行われたか。区から
の改善指導・指示への対応はできていたか。

　適正な労働環境の確保を図っていたか。労働環境モニタリングの
指摘事項についての改善はされていたか。

　その他協定書、仕様書等に基づき、施設の運営に係る必要な措
置を講じたか。

　利用手続は適正かつ公正に行われたか。

　協定書、仕様書等の内容に沿った水準で、適切に業務・事業が行
われていたか。

　利用者の利便性を確保したか。また、利便性の向上に努めたか。

　利用者対応は良好に行われたか。利用者が気持ちよく利用でき
るような接遇ができたか。

　利用者の意見や要望を把握し、適切な対応がされていたか。

　個人情報保護を徹底していたか。また、情報公開に関する対応が
適切に行われたか。

　事業計画書等に基づいた施設・設備管理業務が適切に行われた
か。

　施設修繕や備品管理は適切に行われたか。

　省エネルギー・省資源に向けた取組がされていたか。

　適正な会計管理による収支状況であったか。

（２）目標の達成

　目標とした利用料金収入・利益率を達成できたか。

　経費節減、収入・利益率確保に向けた取組はされていたか。

　事業計画書等に基づき計画した事業を実施したか。

　施設の設置目的に照らして、効果的・効率的に事業を実施した
か。

大項目
評価

2.3

2.3

２　利用・サービスに関すること

多岐にわたる事業展開に努め、利用者の増加につなげている。
事業実施後にアンケートをとるなど利用者の声を多く集め、その結果を考慮し柔軟に
計画を変更している。

利用者満足度アンケートで昨年度より総合満足度が向上した。その他の項目でも高
評価が増加した。
苦情やご意見については毎日朝礼及び夕礼で職員で共有、確認を行っている。

2.3

2.3

2.0

2.0

2.7

（６）個人情報等の適切な対応（個人情報の保護及び情報公開に関す
る対応）

（５）利用者要望の把握・対応

（４）利用者対応・接遇

（３）利用者サービスの向上

（２）サービス水準の確保

（１）利用手続

2.0

2.3

2.0

2.3

コロナ禍であったが、参加できる地域施設や町会のイベントには積極的に参加した。
館主催の全ての事業で企画書・報告書を作成し、改善点や課題の抽出を行ってい
る。

３　施設・設備の管理に関すること

４　管理運営経費に関すること

５　事業に関すること

（３）経費節減、収入・利益率確保の努力

2.0

（１）事業実施

（２）効果的・効率的な視点

2.3

2.3
2.3

（１）適正な会計

2.3

適切な会計業務を行った。

施設名：新宿区立西新宿シニア活動館

（７）その他施設の運営

（６）適正な労働環境の確保

（５）区との連絡調整

（４）緊急時の対応

（３）職員教育

（２）職員体制

（１）利用率・稼働率

2.0

2.0

2.3

小項目
評価

１　施設の運営に関すること

評価項目

2.0

総
合
所
見

デジタルディバイドやＤＸなどのＩＣＴに関する講座に力を入れた点は評価できる。

全体評価

総合評価

2

2.3

2.0 各種点検管理、日常管理業務は、適切に行われた。

2,0

（３）省エネルギー・省資源

（２）施設修繕・備品管理

（１）施設・設備管理

2.0

2.0

2.3
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新宿区立早稲田南町地域交流館 指定管理者の管理業務に係る事業評価について 

 

１ 事業評価の目的 

指定管理者が実施した令和４年度の管理業務について、協定書等に基づき適正に行われたか、また、

施設の設置目的に沿って適正に運営し、施設利用者へのサービス向上がなされたかなどの点から検証

することを目的とする。 

なお、評価は公正を期すため、第三者の目で評価を行い、評価結果は今後の管理業務に反映し、よ

り良いサービスを提供するため、指定管理者に通知する。 

２ 評価対象 

（１）施 設 名  新宿区立早稲田南町地域交流館 

（２）指定管理者  特定非営利活動法人ワーカーズコープ（令和５年４月１日に労働者協同組合ワー

カーズコープ・センター事業団へ名称変更） 

３ 事業評価委員会の構成 

  ３名（内部委員３名） 

４ 事業評価委員会の開催内容 

 （１）開催日時 令和５年７月２０日（木）午後１時１５分から３時５５分まで 

 （２）場  所 本庁舎３階 ３０２会議室 

 （３）内  容  ・事業説明 

          ・ヒアリング、質疑応答、意見交換 

 ・各委員による評価 

 ・施設所管課による各委員の評価の取りまとめ 

５ 評価結果 

評 価 項 目 評 価 

個
別
評
価 

１ 施設の運営に関すること 2.0 

２ 利用・サービスに関すること 2.0 

３ 施設・設備の管理に関すること 2.0 

４ 管理運営経費に関すること 2.0 

５ 事業に関すること 2.0 

総 合 評 価 2.0 

全 体 評 価 2 

  

※事業評価の概要は、別紙１（指定管理者事業評価概要）のとおり 
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令和4年度　指定管理者事業評価概要 別紙１

指定管理者名：労働者協同組合ワーカーズコープ・センター事業団

評価所見

  目標とした利用率、稼働率、利用者数等を達成できたか。また、そ
れらの目標達成に向け、向上策を実行したか。

  事業計画書や職員配置計画書等に基づき、施設運営に支障のな
い勤務体制や職員配置、組織体制が構築されたか。

　業務に必要な研修（施設管理、接遇、危機管理、個人情報保護
等）が実施され、必要な知識を身に着ける努力はなされたか。

　事故等の緊急時の対応体制やマニュアルの整備、訓練はされて
いたか。緊急時に適切な対応がとられたか。

　区との連絡、調整等に関わる業務は適切に行われたか。区から
の改善指導・指示への対応はできていたか。

　適正な労働環境の確保を図っていたか。労働環境モニタリングの
指摘事項についての改善はされていたか。

　その他協定書、仕様書等に基づき、施設の運営に係る必要な措
置を講じたか。

　利用手続は適正かつ公正に行われたか。

　協定書、仕様書等の内容に沿った水準で、適切に業務・事業が行
われていたか。

　利用者の利便性を確保したか。また、利便性の向上に努めたか。

　利用者対応は良好に行われたか。利用者が気持ちよく利用でき
るような接遇ができたか。

　利用者の意見や要望を把握し、適切な対応がされていたか。

　個人情報保護を徹底していたか。また、情報公開に関する対応が
適切に行われたか。

　事業計画書等に基づいた施設・設備管理業務が適切に行われた
か。

　施設修繕や備品管理は適切に行われたか。

　省エネルギー・省資源に向けた取組がされていたか。

　適正な会計管理による収支状況であったか。

（２）目標の達成

　目標とした利用料金収入・利益率を達成できたか。

　経費節減、収入・利益率確保に向けた取組はされていたか。

　事業計画書等に基づき計画した事業を実施したか。

　施設の設置目的に照らして、効果的・効率的に事業を実施した
か。

2.0 各種点検管理、日常管理業務は、適切に行われた。

2.0

（３）省エネルギー・省資源

（２）施設修繕・備品管理

（１）施設・設備管理

2.0

2.0

2.0

総
合
所
見

利用率の向上や、アンケートで好評を得ている点が評価できる。
今後もよりよいサービスを目指して対応していただきたい。

全体評価

総合評価

2

2.0

施設名：新宿区立早稲田南町地域交流館

（７）その他施設の運営

（６）適正な労働環境の確保

（５）区との連絡調整

（４）緊急時の対応

（３）職員教育

（２）職員体制

（１）利用率・稼働率

2.0

2.3

2.0

小項目
評価

１　施設の運営に関すること

評価項目

2.0

トランプなどのカードゲームを使い多世代交流を実施している。
大学生の出演する事業も実施しており、好評を得ている。

３　施設・設備の管理に関すること

４　管理運営経費に関すること

５　事業に関すること

（３）経費節減、収入・利益率確保の努力

2.0

（１）事業実施

（２）効果的・効率的な視点

2.0

2.0
2.0

（１）適正な会計

2.0

適切な会計業務を行った。

（３）利用者サービスの向上

（２）サービス水準の確保

（１）利用手続

2.0

2.5

2.0

2.0

大項目
評価

2.0

2.0

２　利用・サービスに関すること

利用人数が令和3年度より2倍になった。リピーターの利用が多く、居心地が良いなど
の声があった。

利用者アンケートでは、職員の対応及び総合的な満足度の項目で非常に満足と満足
を合わせて９８％と高い。

2.0

2.0

2.5

2.0

2.0

（６）個人情報等の適切な対応（個人情報の保護及び情報公開に関す
る対応）

（５）利用者要望の把握・対応

（４）利用者対応・接遇
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新宿区立西早稲田地域交流館 指定管理者の管理業務に係る事業評価について 

 

１ 事業評価の目的 

指定管理者が実施した令和４年度の管理業務について、協定書等に基づき適正に行われたか、また、

施設の設置目的に沿って適正に運営し、施設利用者へのサービス向上がなされたかなどの点から検証

することを目的とする。 

なお、評価は公正を期すため、第三者による評価を行い、評価結果は今後の管理業務に反映し、よ

り良いサービスを提供するため、指定管理者に通知する。 

２ 評価対象 

（１）施 設 名  新宿区立西早稲田地域交流館 

 （２）指定管理者  特定非営利活動法人ワーカーズコープ（令和５年４月１日に労働者協同組合ワー

カーズコープ・センター事業団へ名称変更） 

３ 事業評価委員会の構成 

  ３名（外部委員２名、内部委員１名） 

４ 事業評価委員会の開催内容 

 （１）開催日時 令和５年７月７日（金）午後１時１５分から４時３０分まで 

         令和５年７月１３日（木）午後１時１５分から５時００分まで 

 （２）場  所 新宿区立西早稲田地域交流館及び本庁舎６階 第２委員会室 

 （３）内  容  

７月７日 ・施設見学 

７月１３日 

・事業説明 

・ヒアリング、質疑応答、意見交換 

・各委員による評価 

・施設所管課による各委員の評価の取りまとめ 

５ 評価結果 

評 価 項 目 評 価 

個
別
評
価 

１ 施設の運営に関すること 2.0 

２ 利用・サービスに関すること 2.0 

３ 施設・設備の管理に関すること 2.0 

４ 管理運営経費に関すること 2.0 

５ 事業に関すること 2.0 

総 合 評 価 2.0 

全 体 評 価 2 

  

※事業評価の概要は、別紙１（指定管理者事業評価概要）のとおり 
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令和4年度　指定管理者事業評価概要 別紙１

指定管理者名：労働者協同組合ワーカーズコープ・センター事業団

評価所見

  目標とした利用率、稼働率、利用者数等を達成できたか。また、そ
れらの目標達成に向け、向上策を実行したか。

  事業計画書や職員配置計画書等に基づき、施設運営に支障のな
い勤務体制や職員配置、組織体制が構築されたか。

　業務に必要な研修（施設管理、接遇、危機管理、個人情報保護
等）が実施され、必要な知識を身に着ける努力はなされたか。

　事故等の緊急時の対応体制やマニュアルの整備、訓練はされて
いたか。緊急時に適切な対応がとられたか。

　区との連絡、調整等に関わる業務は適切に行われたか。区から
の改善指導・指示への対応はできていたか。

　適正な労働環境の確保を図っていたか。労働環境モニタリングの
指摘事項についての改善はされていたか。

　その他協定書、仕様書等に基づき、施設の運営に係る必要な措
置を講じたか。

　利用手続は適正かつ公正に行われたか。

　協定書、仕様書等の内容に沿った水準で、適切に業務・事業が行
われていたか。

　利用者の利便性を確保したか。また、利便性の向上に努めたか。

　利用者対応は良好に行われたか。利用者が気持ちよく利用でき
るような接遇ができたか。

　利用者の意見や要望を把握し、適切な対応がされていたか。

　個人情報保護を徹底していたか。また、情報公開に関する対応が
適切に行われたか。

　事業計画書等に基づいた施設・設備管理業務が適切に行われた
か。

　施設修繕や備品管理は適切に行われたか。

　省エネルギー・省資源に向けた取組がされていたか。

　適正な会計管理による収支状況であったか。

　目標とした利用料金収入・利益率を達成できたか。

　経費節減、収入・利益率確保に向けた取組はされていたか。

　事業計画書等に基づき計画した事業を実施したか。

　施設の設置目的に照らして、効果的・効率的に事業を実施した
か。

適切な会計業務を行った。
法人本部経費が高額である。

（３）省エネルギー・省資源

（２）施設修繕・備品管理

（１）施設・設備管理

2.0

2.0

2.0

2.0 業務要求水準書に即した事業運営を行った。

2.0

総
合
所
見

館長の積極的な取り組みを感じた。
人員不足による労働環境については改善を要する。法人本部事務費の使い道が不明確な点は改善を要する。

全体評価

総合評価

2

2.0

施設名：新宿区立西早稲田地域交流館

（７）その他施設の運営

（６）適正な労働環境の確保

（５）区との連絡調整

（４）緊急時の対応

（３）職員教育

（２）職員体制

（１）利用率・稼働率

2.0

1.5

2.0

小項目
評価

１　施設の運営に関すること

評価項目

2.0

事業計画に即した、運営管理を行った。

３　施設・設備の管理に関すること

４　管理運営経費に関すること

５　事業に関すること

（３）経費節減、収入・利益率確保の努力

2.0

（１）事業実施

（２）効果的・効率的な視点

2.0

2.0
2.0

（１）適正な会計

（２）目標の達成

2.0

（２）サービス水準の確保

（１）利用手続

2.0

2.0

2.0

2.0

大項目
評価

2.0

2.0

２　利用・サービスに関すること

館の利用率向上のため、新しい取り組みに積極的であった。
館の利用率も41％増となった。
踊りやお花等、和室を使う団体が少なくなったこともあり、和室の利用率が伸び悩ん
でいる。
有給の取得率が低く、適切な労働環境の確保を期待する。

各種点検管理、日常管理業務は、適切に実施された。
アンケートで利用者の要望を把握し、対処した。
利用者懇談会は行ったが、地域懇談会はコロナ対策のため、自粛となった。

2.0

2.0

3.0

2.0

2.0

（６）個人情報等の適切な対応（個人情報の保護及び情報公開に関す
る対応）

（５）利用者要望の把握・対応

（４）利用者対応・接遇

（３）利用者サービスの向上
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新宿区立新宿地域交流館 指定管理者の管理業務に係る事業評価について 

 

１ 事業評価の目的 

指定管理者が実施した令和４年度の管理業務について、協定書等に基づき適正に行われたか、また、

施設の設置目的に沿って適正に運営し、施設利用者へのサービス向上がなされたかなどの点から検証

することを目的とする。 

なお、評価は公正を期すため、第三者の目で評価を行い、評価結果は今後の管理業務に反映し、よ

り良いサービスを提供するため、指定管理者に通知する。 

２ 評価対象 

（１）施 設 名  新宿区立新宿地域交流館 

 （２）指定管理者  生活協同組合・東京高齢協 

３ 事業評価委員会の構成 

  ３名（内部委員３名） 

４ 事業評価委員会の開催内容 

 （１）開催日時 令和５年７月２６日（水）午後１時１５分から３時５５分まで 

 （２）場  所 本庁舎３階 ３０２会議室 

 （３）内  容  ・事業説明 

          ・ヒアリング、質疑応答、意見交換 

 ・各委員による評価 

 ・施設所管課による各委員の評価の取りまとめ 

５ 評価結果 

評 価 項 目 評 価 

個
別
評
価 

１ 施設の運営に関すること 2.0 

２ 利用・サービスに関すること 2.5 

３ 施設・設備の管理に関すること 2.0 

４ 管理運営経費に関すること 2.0 

５ 事業に関すること 2.0 

総 合 評 価 2.0 

全 体 評 価 2 

  

※事業評価の概要は、別紙１（指定管理者事業評価概要）のとおり 
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令和4年度　指定管理者事業評価概要 別紙１

指定管理者名：生活協同組合・東京高齢協

評価所見

  目標とした利用率、稼働率、利用者数等を達成できたか。また、そ
れらの目標達成に向け、向上策を実行したか。

  事業計画書や職員配置計画書等に基づき、施設運営に支障のな
い勤務体制や職員配置、組織体制が構築されたか。

　業務に必要な研修（施設管理、接遇、危機管理、個人情報保護
等）が実施され、必要な知識を身に着ける努力はなされたか。

　事故等の緊急時の対応体制やマニュアルの整備、訓練はされて
いたか。緊急時に適切な対応がとられたか。

　区との連絡、調整等に関わる業務は適切に行われたか。区から
の改善指導・指示への対応はできていたか。

　適正な労働環境の確保を図っていたか。労働環境モニタリングの
指摘事項についての改善はされていたか。

　その他協定書、仕様書等に基づき、施設の運営に係る必要な措
置を講じたか。

　利用手続は適正かつ公正に行われたか。

　協定書、仕様書等の内容に沿った水準で、適切に業務・事業が行
われていたか。

　利用者の利便性を確保したか。また、利便性の向上に努めたか。

　利用者対応は良好に行われたか。利用者が気持ちよく利用でき
るような接遇ができたか。

　利用者の意見や要望を把握し、適切な対応がされていたか。

　個人情報保護を徹底していたか。また、情報公開に関する対応が
適切に行われたか。

　事業計画書等に基づいた施設・設備管理業務が適切に行われた
か。

　施設修繕や備品管理は適切に行われたか。

　省エネルギー・省資源に向けた取組がされていたか。

　適正な会計管理による収支状況であったか。

（２）目標の達成

　目標とした利用料金収入・利益率を達成できたか。

　経費節減、収入・利益率確保に向けた取組はされていたか。

　事業計画書等に基づき計画した事業を実施したか。

　施設の設置目的に照らして、効果的・効率的に事業を実施した
か。

2.0
各種点検管理、日常管理業務は、適切に行われた。
併設のこども園と合同避難訓練を行っている。

2.0

（３）省エネルギー・省資源

（２）施設修繕・備品管理

（１）施設・設備管理

2.0

2.0

2.0

総
合
所
見

新規の団体が増えている点は評価できる。
今後も利用者のニーズの把握に努めていただきたい。

全体評価

総合評価

2

2.0

施設名：新宿区立新宿地域交流館

（７）その他施設の運営

（６）適正な労働環境の確保

（５）区との連絡調整

（４）緊急時の対応

（３）職員教育

（２）職員体制

（１）利用率・稼働率

2.0

2.0

2.0

小項目
評価

１　施設の運営に関すること

評価項目

2.0

カラオケの利用者が多いため、大会を行ったところ好評であった。
他館と連携し、新たな事業の取り組みの情報収集を行っている。

３　施設・設備の管理に関すること

４　管理運営経費に関すること

５　事業に関すること

（３）経費節減、収入・利益率確保の努力

2.0

（１）事業実施

（２）効果的・効率的な視点

2.0

2.0
2.0

（１）適正な会計

2.0

適切な会計業務を行った。

（３）利用者サービスの向上

（２）サービス水準の確保

（１）利用手続

2.0

2.5

2.5

2.0

大項目
評価

2.0

2.5

２　利用・サービスに関すること

大広間の稼働率の向上を目指し、夜間以外は高い利用率となっている。
有給休暇の取得の促進に努めている。

コロナ禍でも利用者が安心して事業に参加できるように配慮し、利用者増へつなげて
いる。
新規利用者にもアンケートを実施するなど利用者のニーズの把握に努めている。

2.5

2.0

3.0

2.0

2.5

（６）個人情報等の適切な対応（個人情報の保護及び情報公開に関す
る対応）

（５）利用者要望の把握・対応

（４）利用者対応・接遇
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新宿区立山吹町地域交流館 指定管理者の管理業務に係る事業評価について 

 

１ 事業評価の目的 

指定管理者が実施した令和４年度の管理業務について、協定書等に基づき適正に行われたか、また、

施設の設置目的に沿って適正に運営し、施設利用者へのサービス向上がなされたかなどの点から検証

することを目的とする。 

なお、評価は公正を期すため、第三者の目で評価を行い、評価結果は今後の管理業務に反映し、よ

り良いサービスを提供するため、指定管理者に通知する。 

２ 評価対象 

（１）施 設 名  新宿区立山吹町地域交流館 

 （２）指定管理者  生活協同組合・東京高齢協 

３ 事業評価委員会の構成 

  ３名（内部委員３名） 

４ 事業評価委員会の開催内容 

 （１）開催日時 令和５年７月２６日（水）午後１時１５分から３時５５分まで 

 （２）場  所 本庁舎３階 ３０２会議室 

 （３）内  容  ・事業説明 

          ・ヒアリング、質疑応答、意見交換 

 ・各委員による評価 

 ・施設所管課による各委員の評価の取りまとめ 

５ 評価結果 

評 価 項 目 評 価 

個
別
評
価 

１ 施設の運営に関すること 2.0 

２ 利用・サービスに関すること 2.7 

３ 施設・設備の管理に関すること 2.0 

４ 管理運営経費に関すること 2.0 

５ 事業に関すること 2.7 

総 合 評 価 2.7 

全 体 評 価 3 

  

※事業評価の概要は、別紙１（指定管理者事業評価概要）のとおり 
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令和4年度　指定管理者事業評価概要 別紙１

指定管理者名：生活協同組合・東京高齢協

評価所見

  目標とした利用率、稼働率、利用者数等を達成できたか。また、そ
れらの目標達成に向け、向上策を実行したか。

  事業計画書や職員配置計画書等に基づき、施設運営に支障のな
い勤務体制や職員配置、組織体制が構築されたか。

　業務に必要な研修（施設管理、接遇、危機管理、個人情報保護
等）が実施され、必要な知識を身に着ける努力はなされたか。

　事故等の緊急時の対応体制やマニュアルの整備、訓練はされて
いたか。緊急時に適切な対応がとられたか。

　区との連絡、調整等に関わる業務は適切に行われたか。区から
の改善指導・指示への対応はできていたか。

　適正な労働環境の確保を図っていたか。労働環境モニタリングの
指摘事項についての改善はされていたか。

　その他協定書、仕様書等に基づき、施設の運営に係る必要な措
置を講じたか。

　利用手続は適正かつ公正に行われたか。

　協定書、仕様書等の内容に沿った水準で、適切に業務・事業が行
われていたか。

　利用者の利便性を確保したか。また、利便性の向上に努めたか。

　利用者対応は良好に行われたか。利用者が気持ちよく利用でき
るような接遇ができたか。

　利用者の意見や要望を把握し、適切な対応がされていたか。

　個人情報保護を徹底していたか。また、情報公開に関する対応が
適切に行われたか。

　事業計画書等に基づいた施設・設備管理業務が適切に行われた
か。

　施設修繕や備品管理は適切に行われたか。

　省エネルギー・省資源に向けた取組がされていたか。

　適正な会計管理による収支状況であったか。

（２）目標の達成

　目標とした利用料金収入・利益率を達成できたか。

　経費節減、収入・利益率確保に向けた取組はされていたか。

　事業計画書等に基づき計画した事業を実施したか。

　施設の設置目的に照らして、効果的・効率的に事業を実施した
か。

大項目
評価

2.0

2.7

２　利用・サービスに関すること

部屋の有効活用のために、各団体と話し合いをして使用する部屋の変更をおこなっ
た。
目標以上に利用者を増やした点は評価できる。
利用者数の増に伴い、利用率、稼働率が増加している。

利用者アンケートや利用者懇談会の意見をもとに、事業を再開したり、新規事業を
行ったりするなど、利用者の満足度向上につなげた。
研修の内容を日々のサービス向上へつなげている。

2.3

2.0

2.7

2.0

2.7

（６）個人情報等の適切な対応（個人情報の保護及び情報公開に関す
る対応）

（５）利用者要望の把握・対応

（４）利用者対応・接遇

（３）利用者サービスの向上

（２）サービス水準の確保

（１）利用手続

2.0

2.3

2.7

2.0

試験的に新たな事業を実施した「テーブルゲーム体験会」や「大正琴教室」などは関
心が高く、継続的に行うなど、効果的に事業をおこなっている。

３　施設・設備の管理に関すること

４　管理運営経費に関すること

５　事業に関すること

（３）経費節減、収入・利益率確保の努力

2.0

（１）事業実施

（２）効果的・効率的な視点

2.3

2.7
2.7

（１）適正な会計

2.0

適切な会計業務を行った。

施設名：新宿区立山吹町地域交流館

（７）その他施設の運営

（６）適正な労働環境の確保

（５）区との連絡調整

（４）緊急時の対応

（３）職員教育

（２）職員体制

（１）利用率・稼働率

2.0

2.0

2.0

小項目
評価

１　施設の運営に関すること

評価項目

2.0

総
合
所
見

地域の保育園や学生などとの多世代交流に力を入れている点は評価できる。
利用者のニーズから事業の継続や新規事業開拓をしている点は今後も続けていただきたい。

全体評価

総合評価

3

2.7

2.0 各種点検管理、日常管理業務は、適切に行われた。

2.0

（３）省エネルギー・省資源

（２）施設修繕・備品管理

（１）施設・設備管理

2.3

2.0

2.0
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新宿区立上落合地域交流館 指定管理者の管理業務に係る事業評価について 

 

１ 事業評価の目的 

指定管理者が実施した令和４年度の管理業務について、協定書等に基づき適正に行われたか、また、施設

の設置目的に沿って適正に運営し、施設利用者へのサービス向上がなされたかなどの点から検証することを

目的とする。 

なお、評価は公正を期すため、第三者の目で評価を行い、評価結果は今後の管理業務に反映し、より良い

サービスを提供するため、指定管理者に通知する。 

２ 評価対象 

（１）施 設 名  新宿区立上落合地域交流館 

 （２）指定管理者  生活協同組合・東京高齢協 

３ 事業評価委員会の構成 

  ３名（内部委員３名） 

４ 事業評価委員会の開催内容 

 （１）開催日時 令和５年７月２６日（水）午後１時１５分から３時５５分まで 

 （２）場  所 本庁舎３階 ３０２会議室 

 （３）内  容 ・事業説明 

         ・ヒアリング、質疑応答、意見交換 

・各委員による評価 

・施設所管課による各委員の評価の取りまとめ 

５ 評価結果 

評 価 項 目 評 価 

個
別
評
価 

１ 施設の運営に関すること 2.0 

２ 利用・サービスに関すること 2.0 

３ 施設・設備の管理に関すること 2.0 

４ 管理運営経費に関すること 2.0 

５ 事業に関すること 2.3 

総 合 評 価 2.3 

全 体 評 価 2 

  

※事業評価の概要は、別紙１（指定管理者事業評価概要）のとおり  
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令和4年度　指定管理者事業評価概要 別紙１

指定管理者名：生活協同組合・東京高齢協

評価所見

  目標とした利用率、稼働率、利用者数等を達成できたか。また、そ
れらの目標達成に向け、向上策を実行したか。

  事業計画書や職員配置計画書等に基づき、施設運営に支障のな
い勤務体制や職員配置、組織体制が構築されたか。

　業務に必要な研修（施設管理、接遇、危機管理、個人情報保護
等）が実施され、必要な知識を身に着ける努力はなされたか。

　事故等の緊急時の対応体制やマニュアルの整備、訓練はされて
いたか。緊急時に適切な対応がとられたか。

　区との連絡、調整等に関わる業務は適切に行われたか。区から
の改善指導・指示への対応はできていたか。

　適正な労働環境の確保を図っていたか。労働環境モニタリングの
指摘事項についての改善はされていたか。

　その他協定書、仕様書等に基づき、施設の運営に係る必要な措
置を講じたか。

　利用手続は適正かつ公正に行われたか。

　協定書、仕様書等の内容に沿った水準で、適切に業務・事業が行
われていたか。

　利用者の利便性を確保したか。また、利便性の向上に努めたか。

　利用者対応は良好に行われたか。利用者が気持ちよく利用でき
るような接遇ができたか。

　利用者の意見や要望を把握し、適切な対応がされていたか。

　個人情報保護を徹底していたか。また、情報公開に関する対応が
適切に行われたか。

　事業計画書等に基づいた施設・設備管理業務が適切に行われた
か。

　施設修繕や備品管理は適切に行われたか。

　省エネルギー・省資源に向けた取組がされていたか。

　適正な会計管理による収支状況であったか。

（２）目標の達成

　目標とした利用料金収入・利益率を達成できたか。

　経費節減、収入・利益率確保に向けた取組はされていたか。

　事業計画書等に基づき計画した事業を実施したか。

　施設の設置目的に照らして、効果的・効率的に事業を実施した
か。

2.0 各種点検管理、日常管理業務は、適切に行われた。

2.0

（３）省エネルギー・省資源

（２）施設修繕・備品管理

（１）施設・設備管理

2.0

2.0

2.0

総
合
所
見

スマホ教室などＩＣＴの事業に力を入れている点は評価できる。

全体評価

総合評価

2

2.3

施設名：新宿区立上落合地域交流館

（７）その他施設の運営

（６）適正な労働環境の確保

（５）区との連絡調整

（４）緊急時の対応

（３）職員教育

（２）職員体制

（１）利用率・稼働率

2.0

2.0

2.0

小項目
評価

１　施設の運営に関すること

評価項目

2.0

前年度の利用者アンケートから希望があがった事業を今年度から行った。人気のあ
る折り紙の講座について、短時間でできる簡単折り紙という事業を行った。

３　施設・設備の管理に関すること

４　管理運営経費に関すること

５　事業に関すること

（３）経費節減、収入・利益率確保の努力

2.0

（１）事業実施

（２）効果的・効率的な視点

2.0

2.3
2.3

（１）適正な会計

2.0

適切な会計業務を行った。

（３）利用者サービスの向上

（２）サービス水準の確保

（１）利用手続

2.0

2.7

2.3

2.0

大項目
評価

2.0

2.0

２　利用・サービスに関すること

研修内容を共有して業務に反映している。
目標の利用率に達していない点は今後の取り組みに期待する。

スマホ講習会では、事前にアンケートをとり参加者からの声をもとにテキストを作成す
る等、細かな対応をしている。
利用者アンケートをもとに独自のテキストを作成し、満足度の向上に努めている。

2.3

2.0

2.0

2.0

2.0

（６）個人情報等の適切な対応（個人情報の保護及び情報公開に関す
る対応）

（５）利用者要望の把握・対応

（４）利用者対応・接遇
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新宿区立北新宿地域交流館 指定管理者の管理業務に係る事業評価について 

 

１ 事業評価の目的 

指定管理者が実施した令和４年度の管理業務について、協定書等に基づき適正に行われたか、また、

施設の設置目的に沿って適正に運営し、施設利用者へのサービス向上がなされたかなどの点から検証

することを目的とする。 

なお、評価は公正を期すため、第三者による評価を行い、評価結果は今後の管理業務に反映し、よ

り良いサービスを提供するため、指定管理者に通知する。 

２ 評価対象 

（１）施 設 名  新宿区立北新宿地域交流館  

 （２）指定管理者  株式会社ポピンズエデュケア 

３ 事業評価委員会の構成 

  ３名（内部委員３名） 

４ 事業評価委員会の開催内容 

 （１）開催日時 令和５年７月２６日（水）午後１時１５分から３時５５分まで 

 （２）場  所 本庁舎３階 ３０２会議室 

 （３）内  容  ・事業説明 

          ・ヒアリング、質疑応答、意見交換 

 ・各委員による評価 

 ・施設所管課による各委員の評価の取りまとめ 

５ 評価結果 

評 価 項 目 評 価 

個
別
評
価 

１ 施設の運営に関すること 2.0 

２ 利用・サービスに関すること 3.0 

３ 施設・設備の管理に関すること 2.0 

４ 管理運営経費に関すること 2.3 

５ 事業に関すること 2.3 

総 合 評 価 2.7 

全 体 評 価 3 

  

※事業評価の概要は、別紙１（指定管理者事業評価概要）のとおり 
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令和4年度　指定管理者事業評価概要 別紙１

指定管理者名：株式会社ポピンズエデュケア

評価所見

  目標とした利用率、稼働率、利用者数等を達成できたか。また、そ
れらの目標達成に向け、向上策を実行したか。

  事業計画書や職員配置計画書等に基づき、施設運営に支障のな
い勤務体制や職員配置、組織体制が構築されたか。

　業務に必要な研修（施設管理、接遇、危機管理、個人情報保護
等）が実施され、必要な知識を身に着ける努力はなされたか。

　事故等の緊急時の対応体制やマニュアルの整備、訓練はされて
いたか。緊急時に適切な対応がとられたか。

　区との連絡、調整等に関わる業務は適切に行われたか。区から
の改善指導・指示への対応はできていたか。

　適正な労働環境の確保を図っていたか。労働環境モニタリングの
指摘事項についての改善はされていたか。

　その他協定書、仕様書等に基づき、施設の運営に係る必要な措
置を講じたか。

　利用手続は適正かつ公正に行われたか。

　協定書、仕様書等の内容に沿った水準で、適切に業務・事業が行
われていたか。

　利用者の利便性を確保したか。また、利便性の向上に努めたか。

　利用者対応は良好に行われたか。利用者が気持ちよく利用でき
るような接遇ができたか。

　利用者の意見や要望を把握し、適切な対応がされていたか。

　個人情報保護を徹底していたか。また、情報公開に関する対応が
適切に行われたか。

　事業計画書等に基づいた施設・設備管理業務が適切に行われた
か。

　施設修繕や備品管理は適切に行われたか。

　省エネルギー・省資源に向けた取組がされていたか。

　適正な会計管理による収支状況であったか。

（２）目標の達成

　目標とした利用料金収入・利益率を達成できたか。

　経費節減、収入・利益率確保に向けた取組はされていたか。

　事業計画書等に基づき計画した事業を実施したか。

　施設の設置目的に照らして、効果的・効率的に事業を実施した
か。

大項目
評価

2.0

3.0

２　利用・サービスに関すること

利用者のニーズを把握して利用者数の増につなげている。
利用率を大きく増やした点は大変評価できる。
有給消化率は高くなかったが、他館からの職員の引継が原因であり、有給がとりやす
い環境にはなっている。

事業内容の見直しや男性が好みそうなものを取り入れることで男性の利用率をあげ
ている。
サービス向上のため、職員の共有ノートで毎日の振り返りを実施している。

2.0

2.0

2.7

2.0

3.0

（６）個人情報等の適切な対応（個人情報の保護及び情報公開に関す
る対応）

（５）利用者要望の把握・対応

（４）利用者対応・接遇

（３）利用者サービスの向上

（２）サービス水準の確保

（１）利用手続

2.0

3.0

3.0

2.0

バースデーカードの送付やスタンプカードを実施など工夫を凝らして、利用者の再来
館へとつなげている。

３　施設・設備の管理に関すること

４　管理運営経費に関すること

５　事業に関すること

（３）経費節減、収入・利益率確保の努力

2.3

（１）事業実施

（２）効果的・効率的な視点

2.3

2.0
2.3

（１）適正な会計

2.3

適切な会計業務を行った。

施設名：新宿区立北新宿地域交流館

（７）その他施設の運営

（６）適正な労働環境の確保

（５）区との連絡調整

（４）緊急時の対応

（３）職員教育

（２）職員体制

（１）利用率・稼働率

2.0

2.0

2.0

小項目
評価

１　施設の運営に関すること

評価項目

2.0

総
合
所
見

男性の利用者を増やす取り組みに力を入れている点は評価できる。
カードの送付など、高齢者が喜ぶ取り組みを行っている点は評価できる。

全体評価

総合評価

3

2.7

2.0 各種点検管理、日常管理業務は、適切に行われた。

2.0

（３）省エネルギー・省資源

（２）施設修繕・備品管理

（１）施設・設備管理

2.0

2.0

2.0
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新宿区立下落合地域交流館 指定管理者の管理業務に係る事業評価について 

 

１ 事業評価の目的 

指定管理者が実施した令和４年度の管理業務について、協定書等に基づき適正に行われたか、また、

施設の設置目的に沿って適正に運営し、施設利用者へのサービス向上がなされたかなどの点から検証

することを目的とする。 

なお、評価は公正を期すため、第三者による評価を行い、評価結果は今後の管理業務に反映し、よ

り良いサービスを提供するため、指定管理者に通知する。 

２ 評価対象 

（１）施 設 名  新宿区立下落合地域交流館 

 （２）指定管理者  特定非営利活動法人ワーカーズコープ（令和５年４月１日に労働者協同組合ワー

カーズコープ・センター事業団へ名称変更） 

３ 事業評価委員会の構成 

  ３名（内部委員３名） 

４ 事業評価委員会の開催内容 

 （１）開催日時 令和５年７月２０日（木）午後１時１５分から３時５５分まで 

 （２）場  所 本庁舎３階 ３０２会議室 

 （３）内  容  ・事業説明 

          ・ヒアリング、質疑応答、意見交換 

 ・各委員による評価 

 ・施設所管課による各委員の評価の取りまとめ 

５ 評価結果 

評 価 項 目 評 価 

個
別
評
価 

１ 施設の運営に関すること 2.0 

２ 利用・サービスに関すること 2.0 

３ 施設・設備の管理に関すること 2.0 

４ 管理運営経費に関すること 2.0 

５ 事業に関すること 2.0 

総 合 評 価 2.0 

全 体 評 価 2 

  

※事業評価の概要は、別紙１（指定管理者事業評価概要）のとおり 

６ 労働環境モニタリング実施結果 

令和４年度における労働環境モニタリング実施結果の概要は別添資料のとおり 
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令和4年度　指定管理者事業評価概要 別紙１

指定管理者名：労働者協同組合ワーカーズコープ・センター事業団

評価所見

  目標とした利用率、稼働率、利用者数等を達成できたか。また、そ
れらの目標達成に向け、向上策を実行したか。

  事業計画書や職員配置計画書等に基づき、施設運営に支障のな
い勤務体制や職員配置、組織体制が構築されたか。

　業務に必要な研修（施設管理、接遇、危機管理、個人情報保護
等）が実施され、必要な知識を身に着ける努力はなされたか。

　事故等の緊急時の対応体制やマニュアルの整備、訓練はされて
いたか。緊急時に適切な対応がとられたか。

　区との連絡、調整等に関わる業務は適切に行われたか。区から
の改善指導・指示への対応はできていたか。

　適正な労働環境の確保を図っていたか。労働環境モニタリングの
指摘事項についての改善はされていたか。

　その他協定書、仕様書等に基づき、施設の運営に係る必要な措
置を講じたか。

　利用手続は適正かつ公正に行われたか。

　協定書、仕様書等の内容に沿った水準で、適切に業務・事業が行
われていたか。

　利用者の利便性を確保したか。また、利便性の向上に努めたか。

　利用者対応は良好に行われたか。利用者が気持ちよく利用でき
るような接遇ができたか。

　利用者の意見や要望を把握し、適切な対応がされていたか。

　個人情報保護を徹底していたか。また、情報公開に関する対応が
適切に行われたか。

　事業計画書等に基づいた施設・設備管理業務が適切に行われた
か。

　施設修繕や備品管理は適切に行われたか。

　省エネルギー・省資源に向けた取組がされていたか。

　適正な会計管理による収支状況であったか。

（２）目標の達成

　目標とした利用料金収入・利益率を達成できたか。

　経費節減、収入・利益率確保に向けた取組はされていたか。

　事業計画書等に基づき計画した事業を実施したか。

　施設の設置目的に照らして、効果的・効率的に事業を実施した
か。

2.0 各種点検管理、日常管理業務は、適切に行われた。

2.0

（３）省エネルギー・省資源

（２）施設修繕・備品管理

（１）施設・設備管理

2.0

2.0

2.0

総
合
所
見

フレイルを意識して、体育系の講座に力を入れていた点は評価できる。

全体評価

総合評価

2

2.0

施設名：新宿区立下落合地域交流館

（７）その他施設の運営

（６）適正な労働環境の確保

（５）区との連絡調整

（４）緊急時の対応

（３）職員教育

（２）職員体制

（１）利用率・稼働率

2.0

2.0

2.0

小項目
評価

１　施設の運営に関すること

評価項目

2.0

利用者に人気のある体操事業は内容別に6事業展開し、体力や趣味で選べるように
していた。

３　施設・設備の管理に関すること

４　管理運営経費に関すること

５　事業に関すること

（３）経費節減、収入・利益率確保の努力

2.0

（１）事業実施

（２）効果的・効率的な視点

2.0

2.0
2.0

（１）適正な会計

2.0

適切な会計業務を行った。

（２）サービス水準の確保

（１）利用手続

2.0

2.0

2.0

2.0

大項目
評価

2.0

2.0

２　利用・サービスに関すること

有給取得率が高く、適正な労働環境が確保されていた。

利用者アンケート・利用者懇談会等で広く意見や要望を聞き、施設の運営に生かし
た。
個人利用者への声掛けをして、利用を促した。

2.0

2.0

2.0

2.0

2.3

（６）個人情報等の適切な対応（個人情報の保護及び情報公開に関す
る対応）

（５）利用者要望の把握・対応

（４）利用者対応・接遇

（３）利用者サービスの向上
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別添資料 

 

 

令和４年度 労働環境モニタリングの実施結果について 

 

１ 目的 

指定管理者制度導入施設において、その業務が適正な労働環境の下に行われることにより、

従事者一人ひとりがその能力を最大限に発揮し、公共サービスの質の向上が図られることにつ

いて、区、事業者、従事者が共通認識を持つとともに、必要に応じて事業者に改善を促すため

に、労働環境のモニタリング調査を行った。 

 

２ 調査対象 

（１）施 設 名  新宿区立下落合地域交流館 

 （２）指定管理者  特定非営利活動法人ワーカーズコープ 

 

３ 調査期間 

（１）書類確認～現地調査ヒアリング 

令和４年７月５日（火）～令和４年９月１６日（金） 

（２）評価結果表作成～改善提案～報告書提出 

令和４年１０月３日（月）～令和４年１２月２８日（水） 

 

４ 調査等の方法 

社会保険労務士に委託して、以下の（１）～（３）の調査及び（４）の助言を行った。（４）

に基づき、社会保険労務士とともに（５）のフォローアップを行った。 

（１）書類確認・事前質問シート 

就業規則、賃金規程、賃金控除に関する協定書等労働者代表との各種協定の内容などに

より、基本的な勤務条件を確認した。 

その上で、労働者名簿等法律で整備が義務付けられている個々の労働者に係る帳簿や社

会保険加入手続書類等を確認し、必要な手続が適切になされているか、必要書類が適切に

整備されているかなどを確認した。 

 さらに、出勤状況や賃金支払状況を確認し、賃金計算、支払が適正に行われているか確

認した。 

（２）団体管理部門ヒアリング 

団体管理部門への面接を行った。 

（３）現地調査 

施設長・従業員への面接及び職場環境の整備状況の確認を行った。 

（４）調査結果のまとめと改善案の提示 

上記（１）～（３）の調査結果を各事業者に伝え、必要があればその改善方法の助言を行

った。 

（５）フォローアップ 

改善案に基づく改善計画について、事業者が改善に着手したことを確認した。 
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５ モニタリングの視点 

（１）労働条件に関する事項 

就業規則が適正に作成され、労働者に周知されているか。労働条件は労働者に明示され

ているか。労働時間が適正に管理されているか。休暇、休日・休憩時間、年次有給休暇が適

正に付与されているか。時間外・休日労働が３６協定の範囲内で対応されているか。業務

災害への対策が適正に行われているか。法定帳簿（労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等）及び

その他労働関係に関する書類が適正に整備・保存されているか。賃金の計算・支払が適正

に行われているか。 

（２）安全衛生に関する事項 

安全衛生管理体制が適正に整備されているか。健康診断・ストレスチェックが適正に実

施されているか。衛生管理者等に安全・衛生（メンタルヘルスケア）教育が行われている

か。受動喫煙対策が行われているか。 

（３）社会保険に関する事項 

労働保険・社会保険の加入手続及び申告が適正に行われているか。 

（４）下請先への要請 

   再委託先と適正な金額で契約されているか。再委託先の労働者に労働報酬下限額以上の

報酬が支払われるよう、再委託先に要請等が行われているか。  

（５）労働環境を更に向上させる取組 

休暇取得促進、育児・介護休暇、勤務時間短縮制度等の措置が講じられているか。ハラス

メントを予防し、働く意欲を向上させる取組が行われているか。  

 

６ 主な指摘事項及び改善内容の概要 

主な指摘事項 改善内容 

（1）労働条件に関する事項 

・絶対的記載事項である昇給について、常勤

者には記載がなかった。 

・割増賃金の算定における月間労働時間の算

出方法が不明確であった。 

（2）安全衛生に関する事項 

・健康診断の結果が就業規則と同じキャビネ

ットに保管され、容易に閲覧可能な状態であ

った。 

（5）労働環境を更に向上させる取組 

・障害者雇用率が 2.17％となっており、法定

雇用率に達していなかった。計画的な取組

を行うこと。 

 

 

 

 

・記載した。 

 

・給与規定（報酬規程）第 9 条に記載した。 

 

 

・就業規則と違うキャビネットに保管し、キ

ャビネットは常に施錠した。鍵は館長が保管

している。 

 

・障害者雇用率向上のため以下の項目に取組

む。 

 1 障害者雇用に関する法人内の啓発活動を

継続、実施する 

 2 雇用している労働者全員に対して申告を

呼びかける 

3 ハローワークや協同組合に特化した求人

媒体など障害者募集の求人をかける。 
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新宿区立百人町地域交流館 指定管理者の管理業務に係る事業評価について 

 

１ 事業評価の目的 

指定管理者が実施した令和４年度の管理業務について、協定書等に基づき適正に行われたか、また、

施設の設置目的に沿って適正に運営し、施設利用者へのサービス向上がなされたかなどの点から検証

することを目的とする。 

なお、評価は公正を期すため、第三者による評価を行い、評価結果は今後の管理業務に反映し、よ

り良いサービスを提供するため、指定管理者に通知する。 

２ 評価対象 

（１）施 設 名  新宿区立百人町地域交流館  

（２）指定管理者  株式会社ポピンズエデュケア 

３ 事業評価委員会の構成 

  ３名（内部委員３名） 

４ 事業評価委員会の開催内容 

 （１）開催日時 令和５年７月２６日（水）午後１時１５分から３時５５分まで 

 （２）場  所 本庁舎３階 ３０２会議室 

 （３）内  容  ・事業説明 

          ・ヒアリング、質疑応答、意見交換 

 ・各委員による評価 

 ・施設所管課による各委員の評価の取りまとめ 

５ 評価結果 

評 価 項 目 評 価 

個
別
評
価 

１ 施設の運営に関すること 2.0 

２ 利用・サービスに関すること 2.7 

３ 施設・設備の管理に関すること 2.0 

４ 管理運営経費に関すること 2.0 

５ 事業に関すること 2.0 

総 合 評 価 2.0 

全 体 評 価 2 

  

※事業評価の概要は、別紙１（指定管理者事業評価概要）のとおり 

 

49



令和4年度　指定管理者事業評価概要 別紙１

指定管理者名：株式会社ポピンズエデュケア

評価所見

  目標とした利用率、稼働率、利用者数等を達成できたか。また、そ
れらの目標達成に向け、向上策を実行したか。

  事業計画書や職員配置計画書等に基づき、施設運営に支障のな
い勤務体制や職員配置、組織体制が構築されたか。

　業務に必要な研修（施設管理、接遇、危機管理、個人情報保護
等）が実施され、必要な知識を身に着ける努力はなされたか。

　事故等の緊急時の対応体制やマニュアルの整備、訓練はされて
いたか。緊急時に適切な対応がとられたか。

　区との連絡、調整等に関わる業務は適切に行われたか。区から
の改善指導・指示への対応はできていたか。

　適正な労働環境の確保を図っていたか。労働環境モニタリングの
指摘事項についての改善はされていたか。

　その他協定書、仕様書等に基づき、施設の運営に係る必要な措
置を講じたか。

　利用手続は適正かつ公正に行われたか。

　協定書、仕様書等の内容に沿った水準で、適切に業務・事業が行
われていたか。

　利用者の利便性を確保したか。また、利便性の向上に努めたか。

　利用者対応は良好に行われたか。利用者が気持ちよく利用でき
るような接遇ができたか。

　利用者の意見や要望を把握し、適切な対応がされていたか。

　個人情報保護を徹底していたか。また、情報公開に関する対応が
適切に行われたか。

　事業計画書等に基づいた施設・設備管理業務が適切に行われた
か。

　施設修繕や備品管理は適切に行われたか。

　省エネルギー・省資源に向けた取組がされていたか。

　適正な会計管理による収支状況であったか。

（２）目標の達成

　目標とした利用料金収入・利益率を達成できたか。

　経費節減、収入・利益率確保に向けた取組はされていたか。

　事業計画書等に基づき計画した事業を実施したか。

　施設の設置目的に照らして、効果的・効率的に事業を実施した
か。

2.0 各種点検管理、日常管理業務は、適切に行われた。

2.0

（３）省エネルギー・省資源

（２）施設修繕・備品管理

（１）施設・設備管理

2.0

2.0

2.0

総
合
所
見

利用者に声掛けをして団体を立ち上げるよう工夫している点は評価できる。
多彩な講座が利用者の満足につながっている。

全体評価

総合評価

2

2.0

施設名：新宿区立百人町地域交流館

（７）その他施設の運営

（６）適正な労働環境の確保

（５）区との連絡調整

（４）緊急時の対応

（３）職員教育

（２）職員体制

（１）利用率・稼働率

2.0

2.0

2.0

小項目
評価

１　施設の運営に関すること

評価項目

2.0

多世代交流事業を秋以降に行った。参加者が想定より多く、今後も多世代での季節
行事を行っていきたい。

３　施設・設備の管理に関すること

４　管理運営経費に関すること

５　事業に関すること

（３）経費節減、収入・利益率確保の努力

2.0

（１）事業実施

（２）効果的・効率的な視点

2.0

2.3
2.0

（１）適正な会計

2.0

適切な会計業務を行った。

（２）サービス水準の確保

（１）利用手続

2.0

2.7

2.7

2.0

大項目
評価

2.0

2.7

２　利用・サービスに関すること

児童館などとの災害時訓練を頻繁に行っている。

職員が講座を担当することで多様な講座を実施している。
男性の参加率向上のため、麻雀やカラオケ講座を積極的に実施した。
利用者とのコミュニケーションを大切にし、受付の際の笑顔を徹底している。

2.0

2.0

2.0

2.0

2.3

（６）個人情報等の適切な対応（個人情報の保護及び情報公開に関す
る対応）

（５）利用者要望の把握・対応

（４）利用者対応・接遇

（３）利用者サービスの向上
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新宿区立東五軒町地域交流館 指定管理者の管理業務に係る事業評価について 

 

１ 事業評価の目的 

指定管理者が実施した令和４年度の管理業務について、協定書等に基づき適正に行われたか、また、

施設の設置目的に沿って適正に運営し、施設利用者へのサービス向上がなされたかなどの点から検証

することを目的とする。 

なお、評価は公正を期すため、第三者の目で評価を行い、評価結果は今後の管理業務に反映し、よ

り良いサービスを提供するため、指定管理者に通知する。 

２ 評価対象 

（１）施 設 名  新宿区立東五軒町地域交流館 

 （２）指定管理者  株式会社ニチイ学館（令和５年４月１日からは株式会社ポピンズエデュケア） 

３ 事業評価委員会の構成 

  ３名（内部委員３名） 

４ 事業評価委員会の開催内容 

 （１）開催日時 令和５年８月２日（水）午後１時１５分から３時５５分まで 

 （２）場  所 本庁舎３階 ３０２会議室 

 （３）内  容  ・事業説明 

          ・ヒアリング、質疑応答、意見交換 

 ・各委員による評価 

 ・施設所管課による各委員の評価の取りまとめ 

５ 評価結果 

評 価 項 目 評 価 

個
別
評
価 

１ 施設の運営に関すること 2.0 

２ 利用・サービスに関すること 2.0 

３ 施設・設備の管理に関すること 2.0 

４ 管理運営経費に関すること 2.0 

５ 事業に関すること 2.0 

総 合 評 価 2.0 

全 体 評 価 2 

  

※事業評価の概要は、別紙１（指定管理者事業評価概要）のとおり 
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令和4年度　指定管理者事業評価概要 別紙１

指定管理者名：株式会社ニチイ学館

評価所見

  目標とした利用率、稼働率、利用者数等を達成できたか。また、そ
れらの目標達成に向け、向上策を実行したか。

  事業計画書や職員配置計画書等に基づき、施設運営に支障のな
い勤務体制や職員配置、組織体制が構築されたか。

　業務に必要な研修（施設管理、接遇、危機管理、個人情報保護
等）が実施され、必要な知識を身に着ける努力はなされたか。

　事故等の緊急時の対応体制やマニュアルの整備、訓練はされて
いたか。緊急時に適切な対応がとられたか。

　区との連絡、調整等に関わる業務は適切に行われたか。区から
の改善指導・指示への対応はできていたか。

　適正な労働環境の確保を図っていたか。労働環境モニタリングの
指摘事項についての改善はされていたか。

　その他協定書、仕様書等に基づき、施設の運営に係る必要な措
置を講じたか。

　利用手続は適正かつ公正に行われたか。

　協定書、仕様書等の内容に沿った水準で、適切に業務・事業が行
われていたか。

　利用者の利便性を確保したか。また、利便性の向上に努めたか。

　利用者対応は良好に行われたか。利用者が気持ちよく利用でき
るような接遇ができたか。

　利用者の意見や要望を把握し、適切な対応がされていたか。

　個人情報保護を徹底していたか。また、情報公開に関する対応が
適切に行われたか。

　事業計画書等に基づいた施設・設備管理業務が適切に行われた
か。

　施設修繕や備品管理は適切に行われたか。

　省エネルギー・省資源に向けた取組がされていたか。

　適正な会計管理による収支状況であったか。

（２）目標の達成

　目標とした利用料金収入・利益率を達成できたか。

　経費節減、収入・利益率確保に向けた取組はされていたか。

　事業計画書等に基づき計画した事業を実施したか。

　施設の設置目的に照らして、効果的・効率的に事業を実施した
か。

2.0 各種点検管理、日常管理業務は、適切に行われた。

2.0

（３）省エネルギー・省資源

（２）施設修繕・備品管理

（１）施設・設備管理

2.0

2.0

2.0

総
合
所
見

利用者のアンケート評価が高い点は評価できる。
令和5年度より新事業者となっているため、新事業者に改善を期待する。

全体評価

総合評価

2

2.0

施設名：新宿区立東五軒町地域交流館

（７）その他施設の運営

（６）適正な労働環境の確保

（５）区との連絡調整

（４）緊急時の対応

（３）職員教育

（２）職員体制

（１）利用率・稼働率

2.0

2.0

2.0

小項目
評価

１　施設の運営に関すること

評価項目

2.0

事業計画書に基づいた事業を実施したが、回数としては少なかった。

３　施設・設備の管理に関すること

４　管理運営経費に関すること

５　事業に関すること

（３）経費節減、収入・利益率確保の努力

2.0

（１）事業実施

（２）効果的・効率的な視点

2.0

2.0
2.0

（１）適正な会計

2.0

一部費目の金額が予算より増えているが、おおむね適正な会計管理を行っていた。

（２）サービス水準の確保

（１）利用手続

2.0

2.3

2.0

2.0

大項目
評価

2.0

2.0

２　利用・サービスに関すること

談話室の利用人数が低かった。
緊急時対応訓練を行っていない点は改善が必要である。

利用者アンケートでは、満足とおおむね満足を合わせて９４％と高い。

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

（６）個人情報等の適切な対応（個人情報の保護及び情報公開に関す
る対応）

（５）利用者要望の把握・対応

（４）利用者対応・接遇

（３）利用者サービスの向上
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新宿区立中町地域交流館 指定管理者の管理業務に係る事業評価について 

 

１ 事業評価の目的 

指定管理者が実施した令和４年度の管理業務について、協定書等に基づき適正に行われたか、また、

施設の設置目的に沿って適正に運営し、施設利用者へのサービス向上がなされたかなどの点から検証

することを目的とする。 

なお、評価は公正を期すため、第三者の目で評価を行い、評価結果は今後の管理業務に反映し、よ

り良いサービスを提供するため、指定管理者に通知する。 

２ 評価対象 

（１）施 設 名  新宿区立中町地域交流館 

 （２）指定管理者  特定非営利活動法人ワーカーズコープ（令和５年４月１日に労働者協同組合ワー

カーズコープ・センター事業団へ名称変更） 

３ 事業評価委員会の構成 

  ３名（内部委員３名） 

４ 事業評価委員会の開催内容 

 （１）開催日時 令和５年７月２０日（木）午後１時１５分から３時５５分まで 

 （２）場  所 本庁舎３階 ３０２会議室 

 （３）内  容  ・事業説明 

          ・ヒアリング、質疑応答、意見交換 

 ・各委員による評価 

 ・施設所管課による各委員の評価の取りまとめ 

５ 評価結果 

評 価 項 目 評 価 

個
別
評
価 

１ 施設の運営に関すること 2.0 

２ 利用・サービスに関すること 2.0 

３ 施設・設備の管理に関すること 2.0 

４ 管理運営経費に関すること 2.0 

５ 事業に関すること 2.0 

総 合 評 価 2.0 

全 体 評 価 2 

  

※事業評価の概要は、別紙１（指定管理者事業評価概要）のとおり 

 

53



令和4年度　指定管理者事業評価概要 別紙１

指定管理者名：労働者協同組合ワーカーズコープ・センター事業団

評価所見

  目標とした利用率、稼働率、利用者数等を達成できたか。また、そ
れらの目標達成に向け、向上策を実行したか。

  事業計画書や職員配置計画書等に基づき、施設運営に支障のな
い勤務体制や職員配置、組織体制が構築されたか。

　業務に必要な研修（施設管理、接遇、危機管理、個人情報保護
等）が実施され、必要な知識を身に着ける努力はなされたか。

　事故等の緊急時の対応体制やマニュアルの整備、訓練はされて
いたか。緊急時に適切な対応がとられたか。

　区との連絡、調整等に関わる業務は適切に行われたか。区から
の改善指導・指示への対応はできていたか。

　適正な労働環境の確保を図っていたか。労働環境モニタリングの
指摘事項についての改善はされていたか。

　その他協定書、仕様書等に基づき、施設の運営に係る必要な措
置を講じたか。

　利用手続は適正かつ公正に行われたか。

　協定書、仕様書等の内容に沿った水準で、適切に業務・事業が行
われていたか。

　利用者の利便性を確保したか。また、利便性の向上に努めたか。

　利用者対応は良好に行われたか。利用者が気持ちよく利用でき
るような接遇ができたか。

　利用者の意見や要望を把握し、適切な対応がされていたか。

　個人情報保護を徹底していたか。また、情報公開に関する対応が
適切に行われたか。

　事業計画書等に基づいた施設・設備管理業務が適切に行われた
か。

　施設修繕や備品管理は適切に行われたか。

　省エネルギー・省資源に向けた取組がされていたか。

　適正な会計管理による収支状況であったか。

（２）目標の達成

　目標とした利用料金収入・利益率を達成できたか。

　経費節減、収入・利益率確保に向けた取組はされていたか。

　事業計画書等に基づき計画した事業を実施したか。

　施設の設置目的に照らして、効果的・効率的に事業を実施した
か。

大項目
評価

2.0

2.0

２　利用・サービスに関すること

団体が日中を希望していることもあり、夜間の利用率が低い。

町会が多い地域だが、毎月おたよりをそれぞれの町会長へ直接届け情報交換もして
いる。
地域懇談会で近隣の高齢者総合相談センター、図書館、町会等と情報共有を行って
いる。

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

（６）個人情報等の適切な対応（個人情報の保護及び情報公開に関す
る対応）

（５）利用者要望の把握・対応

（４）利用者対応・接遇

（３）利用者サービスの向上

（２）サービス水準の確保

（１）利用手続

2.0

2.5

2.0

2.0

公園で行う太極拳の事業が好評であり、近隣住民も交えて行っている。

３　施設・設備の管理に関すること

４　管理運営経費に関すること

５　事業に関すること

（３）経費節減、収入・利益率確保の努力

2.0

（１）事業実施

（２）効果的・効率的な視点

2.0

2.0
2.0

（１）適正な会計

2.0

適切な会計業務を行った。

施設名：新宿区立中町地域交流館

（７）その他施設の運営

（６）適正な労働環境の確保

（５）区との連絡調整

（４）緊急時の対応

（３）職員教育

（２）職員体制

（１）利用率・稼働率

2.0

2.0

2.0

小項目
評価

１　施設の運営に関すること

評価項目

2.0

総
合
所
見

町会や近隣施設と情報交換をして、館の運営に生かしている部分は評価できる。

全体評価

総合評価

2

2.0

2.0 各種点検管理、日常管理業務は、適切に行われた。

2.0

（３）省エネルギー・省資源

（２）施設修繕・備品管理

（１）施設・設備管理

2.0

2.0

2.0
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新宿区立本塩町地域交流館 指定管理者の管理業務に係る事業評価について 

 

１ 事業評価の目的 

指定管理者が実施した令和４年度の管理業務について、協定書等に基づき適正に行われたか、また、

施設の設置目的に沿って適正に運営し、施設利用者へのサービス向上がなされたかなどの点から検証

することを目的とする。 

なお、評価は公正を期すため、第三者による評価を行い、評価結果は今後の管理業務に反映し、よ

り良いサービスを提供するため、指定管理者に通知する。 

２ 評価対象 

（１）施 設 名  新宿区立本塩町地域交流館  

 （２）指定管理者  株式会社ポピンズエデュケア 

３ 事業評価委員会の構成 

  ３名（外部委員２名、内部委員１名） 

４ 事業評価委員会の開催内容 

 （１）開催日時 令和５年７月３日（月）午後１時１５分から４時３０分まで 

         令和５年７月１３日（木）午後１時１５分から５時００分まで 

 （２）場  所 新宿区立本塩町地域交流館及び本庁舎６階 第２委員会室 

 （３）内  容  

７月３日 ・施設見学 

７月１３日 

・事業説明 

・ヒアリング、質疑応答、意見交換 

・各委員による評価 

・施設所管課による各委員の評価の取りまとめ 

５ 評価結果 

評 価 項 目 評 価 

個
別
評
価 

１ 施設の運営に関すること 2.0 

２ 利用・サービスに関すること 2.5 

３ 施設・設備の管理に関すること 2.5 

４ 管理運営経費に関すること 2.0 

５ 事業に関すること 2.0 

総 合 評 価 2.5 

全 体 評 価 3 

  

※事業評価の概要は、別紙１（指定管理者事業評価概要）のとおり 
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令和４年度　指定管理者事業評価概要 別紙１

指定管理者名：株式会社ポピンズエデュケア

評価所見

  目標とした利用率、稼働率、利用者数等を達成できたか。また、そ
れらの目標達成に向け、向上策を実行したか。

  事業計画書や職員配置計画書等に基づき、施設運営に支障のな
い勤務体制や職員配置、組織体制が構築されたか。

　業務に必要な研修（施設管理、接遇、危機管理、個人情報保護
等）が実施され、必要な知識を身に着ける努力はなされたか。

　事故等の緊急時の対応体制やマニュアルの整備、訓練はされて
いたか。緊急時に適切な対応がとられたか。

　区との連絡、調整等に関わる業務は適切に行われたか。区から
の改善指導・指示への対応はできていたか。

　適正な労働環境の確保を図っていたか。労働環境モニタリングの
指摘事項についての改善はされていたか。

　その他協定書、仕様書等に基づき、施設の運営に係る必要な措
置を講じたか。

　利用手続は適正かつ公正に行われたか。

　協定書、仕様書等の内容に沿った水準で、適切に業務・事業が行
われていたか。

　利用者の利便性を確保したか。また、利便性の向上に努めたか。

　利用者対応は良好に行われたか。利用者が気持ちよく利用でき
るような接遇ができたか。

　利用者の意見や要望を把握し、適切な対応がされていたか。

　個人情報保護を徹底していたか。また、情報公開に関する対応が
適切に行われたか。

　事業計画書等に基づいた施設・設備管理業務が適切に行われた
か。

　施設修繕や備品管理は適切に行われたか。

　省エネルギー・省資源に向けた取組がされていたか。

　適正な会計管理による収支状況であったか。

　目標とした利用料金収入・利益率を達成できたか。

　経費節減、収入・利益率確保に向けた取組はされていたか。

　事業計画書等に基づき計画した事業を実施したか。

　施設の設置目的に照らして、効果的・効率的に事業を実施した
か。

大項目
評価

2.0

2.5

２　利用・サービスに関すること

業務要求水準書に即した、運営を行った。
有給とは別に夏季休暇と年末のお特別休暇があり、適正な労働環境が確保されてい
る。
月に1回職員で回議を行っている。

身体を動かすプログラムを積極的に展開した。
利用者の声を聴き、好評である卓球大会を企画した。
アンケートで利用者の意見要望を受け止めている。感謝の声も多数寄せられていた。

2.0

2.0

2.0

2.0

2.5

（６）個人情報等の適切な対応（個人情報の保護及び情報公開に関す
る対応）

（５）利用者要望の把握・対応

（４）利用者対応・接遇

（３）利用者サービスの向上

（２）サービス水準の確保

（１）利用手続

2.0

2.5

2.0

2.5

事業計画に即した、運営管理を行った。
コロナ禍で中止していた大人の遠足を行い、利用者から好評を得た。

３　施設・設備の管理に関すること

４　管理運営経費に関すること

５　事業に関すること

（３）経費節減、収入・利益率確保の努力

2.0

（１）事業実施

（２）効果的・効率的な視点

2.0

2.0
2.0

（１）適正な会計

（２）目標の達成

2.0

施設名：新宿区立本塩町地域交流館

（７）その他施設の運営

（６）適正な労働環境の確保

（５）区との連絡調整

（４）緊急時の対応

（３）職員教育

（２）職員体制

（１）利用率・稼働率

2.0

3.0

2.0

小項目
評価

１　施設の運営に関すること

評価項目

2.0

総
合
所
見

利用者からの声を大事にしている点は評価できる。
アンケートからも利用者の高い評価を得ていることがわかった。

全体評価

総合評価

3

2.5

適切な会計業務を行った。

（３）省エネルギー・省資源

（２）施設修繕・備品管理

（１）施設・設備管理

2.0

2.0

2.5

2.5
各種点検管理、日常管理業務は、適切に行われた。
毎月防災訓練等の緊急時対応訓練を行っている。

2.0
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新宿区立北山伏地域交流館 指定管理者の管理業務に係る事業評価について 

 

１ 事業評価の目的 

指定管理者が実施した令和４年度の管理業務について、協定書等に基づき適正に行われたか、また、

施設の設置目的に沿って適正に運営し、施設利用者へのサービス向上がなされたかなどの点から検証

することを目的とする。 

なお、評価は公正を期すため、第三者による評価を行い、評価結果は今後の管理業務に反映し、よ

り良いサービスを提供するため、指定管理者に通知する。 

２ 評価対象 

（１）施 設 名  新宿区立北山伏地域交流館 

 （２）指定管理者  特定非営利活動法人ワーカーズコープ（令和５年４月１日に労働者協同組合ワー

カーズコープ・センター事業団へ名称変更） 

３ 事業評価委員会の構成 

  ３名（外部委員２名、内部委員１名） 

４ 事業評価委員会の開催内容 

 （１）開催日時 令和５年７月３日（月）午後１時１５分から４時３０分まで 

         令和５年７月１３日（木）午後１時１５分から５時００分まで 

 （２）場  所新宿区立北山伏地域交流館及び本庁舎６階 第２委員会室 

 （３）内  容  

７月３日 ・施設見学 

７月１３日 

・事業説明 

・ヒアリング、質疑応答、意見交換 

・各委員による評価 

・施設所管課による各委員の評価の取りまとめ 

５ 評価結果 

評 価 項 目 評 価 

個
別
評
価 

１ 施設の運営に関すること 2.0 

２ 利用・サービスに関すること 2.0 

３ 施設・設備の管理に関すること 2.0 

４ 管理運営経費に関すること 2.0 

５ 事業に関すること 2.0 

総 合 評 価 2.0 

全 体 評 価 2 

  

※事業評価の概要は、別紙１（指定管理者事業評価概要）のとおり 
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令和４年度　指定管理者事業評価概要 別紙１

指定管理者名：労働者協同組合ワーカーズコープ・センター事業団

評価所見

  目標とした利用率、稼働率、利用者数等を達成できたか。また、そ
れらの目標達成に向け、向上策を実行したか。

  事業計画書や職員配置計画書等に基づき、施設運営に支障のな
い勤務体制や職員配置、組織体制が構築されたか。

　業務に必要な研修（施設管理、接遇、危機管理、個人情報保護
等）が実施され、必要な知識を身に着ける努力はなされたか。

　事故等の緊急時の対応体制やマニュアルの整備、訓練はされて
いたか。緊急時に適切な対応がとられたか。

　区との連絡、調整等に関わる業務は適切に行われたか。区から
の改善指導・指示への対応はできていたか。

　適正な労働環境の確保を図っていたか。労働環境モニタリングの
指摘事項についての改善はされていたか。

　その他協定書、仕様書等に基づき、施設の運営に係る必要な措
置を講じたか。

　利用手続は適正かつ公正に行われたか。

　協定書、仕様書等の内容に沿った水準で、適切に業務・事業が行
われていたか。

　利用者の利便性を確保したか。また、利便性の向上に努めたか。

　利用者対応は良好に行われたか。利用者が気持ちよく利用でき
るような接遇ができたか。

　利用者の意見や要望を把握し、適切な対応がされていたか。

　個人情報保護を徹底していたか。また、情報公開に関する対応が
適切に行われたか。

　事業計画書等に基づいた施設・設備管理業務が適切に行われた
か。

　施設修繕や備品管理は適切に行われたか。

　省エネルギー・省資源に向けた取組がされていたか。

　適正な会計管理による収支状況であったか。

　目標とした利用料金収入・利益率を達成できたか。

　経費節減、収入・利益率確保に向けた取組はされていたか。

　事業計画書等に基づき計画した事業を実施したか。

　施設の設置目的に照らして、効果的・効率的に事業を実施した
か。

適正な会計業務を行った。
法人本部経費が高額であった。

（３）省エネルギー・省資源

（２）施設修繕・備品管理

（１）施設・設備管理

2.0

2.0

2.0

2.0 業務要求水準書を即した運営をされた。

2.0

総
合
所
見

利用者からの信頼は厚い様子がうかがえた。取り組みのスピード感を上げてほしい。
法人本部事務費の使い道が不明確な点は改善を要する。

全体評価

総合評価

2

2.0

施設名：新宿区立北山伏地域交流館

（７）その他施設の運営

（６）適正な労働環境の確保

（５）区との連絡調整

（４）緊急時の対応

（３）職員教育

（２）職員体制

（１）利用率・稼働率

2.0

2.0

2.0

小項目
評価

１　施設の運営に関すること

評価項目

2.0

事業計画に即した、運営管理を行った。
コロナウイルス感染症を踏まえた計画に基づき、事業をおこなった。

３　施設・設備の管理に関すること

４　管理運営経費に関すること

５　事業に関すること

（３）経費節減、収入・利益率確保の努力

2.0

（１）事業実施

（２）効果的・効率的な視点

2.0

2.0
2.0

（１）適正な会計

（２）目標の達成

2.0

（２）サービス水準の確保

（１）利用手続

2.0

2.0

1.5

2.0

大項目
評価

2.0

2.0

２　利用・サービスに関すること

業務要求水準書に即した、職員配置を行った。
和室の利用率が低いため、今後の向上を期待する。
Ｗｅｂ研修等を行い、職員の能力の向上を図っている。

業務要求水準書を即した運営をされた。
来館しなくなった利用者への対策として、誕生月のお手紙の送付をしている。

2,0

2.0

1.5

2.0

2.0

（６）個人情報等の適切な対応（個人情報の保護及び情報公開に関す
る対応）

（５）利用者要望の把握・対応

（４）利用者対応・接遇

（３）利用者サービスの向上
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新宿区立中落合地域交流館 指定管理者の管理業務に係る事業評価について 

 

１ 事業評価の目的 

指定管理者が実施した令和４年度の管理業務について、協定書等に基づき適正に行われたか、また、

施設の設置目的に沿って適正に運営し、施設利用者へのサービス向上がなされたかなどの点から検証

することを目的とする。 

なお、評価は公正を期すため、第三者による評価を行い、評価結果は今後の管理業務に反映し、よ

り良いサービスを提供するため、指定管理者に通知する。 

２ 評価対象 

（１）施 設 名  新宿区立中落合地域交流館 

 （２）指定管理者  生活協同組合・東京高齢協 

３ 事業評価委員会の構成 

  ３名（外部委員２名、内部委員１名） 

４ 事業評価委員会の開催内容 

 （１）開催日時 令和５年７月７日（金）午後１時１５分から４時３０分まで 

         令和５年７月１３日（木）午後１時１５分から５時００分まで 

 （２）場  所 新宿区立中落合地域交流館及び本庁舎６階 第２委員会室 

 （３）内  容  

７月７日 ・施設見学 

７月１３日 

・事業説明 

・ヒアリング、質疑応答、意見交換 

・各委員による評価 

・施設所管課による各委員の評価の取りまとめ 

５ 評価結果 

評 価 項 目 評 価 

個
別
評
価 

１ 施設の運営に関すること 2.0 

２ 利用・サービスに関すること 2.5 

３ 施設・設備の管理に関すること 2.0 

４ 管理運営経費に関すること 2.0 

５ 事業に関すること 2.5 

総 合 評 価 2.0 

全 体 評 価 2 

  

※事業評価の概要は、別紙１（指定管理者事業評価概要）のとおり 
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令和４年度　指定管理者事業評価概要 別紙１

指定管理者名：生活協同組合・東京高齢協

評価所見

  目標とした利用率、稼働率、利用者数等を達成できたか。また、そ
れらの目標達成に向け、向上策を実行したか。

  事業計画書や職員配置計画書等に基づき、施設運営に支障のな
い勤務体制や職員配置、組織体制が構築されたか。

　業務に必要な研修（施設管理、接遇、危機管理、個人情報保護
等）が実施され、必要な知識を身に着ける努力はなされたか。

　事故等の緊急時の対応体制やマニュアルの整備、訓練はされて
いたか。緊急時に適切な対応がとられたか。

　区との連絡、調整等に関わる業務は適切に行われたか。区から
の改善指導・指示への対応はできていたか。

　適正な労働環境の確保を図っていたか。労働環境モニタリングの
指摘事項についての改善はされていたか。

　その他協定書、仕様書等に基づき、施設の運営に係る必要な措
置を講じたか。

　利用手続は適正かつ公正に行われたか。

　協定書、仕様書等の内容に沿った水準で、適切に業務・事業が行
われていたか。

　利用者の利便性を確保したか。また、利便性の向上に努めたか。

　利用者対応は良好に行われたか。利用者が気持ちよく利用でき
るような接遇ができたか。

　利用者の意見や要望を把握し、適切な対応がされていたか。

　個人情報保護を徹底していたか。また、情報公開に関する対応が
適切に行われたか。

　事業計画書等に基づいた施設・設備管理業務が適切に行われた
か。

　施設修繕や備品管理は適切に行われたか。

　省エネルギー・省資源に向けた取組がされていたか。

　適正な会計管理による収支状況であったか。

　目標とした利用料金収入・利益率を達成できたか。

　経費節減、収入・利益率確保に向けた取組はされていたか。

　事業計画書等に基づき計画した事業を実施したか。

　施設の設置目的に照らして、効果的・効率的に事業を実施した
か。

適切な会計業務を行った。

（３）省エネルギー・省資源

（２）施設修繕・備品管理

（１）施設・設備管理

2.0

2.0

2.0

2.0
各種点検管理、日常管理業務は、適切に行われた。
消毒、換気等を心掛け、清潔に保つようにしていた。

2.0

総
合
所
見

高い感染予防の意識での運営であった。
目標値以上に利用人数を増やした点は評価できる。落語会やモルックなどの新しい取り組みが好評を得ている点が評価できる。

全体評価

総合評価

2

2.0

施設名：新宿区立中落合地域交流館

（７）その他施設の運営

（６）適正な労働環境の確保

（５）区との連絡調整

（４）緊急時の対応

（３）職員教育

（２）職員体制

（１）利用率・稼働率

2.0

2.0

2.0

小項目
評価

１　施設の運営に関すること

評価項目

2.0

事業計画に即した、運営管理を行った。
ＩＴに関する個別相談会等、高齢者のデジタルデバイドへの取り組みを行っていた。

３　施設・設備の管理に関すること

４　管理運営経費に関すること

５　事業に関すること

（３）経費節減、収入・利益率確保の努力

2.0

（１）事業実施

（２）効果的・効率的な視点

2.0

2.5
2.5

（１）適正な会計

（２）目標の達成

2.0

（２）サービス水準の確保

（１）利用手続

2.0

2.5

2.5

2.0

大項目
評価

2.0

2.5

２　利用・サービスに関すること

業務要求水準書に即した運営を行った。
目標としていた利用者数を上回っており、利用の向上が見られた。

高い感染予防意識で利用者へのサービスを提供した。
研修の知識を活かし、利用者へのサービス向上につなげた。

2.0

2.0

2.5

2.0

2.5

（６）個人情報等の適切な対応（個人情報の保護及び情報公開に関す
る対応）

（５）利用者要望の把握・対応

（４）利用者対応・接遇

（３）利用者サービスの向上
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新宿区立北新宿第二地域交流館 指定管理者の管理業務に係る事業評価について 

 

１ 事業評価の目的 

指定管理者が実施した令和４年度の管理業務について、協定書等に基づき適正に行われたか、また、

施設の設置目的に沿って適正に運営し、施設利用者へのサービス向上がなされたかなどの点から検証

することを目的とする。 

なお、評価は公正を期すため、第三者による評価を行い、評価結果は今後の管理業務に反映し、よ

り良いサービスを提供するため、指定管理者に通知する。 

２ 評価対象 

（１）施 設 名  新宿区立北新宿第二地域交流館 

 （２）指定管理者  社会福祉法人奉優会 

３ 事業評価委員会の構成 

  ３名（外部委員２名、内部委員１名） 

４ 事業評価委員会の開催内容 

 （１）開催日時 令和５年７月７日（金）午後１時１５分から４時３０分まで 

         令和５年７月１３日（木）午後１時１５分から５時００分まで 

 （２）場  所 新宿区立北新宿第二地域交流館及び本庁舎６階 第２委員会室 

 （３）内  容  

７月７日 ・施設見学 

７月１３日 

・事業説明 

・ヒアリング、質疑応答、意見交換 

・各委員による評価 

・施設所管課による各委員の評価の取りまとめ 

５ 評価結果 

評 価 項 目 評 価 

個
別
評
価 

１ 施設の運営に関すること 2.5 

２ 利用・サービスに関すること 2.5 

３ 施設・設備の管理に関すること 2.0 

４ 管理運営経費に関すること 1.5 

５ 事業に関すること 2.0 

総 合 評 価 2.5 

全 体 評 価 3 

  

※事業評価の概要は、別紙１（指定管理者事業評価概要）のとおり 
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令和４年度　指定管理者事業評価概要 別紙１

指定管理者名：社会福祉法人奉優会

評価所見

  目標とした利用率、稼働率、利用者数等を達成できたか。また、そ
れらの目標達成に向け、向上策を実行したか。

  事業計画書や職員配置計画書等に基づき、施設運営に支障のな
い勤務体制や職員配置、組織体制が構築されたか。

　業務に必要な研修（施設管理、接遇、危機管理、個人情報保護
等）が実施され、必要な知識を身に着ける努力はなされたか。

　事故等の緊急時の対応体制やマニュアルの整備、訓練はされて
いたか。緊急時に適切な対応がとられたか。

　区との連絡、調整等に関わる業務は適切に行われたか。区から
の改善指導・指示への対応はできていたか。

　適正な労働環境の確保を図っていたか。労働環境モニタリングの
指摘事項についての改善はされていたか。

　その他協定書、仕様書等に基づき、施設の運営に係る必要な措
置を講じたか。

　利用手続は適正かつ公正に行われたか。

　協定書、仕様書等の内容に沿った水準で、適切に業務・事業が行
われていたか。

　利用者の利便性を確保したか。また、利便性の向上に努めたか。

　利用者対応は良好に行われたか。利用者が気持ちよく利用でき
るような接遇ができたか。

　利用者の意見や要望を把握し、適切な対応がされていたか。

　個人情報保護を徹底していたか。また、情報公開に関する対応が
適切に行われたか。

　事業計画書等に基づいた施設・設備管理業務が適切に行われた
か。

　施設修繕や備品管理は適切に行われたか。

　省エネルギー・省資源に向けた取組がされていたか。

　適正な会計管理による収支状況であったか。

　目標とした利用料金収入・利益率を達成できたか。

　経費節減、収入・利益率確保に向けた取組はされていたか。

　事業計画書等に基づき計画した事業を実施したか。

　施設の設置目的に照らして、効果的・効率的に事業を実施した
か。

会計処理上の間違いがあった、今後適正に処理していただきたい。

（３）省エネルギー・省資源

（２）施設修繕・備品管理

（１）施設・設備管理

2.0

2.0

2.0

2.0 各種点検管理、日常管理業務は、適切に行われた。

1.5

総
合
所
見

法人の強みを生かした運営を行った。

全体評価

総合評価

3

2.5

施設名：新宿区立北新宿第二地域交流館

（７）その他施設の運営

（６）適正な労働環境の確保

（５）区との連絡調整

（４）緊急時の対応

（３）職員教育

（２）職員体制

（１）利用率・稼働率

2.0

2.0

2.0

小項目
評価

１　施設の運営に関すること

評価項目

2.5

事業計画に即した、運営管理を行った。
感染症対策として、少人数やオンラインでの事業をおこなった。

３　施設・設備の管理に関すること

４　管理運営経費に関すること

５　事業に関すること

（３）経費節減、収入・利益率確保の努力

1.5

（１）事業実施

（２）効果的・効率的な視点

2.0

2.0
2.0

（１）適正な会計

（２）目標の達成

2.0

（２）サービス水準の確保

（１）利用手続

2.0

2.5

2.5

2.0

大項目
評価

2.5

2.5

２　利用・サービスに関すること

業務要求水準書に即した、職員配置を行った。
稼働率向上のため、ほぼ毎日ホームページを更新し、情報を発信した。
一部職員の有給取得率が低いが、全体としては70％を超えている。今後も改善して
ほしい。

スマホを活用した取り組みやオンライン講座をした。
今後もスマホ等を活用した事業を推進してほしい。
利用者のアンケートを館内に掲示し、周知するとともに、今後の運営にも反映させて
いる。

2.0

2.0

2.5

2.0

2.5

（６）個人情報等の適切な対応（個人情報の保護及び情報公開に関す
る対応）

（５）利用者要望の把握・対応

（４）利用者対応・接遇

（３）利用者サービスの向上
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新宿区立高田馬場地域交流館 指定管理者の管理業務に係る事業評価について 

 

１ 事業評価の目的 

指定管理者が実施した令和４年度の管理業務について、協定書等に基づき適正に行われたか、また、

施設の設置目的に沿って適正に運営し、施設利用者へのサービス向上がなされたかなどの点から検証

することを目的とする。 

なお、評価は公正を期すため、第三者の目で評価を行い、評価結果は今後の管理業務に反映し、よ

り良いサービスを提供するため、指定管理者に通知する。 

２ 評価対象 

（１）施 設 名  新宿区立高田馬場地域交流館 

 （２）指定管理者  社会福祉法人新宿区社会福祉事業団 

３ 事業評価委員会の構成 

  ３名（内部委員３名） 

４ 事業評価委員会の開催内容 

 （１）開催日時 令和５年８月２日（水）午後１時１５分から３時５５分まで 

 （２）場  所 本庁舎３階 ３０２会議室 

 （３）内  容  ・事業説明 

          ・ヒアリング、質疑応答、意見交換 

 ・各委員による評価 

 ・施設所管課による各委員の評価の取りまとめ 

５ 評価結果 

評 価 項 目 評 価 

個
別
評
価 

１ 施設の運営に関すること 2.0 

２ 利用・サービスに関すること 2.7 

３ 施設・設備の管理に関すること 2.3 

４ 管理運営経費に関すること 2.0 

５ 事業に関すること 2.7 

総 合 評 価 2.7 

全 体 評 価 3 

  

※事業評価の概要は、別紙１（指定管理者事業評価概要）のとおり 
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令和4年度　指定管理者事業評価概要 別紙１

指定管理者名：社会福祉法人新宿区社会福祉事業団

評価所見

  目標とした利用率、稼働率、利用者数等を達成できたか。また、そ
れらの目標達成に向け、向上策を実行したか。

  事業計画書や職員配置計画書等に基づき、施設運営に支障のな
い勤務体制や職員配置、組織体制が構築されたか。

　業務に必要な研修（施設管理、接遇、危機管理、個人情報保護
等）が実施され、必要な知識を身に着ける努力はなされたか。

　事故等の緊急時の対応体制やマニュアルの整備、訓練はされて
いたか。緊急時に適切な対応がとられたか。

　区との連絡、調整等に関わる業務は適切に行われたか。区から
の改善指導・指示への対応はできていたか。

　適正な労働環境の確保を図っていたか。労働環境モニタリングの
指摘事項についての改善はされていたか。

　その他協定書、仕様書等に基づき、施設の運営に係る必要な措
置を講じたか。

　利用手続は適正かつ公正に行われたか。

　協定書、仕様書等の内容に沿った水準で、適切に業務・事業が行
われていたか。

　利用者の利便性を確保したか。また、利便性の向上に努めたか。

　利用者対応は良好に行われたか。利用者が気持ちよく利用でき
るような接遇ができたか。

　利用者の意見や要望を把握し、適切な対応がされていたか。

　個人情報保護を徹底していたか。また、情報公開に関する対応が
適切に行われたか。

　事業計画書等に基づいた施設・設備管理業務が適切に行われた
か。

　施設修繕や備品管理は適切に行われたか。

　省エネルギー・省資源に向けた取組がされていたか。

　適正な会計管理による収支状況であったか。

（２）目標の達成

　目標とした利用料金収入・利益率を達成できたか。

　経費節減、収入・利益率確保に向けた取組はされていたか。

　事業計画書等に基づき計画した事業を実施したか。

　施設の設置目的に照らして、効果的・効率的に事業を実施した
か。

大項目
評価

2.0

2.7

２　利用・サービスに関すること

来館者を増やす事業に力を入れ、利用者数を増やした点は評価できる。
受講したい研修について職員自ら提案する仕組みを作り活用している。

写真付きのマニュアルを作成し、サービス水準の確保に努めている。
職員の特技を活かして利用者へ多様な事業の提供をおこなっている。
各講座や団体別の部屋利用時の設定についてマニュアルを作成し、担当以外でも対
応できるようにしている。

2.3

2.3

2.0

2.0

2.7

（６）個人情報等の適切な対応（個人情報の保護及び情報公開に関す
る対応）

（５）利用者要望の把握・対応

（４）利用者対応・接遇

（３）利用者サービスの向上

（２）サービス水準の確保

（１）利用手続

2.0

3.0

3.0

2.0

職員による多彩な講座を実施している。

３　施設・設備の管理に関すること

４　管理運営経費に関すること

５　事業に関すること

（３）経費節減、収入・利益率確保の努力

2.0

（１）事業実施

（２）効果的・効率的な視点

2.7

2.3
2.7

（１）適正な会計

2.0

適切な会計業務を行った。

施設名：新宿区立高田馬場地域交流館

（７）その他施設の運営

（６）適正な労働環境の確保

（５）区との連絡調整

（４）緊急時の対応

（３）職員教育

（２）職員体制

（１）利用率・稼働率

2.0

2.0

2.0

小項目
評価

１　施設の運営に関すること

評価項目

2.0

総
合
所
見

サービス水準の確保については評価できる。
スマホ等のＩＣＴ講座についてはより力を入れるよう期待する。

全体評価

総合評価

3

2.7

2.3
各種点検管理、日常管理業務は、適切に行われた。
省資源に向けて、コピー用紙を再生紙に移行した。

2.0

（３）省エネルギー・省資源

（２）施設修繕・備品管理

（１）施設・設備管理

2.3

2.3

2.0
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Ⅲ－４【健康部健康政策課所管施設】 

 

  

新宿区立元気館 指定管理者の管理業務に係る事業評価について 

 

１ 事業評価の目的 

指定管理者が実施した令和４年度の管理業務について、協定書等に基づき適正に行われたか、また、

施設の設置目的に沿って適正に運営し、施設利用者へのサービス向上がなされたかなどの点から検証

することを目的とする。 

なお、評価は公正を期すため、第三者の目で評価を行い、評価結果は今後の管理業務に反映し、よ

り良いサービスを提供するため、指定管理者に通知する。 

２ 評価対象 

（１）施 設 名  新宿区立元気館 

 （２）指定管理者  東急スポーツオアシス・東急コミュニティー共同事業体  

３ 事業評価委員会の構成 

  ３名（内部委員３名） 

４ 事業評価委員会の開催内容 

 （１）開催日時 令和５年７月５日（水）午後２時００分から４時００分まで 

 （２）場  所 新宿区立元気館  

 （３）内  容  ・施設見学 

          ・事業説明 

 ・ヒアリング、質疑応答、意見交換 

 ・各委員による評価 

 ・施設所管課による各委員の評価の取りまとめ 

５ 評価結果 

評 価 項 目 評 価 

個
別
評
価 

１ 施設の運営に関すること 3.0 

２ 利用・サービスに関すること 2.7 

３ 施設・設備の管理に関すること 2.0 

４ 管理運営経費に関すること 2.0 

５ 事業に関すること 3.0 

総 合 評 価 3.0 

全 体 評 価 3 

  

※事業評価の概要は、別紙１（指定管理者事業評価概要）のとおり 
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令和4年度　指定管理者事業評価概要 別紙１

指定管理者名：東急ｽﾎﾟｰﾂｵｱｼｽ・東急ｺﾐｭﾆﾃｨｰ共同事業体

評価所見

  目標とした利用率、稼働率、利用者数等を達成できたか。また、そ
れらの目標達成に向け、向上策を実行したか。

  事業計画書や職員配置計画書等に基づき、施設運営に支障のな
い勤務体制や職員配置、組織体制が構築されたか。

　業務に必要な研修（施設管理、接遇、危機管理、個人情報保護
等）が実施され、必要な知識を身に着ける努力はなされたか。

　事故等の緊急時の対応体制やマニュアルの整備、訓練はされて
いたか。緊急時に適切な対応がとられたか。

　区との連絡、調整等に関わる業務は適切に行われたか。区から
の改善指導・指示への対応はできていたか。

　適正な労働環境の確保を図っていたか。労働環境モニタリングの
指摘事項についての改善はされていたか。

　その他協定書、仕様書等に基づき、施設の運営に係る必要な措
置を講じたか。

　利用手続は適正かつ公正に行われたか。

　協定書、仕様書等の内容に沿った水準で、適切に業務・事業が行
われていたか。

　利用者の利便性を確保したか。また、利便性の向上に努めたか。

　利用者対応は良好に行われたか。利用者が気持ちよく利用でき
るような接遇ができたか。

　利用者の意見や要望を把握し、適切な対応がされていたか。

　個人情報保護を徹底していたか。また、情報公開に関する対応が
適切に行われたか。

　事業計画書等に基づいた施設・設備管理業務が適切に行われた
か。

　施設修繕や備品管理は適切に行われたか。

　省エネルギー・省資源に向けた取組がされていたか。

　適正な会計管理による収支状況であったか。

　目標とした利用料金収入・利益率を達成できたか。

　経費節減、収入・利益率確保に向けた取組はされていたか。

　事業計画書等に基づき計画した事業を実施したか。

　施設の設置目的に照らして、効果的・効率的に事業を実施した
か。

大項目
評価

3.0

2.7

２　利用・サービスに関すること

・コロナ禍で施設利用者数の減少が見込まれる中、新型コロナワクチン接種を機に館
を訪れた区民を新たな利用者として取り込むなど、稼働率向上の努力が認められる。
・職員の勤務体制や適正な労働環境の確保に向け、全社を挙げて取り組んでいるこ
とは評価できる。
・個人情報の適正管理のほか、けが人の発生時などを想定した緊急対応についても
安全安心が確保されている。
・区の新型コロナワクチン接種会場のサポートに多大な尽力をしていることが認めら
れる。

・新型コロナワクチン接種会場となり、元気館の利用が制限される中、装飾イベント開
催など様々な工夫により、元気館の利用者の満足度を高める活動について評価でき
る。
・利用者の視点に立ち、消毒などサービスを利用しやすい環境を整えている。
・長引く新型コロナ対策で制約が多い中、常に利用者の便宜を考え、工夫されていた
点は評価できる。
・意見要望への即時対応などサービス向上の努力が認められる。
・ウェルビーイング（心身と社会的健康）につなげられるよう取り組んでいることを評価
する。

2.0

2.3

2.6

2.0

2.3

（６）個人情報等の適切な対応（個人情報の保護及び情報公開に関す
る対応）

（５）利用者要望の把握・対応

（４）利用者対応・接遇

（３）利用者サービスの向上

（２）サービス水準の確保

（１）利用手続

2.0

3.0

3.0

2.3

・事業計画に基づき、実施されている。
・新型コロナワクチン接種会場として、主体的に区の運営補助に当たっており、館運
営と併せて適切に対応している。

３　施設・設備の管理に関すること

４　管理運営経費に関すること

５　事業に関すること

（３）経費節減、収入・利益率確保の努力

2.0

（１）事業実施

（２）効果的・効率的な視点

2.6

2.3
3.0

（１）適正な会計

（２）目標の達成

2.0

施設名：新宿区立元気館

（７）その他施設の運営

（６）適正な労働環境の確保

（５）区との連絡調整

（４）緊急時の対応

（３）職員教育

（２）職員体制

（１）利用率・稼働率

2.6

2.6

3.0

小項目
評価

１　施設の運営に関すること

評価項目

2.3

総
合
所
見

・ワクチン接種会場という制約の中で、創意工夫により利用者数の確保等に尽力していると評価する。
・年間を通じ、良好な運営がされていたと評価する。
・コロナ禍が続く中で、感染対策を徹底しながら、利用者サービスの維持向上に努めていると評価する。

全体評価

総合評価

3

3.0

・計画に則って運営されている。
・新型コロナの影響や新型コロナワクチン接種会場として利用されている中でも、施
設利用者が減らないよう、利用方法の工夫により収益をあげている。
・室内の換気方法を工夫し、節電効果を上げている。

（３）省エネルギー・省資源

（２）施設修繕・備品管理

（１）施設・設備管理

2.0

2.0

2.0

2.0
・古い施設であるが、清潔かつ丁寧に利用している。
・老朽化した設備の突発的なトラブルにも適宜対応されていることは評価できる。
・微小な修繕はスタッフで対応し、即時性や経済性を担保している。

2.0

2.0
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Ⅳ　参考資料
Ⅳ－１【福祉部地域福祉課所管施設】

地域福祉課所管施設の利用実績（「新宿区の概況」（令和5年度版）より）

 ３　社会福祉

１０　高齢者在宅サービスセンターの事業実績

区分

年度

件 件

元

2

3

4

（福祉部地域福祉課）

（注）東戸山高齢者在宅サービスセンターは、
　　　令和2年3月31日廃止

　新宿区百人町高齢者在宅サービスセンターは、新宿区立百人町高齢者在宅サービスセンター
条例第２２条に基づき、施設利用者からの利用料金など介護報酬による独立採算で経営されて
おり、区からは指定管理料を支払っていません。

施設の利用実績

収支状況

13,464 1,735

9,040 1,571

9,285 2,132

8,488 1,573

一般通所
認知症

デイホーム
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Ⅳ－２【福祉部障害者福祉課所管施設】

障害者福祉施設の利用実績（「新宿区の概況」（令和5年度版）より）

４２　福祉作業所利用者数
(1)新宿福祉作業所（通所）
【就労継続支援B型】 （各年度4月1日現在）

区分
年度 合計 男 女 計 男 女 計 男 女

人 人 人 人 人 人 人 人 人
2 45 26 19 44(4) 25(3) 19(1) 1 1 0
3 43 26 17 42(4) 25(3) 17(1) 1 1 0
4 42 27 15 41(4) 26(3) 15(1) 1 1 0
5 38 24 14 37(5) 23(4) 14(1) 1 1 0

【生活介護】
区分

年度 合計 男 女 計 男 女 計 男 女
人 人 人 人 人 人 人 人 人

2 25 20 5 25(4) 20(2) 5(2) 0 0 0
3 24 19 5 24(4) 19(2) 5(2) 0 0 0
4 25 20 5 25(4) 20(2) 5(2) 0 0 0
5 26 20 6 26(3) 20(2) 6(1) 0 0 0

（福祉部障害者福祉課）
(2)高田馬場福祉作業所（通所）
【就労継続支援B型】 （各年度4月1日現在）

区分
年度 合計 男 女 計 男 女 計 男 女

人 人 人 人 人 人 人 人 人
2 47 26 21 47(6) 26(2) 21(4) 0 0 0
3 44 24 20 44(6) 24(2) 20(4) 0 0 0
4 44 24 20 44(6) 24(2) 20(4) 0 0 0
5 47 27 20 47(6) 27(2) 20(4) 0 0 0

【生活介護】
区分

年度 合計 男 女 計 男 女 計 男 女
人 人 人 人 人 人 人 人 人

2 12 10 2 12(1) 10(1) 2 0 0 0
3 13 9 4 13(2) 9(2) 4 0 0 0
4 15 11 4 15(3) 11(3) 4 0 0 0
5 15 12 3 15(4) 12(4) 3 0 0 0

（注）（　）内は身体障害との重複障害。 （福祉部障害者福祉課）

４３　新宿生活実習所利用者数（通所） （各年度4月1日現在）

人 人 人 人 人 人 人 人 人
2 50 27 23 50 27 23 10 7 3
3 50 27 23 50 27 23 10 7 3
4 50 27 23 50 27 23 10 7 3
5 52 28 24 52 28 24 10 7 3

（注）身体障害者の数は、すべて知的障害との重複障害。 （福祉部障害者福祉課）

４４　新宿生活実習所 短期入所（ショートステイ）宿泊数・日中ショート利用者数
区分 （各年度3月末日現在）

年度
人

元 99
2 94
3
4 (福祉部障害者福祉課）

区分 （各年度3月末日現在）
年度 総数 男 女 宿泊数

人 人 人 泊 人
元 76 50 26 365 107
2 65 41 24 334 106
3 70 45 25 338 158
4 75 43 32 353 131 (福祉部障害者福祉課）

機能訓練 日中ショート
総数

短期入所（ショートステイ）

４５  障害者福祉センター 障害者の機能訓練利用者数・短期入所（ショートステイ）宿泊数・日中ショート利用者数

区分 総数 知的障害者 身体障害者

年度 合計 男 女 計 男 女 計 男 女

短期入所
（ショートステイ）

総数 知的障害者 身体障害者

総数 知的障害者 身体障害者

総数 知的障害者 身体障害者

総数 知的障害者 身体障害者

日中ショート

泊

431

442

342

総数宿泊数

368
88
69
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４６  障害者福祉センター 就労継続支援B型・生活介護利用者数
区分 （各年度4月1日現在）

年度 総数 男 女 総数 男 女
人 人 人 人 人 人

2 13 5 8 11 7 4
3 13 6 7 11 6 5
4 13 5 8 12 7 5
5 13 5 8 13 7 6 （福祉部障害者福祉課）

４７  障害者福祉センター 障害者相談支援 （各年度3月末日現在）

区分

年度

件 件 件 件 件 件 件 件

元 1,289 123 69 40 186 816 0 55
2 1,140 58 61 7 173 752 0 89
3 1,462 100 15 5 586 626 0 130
4 2,613 185 20 3 1128 1104 0 173

（注）一般相談を含む。　      （福祉部障害者福祉課）

４８　障害者福祉センター 講座・講習会 ４９　障害者福祉センター 計画相談支援

（各年度3月末日現在） （各年度3月末日現在）

区分 区分

年度 年度

元 元
2 2
3 3
4 4

（福祉部障害者福祉課） （福祉部障害者福祉課）

（注）新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和2年度手話講習会は中止。

　　　令和3年度手話講習会初級・中級コースは5月から9月まで、上級・通訳コースは5月のみ

　　　休止。その他講座・講習会は令和3年4月から9月まで休止。

５０  障害者福祉センター 入浴・給食サービス利用者数 （各年度3月末日現在）

区分

年度 計 男 女 計 男 女
日 回 人 人 人 日 回 人 人 人

元 98 95 2 1 1 234 4,552 42 21 21
2 111 111 3 2 1 246 4,103 40 19 21
3 104 106 4 1 3 242 3,594 45 22 23
4 48 48 2 1 1 242 3,619 42 19 23

　 （福祉部障害者福祉課）

５１　障害者福祉センター 通所バス利用者数 ５２  あゆみの家 通所者数
（各年度3月末日現在） （各年度4月1日現在）

区分 区分

年度 年度 総数 男 女
人 人 人 人 人 人

元 13,175 6,127 7,048 2 49 25 24
2 8,485 3,898 4,587 3 50 26 24
3 9,044 4,493 4,551 4 53 28 25
4 10,641 5,366 5,275 5 53 27 26

（福祉部障害者福祉課） （福祉部障害者福祉課）

５３　あゆみの家 短期入所（ショートステイ）宿泊数・日中ショート利用者数
（各年度3月末日現在）

元
2
3
4

（福祉部障害者福祉課）

泊 人

243 4

257 34
198 24
218 24

生活介護

登録者数

総数 座席 車いす

　 区分

年度

短期入所（ショートステイ） 日中ショート

宿泊数 総数

入浴サービス
実施
日数

利用
回数

登録者数 実施
日数

給食サービス
利用
回数

1,407 2,254 72 224

2,268 3,224 87 215
- 1,466 98 229

868 1,320 99 221

人 人 件 件

モニタリング数

就労継続支援Ｂ型 生活介護

関係
機関等

その他

手話講習会 その他講座・講習会 計画作成数

総数 肢体 視覚
聴覚
言語

知的 精神
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５４　あゆみの家 土曜ケアサポート ５５　あゆみの家 計画相談支援

（各年度3月末日現在） （各年度3月末日現在）

区分 区分

年度 年度

元 元
2 2
3 3
4 4
（福祉部障害者福祉課） （福祉部障害者福祉課）

（注）新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、土曜ケアサポート事業は令和3年度1回中止、

     令和 4年度1回中止。

５６  障害者生活支援センター 宿泊型自立訓練利用者数

（各年度3月末日現在）

区分

年度 男 女

人 人
元 9 9
2 6 10
3 9 8
4 6 10

（福祉部障害者福祉課）

５７　障害者生活支援センター 自立訓練（生活訓練）利用者数
（各年度3月末日現在）

区分

年度 男 女
人 人

元 18 12
2 14 11
3 11 12
4 12 11

（福祉部障害者福祉課）

（注）宿泊型自立訓練利用者も含む

５８　障害者生活支援センター 短期入所（ショートステイ）宿泊数

（各年度3月末日現在）

区分

年度

元
2
3
4
（福祉部障害者福祉課）

５９　障害者生活支援センター 計画相談支援

（各年度3月末日現在）

区分

年度

元
2
3
4

（福祉部障害者福祉課）

件 件

30

586

635

25

617

宿泊数

泊

23

48 162
46 155

44 162
49 165

17 65652
975

利用者総数

25 75

44 52978

宿泊型自立訓練

計画作成数 モニタリング数

663

1,063 32 90

人
18

16

利用者総数
人

23

16

自立訓練（生活訓練）

17

延利用者数 計画作成数 モニタリング数

人 件 件
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新宿福祉作業所
金額

収　入
指定管理料（協定額） 84,549,000
利用料金等収入 99,410,586

183,959,586
支　出

管理経費 183,248,864
人件費 114,561,943
事務費 58,521,773
事業費 10,165,148

183,248,864
710,722

高田馬場福祉作業所
金額

収　入
指定管理料（協定額） 98,955,000
利用料金等収入 93,002,469

191,957,469
支　出

管理経費 166,119,850
人件費 109,718,109
事務費 48,925,803
事業費 7,475,938

166,119,850
25,837,619

障害者福祉センター
金額

収　入
指定管理料（協定額） 256,944,000
利用料金等収入 62,035,534

318,979,534
支　出

管理経費 304,721,566
人件費 183,431,949
事務費 103,571,546
事業費 17,718,071

304,721,566
14,257,968

収入計

令和４年度　収支実績総括表

科目

収入計

支出計

科目

収入計

支出計

科目

返還額

返還額

返還額
支出計
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新宿生活実習所
金額

収　入
指定管理料（協定額） 197,217,000
利用料金等収入 148,493,568

345,710,568
支　出

管理経費 319,165,456
人件費 200,771,420
事務費 110,681,771
事業費 7,712,265

319,165,456
26,545,112

あゆみの家
金額

収　入
指定管理料（協定額） 212,219,000
利用料金等収入 200,200,292

412,419,292
支　出

管理経費 404,532,979
人件費 277,100,463
事務費 121,598,848
事業費 5,833,668

404,532,979
7,886,313

障害者生活支援センター
金額

収　入
指定管理料（協定額） 63,041,000
利用料金等収入 52,566,759

115,607,759
支　出

管理経費 102,115,693
人件費 84,369,629
事務費 16,627,823
事業費 1,118,241

102,115,693
13,492,066

合計

科目

返還額

返還額

返還額
合計

合計

合計

科目

合計

科目

合計
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Ⅳ－３【福祉部地域包括ケア推進課所管施設】 

 

施設の利用実績 

シニア活動館・地域交流館利用状況 

 

 

令和 4年度 

館名 定員 利用者数 団体利用 

高田馬場シニア活動館 140 20,216 9,054 

信濃町シニア活動館 120 17,648 7,741 

戸山シニア活動館 240 37,664 27,971 

西新宿シニア活動館 200 24,173 8,505 

早稲田南町地域交流館 70 10,362 2,537 

西早稲田地域交流館 100 16,084 7,569 

新宿地域交流館 40 8,926 2,737 

山吹町地域交流館 40 13,847 5,835 

上落合地域交流館 100 14,992 7,336 

北新宿地域交流館 80 10,899 2,074 

下落合地域交流館 60 9,828 6,587 

百人町地域交流館 100 10,913 1,891 

東五軒町地域交流館 60 8,599 5,191 

中町地域交流館 50 6,336 3,192 

本塩町地域交流館 100 19,565 4,762 

北山伏地域交流館 80 8,745 3,350 

中落合地域交流館 100 11,191 4,035 

北新宿第二地域交流館 100 9,436 2,204 

高田馬場地域交流館 100 15,566 5,599 

全館計 1,880 274,990 118,170 
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令和 3年度 

館名 定員 利用者数 団体利用 

高田馬場シニア活動館 140 13,532 7,374 

信濃町シニア活動館 120 11,097 6,104 

戸山シニア活動館 240 23,640 17,379 

西新宿シニア活動館 200 14,743 5,624 

早稲田南町地域交流館 70 5,897 2,336 

西早稲田地域交流館 100 9,462 6,050 

新宿地域交流館 40 3,835 1,321 

山吹町地域交流館 40 7,116 3,626 

上落合地域交流館 100 10,287 6,359 

北新宿地域交流館 80 7,391 1,323 

下落合地域交流館 60 7,426 4,315 

百人町地域交流館 100 7,855 1,743 

東五軒町地域交流館 60 6,650 4,136 

中町地域交流館 50 4,270 2,032 

本塩町地域交流館 100 12,699 4,951 

北山伏地域交流館 80 5,786 2,365 

中落合地域交流館 100 6,448 2,468 

北新宿第二地域交流館 100 6,862 1,760 

高田馬場地域交流館 100 9,190 4,324 

全館計 1,880 174,186 85,590 
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令和 2年度 

館名 定員 利用者数 団体利用 

高田馬場シニア活動館 140 9,274 5,390 

信濃町シニア活動館 120 6,559 3,361 

戸山シニア活動館 240 18,239 13,091 

西新宿シニア活動館 200 8,804 3,026 

早稲田南町地域交流館 70 4,238 1,628 

西早稲田地域交流館 100 5,702 3,306 

新宿地域交流館 40 1,997 915 

山吹町地域交流館 40 4,026 2,325 

上落合地域交流館 100 7,391 4,314 

北新宿地域交流館 80 4,454 672 

下落合地域交流館 60 5,063 2,958 

百人町地域交流館 100 5,703 1,156 

東五軒町地域交流館 60 5,305 3,301 

中町地域交流館 50 3,248 1,339 

本塩町地域交流館 100 10,369 4,513 

北山伏地域交流館 80 4,517 1,279 

中落合地域交流館 100 3,771 1,494 

北新宿第二地域交流館 100 4,678 1,116 

高田馬場地域交流館 100 5,201 2,302 

全館計 1,880 118,539 57,486 
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高田馬場シニア活動館

32,488,498
人件費・運営管理費 32,082,000
運営管理費（返還額） -87,502
施設修繕費（精算項目） 500,000
施設修繕費（返還精算額） -6,000

72,317
32,560,815

管理経費 30,263,419
人件費 15,700,193
運営管理費 14,563,226

施設修繕費 494,000
30,757,419

信濃町シニア活動館

25,238,103
人件費・運営管理費 24,964,000
運営管理費（返還額） -22,000
施設修繕費（精算項目） 300,000
施設修繕費（返還精算額） -3,897

0
25,238,103

管理経費 24,657,787
人件費 17,896,791
運営管理費 6,760,996

施設修繕費 296,103
24,953,890

戸山シニア活動館

27,989,900
人件費・運営管理費 27,753,400
運営管理費（返還額） 0
施設修繕費（精算項目） 300,000
施設修繕費（返還精算額） -63,500

145,020
28,134,920

管理経費 27,126,223
人件費 17,347,231
運営管理費 9,778,992

施設修繕費 236,500
27,362,723

その他収入

支　　出

支出計

科　　目 金　　額
収入

指定管理料

合計

科　　目 金　　額
収入

指定管理料

合計
その他収入

支　　出

支出計

支出計

その他収入

令和4年度　収支実績総括表

科　　目 金　　額
収入

指定管理料

合計
支　　出
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西新宿シニア活動館

28,040,280
人件費・運営管理費 28,071,000
運営管理費（返還額） 0
施設修繕費（精算項目） 134,640
施設修繕費（返還精算額） -165,360

96,440
28,136,720

管理経費 26,516,802
人件費 16,150,880
運営管理費 10,365,922

施設修繕費 134,640
26,651,442

早稲田南町地域交流館

20,634,482
人件費・運営管理費 20,447,000
運営管理費（返還額） -62,518
施設修繕費（精算項目） 250,000
施設修繕費（返還精算額） 0

15,320
20,649,802

管理経費 19,701,083
人件費 12,534,726
運営管理費 7,166,357

施設修繕費 250,000
19,951,083

西早稲田地域交流館

24,117,800
人件費・運営管理費 23,845,000
運営管理費（返還額） 0
施設修繕費（精算項目） 400,000
施設修繕費（返還精算額） -127,200

0
24,117,800

管理経費 23,636,102
人件費 13,812,828
運営管理費 9,823,274

施設修繕費 272,800
23,908,902支出計

収入
指定管理料

科　　目 金　　額

その他収入

支　　出

支出計

令和4年度　収支実績総括表

科　　目 金　　額

その他収入

支　　出

支出計

合計

収入
指定管理料

合計

科　　目 金　　額
収入

指定管理料

合計
その他収入

支　　出
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新宿地域交流館

22,160,120
人件費・運営管理費 21,873,000
運営管理費（返還額） -5,000
施設修繕費（精算項目） 300,000
施設修繕費（返還精算額） -7,880

0
22,160,120

管理経費 21,531,798
人件費 14,915,183
運営管理費 6,616,615

施設修繕費 292,120
21,823,918

山吹町地域交流館

26,158,100
人件費・運営管理費 25,943,000
運営管理費（返還額） -72,000
施設修繕費（精算項目） 300,000
施設修繕費（返還精算額） -12,900

10,300
26,168,400

管理経費 25,363,457
人件費 15,197,478
運営管理費 10,165,979

施設修繕費 287,100
25,650,557

上落合地域交流館

26,592,280
人件費・運営管理費 26,312,000
運営管理費（返還額） 0
施設修繕費（精算項目） 300,000
施設修繕費（返還精算額） -19,720

15,960
26,608,240

管理経費 24,662,831
人件費 16,223,309
運営管理費 8,439,522

施設修繕費 280,280
24,943,111

支　　出

支出計

収入
指定管理料

合計

指定管理料

合計

科　　目 金　　額

その他収入

支　　出

支出計

その他収入

合計

科　　目 金　　額
収入

その他収入

支　　出

支出計

科　　目 金　　額
収入

指定管理料

令和4年度　収支実績総括表
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北新宿地域交流館

18,324,430
人件費・運営管理費 18,156,000
運営管理費（返還額） -9,000
施設修繕費（精算項目） 200,000
施設修繕費（返還精算額） -22,570

0
18,324,430

管理経費 17,142,173
人件費 11,389,883
運営管理費 5,752,290

施設修繕費 177,430
17,319,603

下落合地域交流館

27,310,639
人件費・運営管理費 27,028,379
運営管理費（返還額） 0
施設修繕費（精算項目） 300,000
施設修繕費（返還精算額） -17,740

31,850
27,342,489

管理経費 27,314,085
人件費 15,734,483
運営管理費 11,579,602

施設修繕費 282,260
27,596,345

百人町地域交流館

17,291,370
人件費・運営管理費 17,275,100
運営管理費（返還額） -83,730
施設修繕費（精算項目） 100,000
施設修繕費（返還精算額） 0

0
17,291,370

管理経費 15,834,909
人件費 10,518,679
運営管理費 5,316,230

施設修繕費 113,564
15,948,473

科　　目 金　　額
収入

指定管理料

合計

その他収入

支　　出

支出計

合計

指定管理料

令和4年度　収支実績総括表

科　　目 金　　額
収入

合計

支　　出

支出計

その他収入

支　　出

支出計

その他収入

科　　目 金　　額
収入

指定管理料
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東五軒町地域交流館

17,555,500
人件費・運営管理費 17,638,000
運営管理費（返還額） -160,000
施設修繕費（精算項目） 100,000
施設修繕費（返還精算額） -22,500

0
17,555,500

管理経費 16,001,838
人件費 11,439,702
運営管理費 4,562,136

施設修繕費 77,500
16,079,338

中町地域交流館

17,387,133
人件費・運営管理費 17,264,760
運営管理費（返還額） 55,273
施設修繕費（精算項目） 250,000
施設修繕費（返還精算額） -182,900

0
17,387,133

管理経費 16,189,102
人件費 11,117,023
運営管理費 5,072,079

施設修繕費 67,100
16,256,202

本塩町地域交流館

17,432,000
人件費・運営管理費 17,154,000
運営管理費（返還額） -22,000
施設修繕費（精算項目） 300,000
施設修繕費（返還精算額） 0

0
17,432,000

管理経費 16,664,240
人件費 11,031,685
運営管理費 5,632,555

施設修繕費 302,500
16,966,740

科　　目 金　　額
収入

指定管理料

合計
その他収入

支　　出

支出計

支出計

合計

令和4年度　収支実績総括表

科　　目 金　　額
収入

指定管理料

その他収入

支　　出

科　　目 金　　額
収入

指定管理料

合計
その他収入

支　　出

支出計
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北山伏地域交流館

18,185,000
人件費・運営管理費 18,014,000
運営管理費（返還額） -79,000
施設修繕費（精算項目） 250,000
施設修繕費（返還精算額） 0

39,400
18,224,400

管理経費 17,246,972
人件費 11,128,422
運営管理費 6,118,550

施設修繕費 250,000
17,496,972

中落合地域交流館

21,161,900
人件費・運営管理費 21,099,000
運営管理費（返還額） -222,000
施設修繕費（精算項目） 300,000
施設修繕費（返還精算額） -15,100

0
21,161,900

管理経費 20,401,309
人件費 15,871,720
運営管理費 4,529,589

施設修繕費 284,900
20,686,209

北新宿第二地域交流館

23,779,145
人件費・運営管理費 23,773,000
運営管理費（返還額） -150,000
施設修繕費（精算項目） 300,000
施設修繕費（返還精算額） -143,855

0
23,779,145

管理経費 20,409,393
人件費 12,630,085
運営管理費 7,779,308

施設修繕費 156,145
20,565,538

合計
その他収入

支　　出

支出計

合計

科　　目 金　　額
収入

指定管理料

その他収入

支　　出

支出計

合計

科　　目 金　　額
収入

指定管理料

支　　出

支出計

その他収入

令和4年度　収支実績総括表

科　　目 金　　額
収入

指定管理料
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高田馬場地域交流館

24,794,000
人件費・運営管理費 24,494,000
運営管理費（返還額） 0
施設修繕費（精算項目） 300,000
施設修繕費（返還精算額） 0

26,207
24,820,207

管理経費 22,793,174
人件費 16,080,567
運営管理費 6,712,607

施設修繕費 300,000
23,093,174支出計

指定管理料

合計

令和4年度　収支実績総括表

科　　目 金　　額
収入

その他収入

支　　出
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Ⅳ－４【健康部健康政策課所管施設】 

 

 施設の利用実績  

①新宿区立元気館 

コース型 フリー型 登録団体 その他の団体

2 25,688 6,297 19,391 2,521 1,689 832

3 36,486 17,659 18,827 1,807 1,272 535

4 41,790 24,774 17,016 2,185 1,473 712

健康増進事業 施設貸出事業

利用者数
貸出

団体数

年度 内訳 内訳

 

※コース型：1コース12回程度のプログラムで、事前に申し込みが必要。 

※フリー型：当日参加のプログラム。予約不要。 

 

 収支状況  

  令和４年度 収支状況 新宿区立元気館 

【本業務】

R4決算(円)

67,869,870

22,417,300

施設貸出事業収入 1,576,700

個人利用料金収入 20,840,600

3,106,208

93,393,378

43,175,037

26,758,182

21,095,386

91,028,605

【自主事業】

R4決算(円)

自主事業歳入 5,217,033

自主事業支出 2,557,987電気料金等

自動販売機等

人件費

施設管理費

事業経費等

支出額(合計)

項目

指定管理業務歳入

指定管理業務支出

項目

収入額(合計)

雑入合計

利用料金収入

指定管理料収入
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新宿区立百人町高齢者在宅サービスセンターの指定管理者の 

管理業務に係る事業評価に関する要綱 
 

 

平成２０年９月３０日 ２０新福地福計第１７４９号 

改正 平成２１年６月３０日 ２１新福地福計第 ９６５号 

改正 平成２２年６月１７日 ２２新福地福計第 ８８６号 

改正 平成２４年４月 １日 ２４新福地福計第  ９８号 

改正 平成２６年６月１２日 ２６新福地福計第 ８００号 

改正 平成２８年４月 １日 ２８新福地福計第  ５９号 

改正 令和 ２年４月 １日  ２新福地福計第  ６１号 

     改正 令和 ３年３月２６日  ２新福地福計第２６６４号 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、新宿区立百人町高齢者在宅サービスセンター条例（平成１２年新宿区条例

第４０号）第４条の規定により新宿区立百人町高齢者在宅サービスセンター（以下「百人町高

齢者在宅サービスセンター」という。）の指定管理者が実施した管理業務に係る事業を評価する

に当たり、必要な事項を定めることを目的とする。 

（事業評価委員会の設置） 

第２条 区長は、指定管理者が行う百人町高齢者在宅サービスセンターに関する事業評価（以下

「評価」という。）を行うため、新宿区立百人町高齢者在宅サービスセンター指定管理者事業評

価委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（組織及び委員の構成） 

第３条 委員会は、次に掲げる者をもって構成する。 

(1) 福祉部地域福祉課長 

(2) 福祉部高齢者支援課長 

(3) 福祉部地域福祉課福祉計画係長 

２ 前項の規定に関わらず、指定管理の最終年度に実施する評価に当たっては、以下の委員をも

って、委員会を構成する。 

 (1) 外部委員（学識経験者） ２名 

(2) 内部委員（区職員）   １名 

３ 委員会に委員長を置き、委員長は委員の互選により選出する。 

４ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

５ 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、委員のうちから委員長があらかじめ指名

した者がその職務を代理する。 

６ 委員に事故あるときは、委員長が指名する者がその職務を代理する。 

 （報酬） 

第４条 前条第２項第１号の委員の報酬は、委員会への出席１回につき２０，０００円とする。 

（委員会の開催） 

第５条 委員会は、委員長が召集する。 

２ 委員長は、過半数以上の委員の出席がなければ、委員会を開くことができない。 

３ 委員長は、必要に応じ、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。 

（評価） 

第６条 委員会の各委員は、指定管理者が提出した業務報告書その他委員会が必要と認める書類

について、別表１に定める評価基準により、評価を行うものとする。 

２ 前項の評価の内容は、前年度に係る次に掲げる事項とする。 

(1) 施設の運営に関すること。 

(2) 利用・サービスに関すること。 

 (3) 施設・設備の管理に関すること。 

 (4) 管理運営経費に関すること。 

(5) 事業に関すること。 

３ 指定管理者は、第１項の評価に先立ち、別表２に定める自己評価表による自己評価を実施す

る。 
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４ 委員会の各委員は、第１項の評価を行う際、必要に応じて、当該指定管理者から聴き取り調

査等をすることができる。 

５ 福祉部地域福祉課は、各委員の評価の取りまとめを行う。区長は、各委員の評価を踏まえ、

評価結果を決定する。 

６ 福祉部地域福祉課は、評価決定後、指定管理者事業評価報告書を福祉部長に提出する。 

 

（委員会の庶務） 

第７条 委員会の庶務は、福祉部地域福祉課が処理する。 

 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は別に定める。 

 

 

附 則 

この要綱は、平成２０年１０月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２１年 ７月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２２年 ７月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２４年 ４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２６年 ７月１日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、平成２８年 ４月１日から施行する。 

   附 則 

１ この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

２ この要綱の施行の日前に終了した年度の管理業務に係る事業の評価に必要な事項については、

なお従前の例による。 

   附 則 

この要綱は、令和 ３年 ４月１日から施行する。 
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新宿区立障害者福祉施設指定管理者の管理業務に係る事業評価に関する要綱 

 

20新福障事第 153号 

平 成 2 0 年 9 月 2 2 日 

福 祉 部 長 決 定 

（目的） 

第１条 この要綱は、別表１に定める新宿区立障害者福祉施設（以下「施設」という。）の指定管理者

が実施した管理業務を事業評価するにあたり、必要な事項を定めることを目的とする。 

（事業評価委員会の設置） 

第２条 区長は、前条の事業評価を行うため、新宿区立障害者福祉施設指定管理者事業評価委員会（以

下「委員会」という。）を設置する。 

（組織及び委員の構成） 

第３条 委員会は、次に掲げる者をもって構成する。 

(1) 福祉部地域福祉課長    

(2) 福祉部障害者福祉課長      

(3) 福祉部障害者福祉課支援係長 

２ 前項の規定に関わらず、指定管理期間最終年度の施設については、有識者２名及び福祉部地域福

祉課長で委員会を構成する。 

３ 委員会に委員長を置き、委員長は委員の互選により選出する。ただし、前項に規定する委員会の

委員長は、有識者のうちから選出する。 

４ 委員長は、委員会を代表し会務を総理する。 

５ 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、委員のうちから委員長があらかじめ指名した

ものがその職務を代理する。 

６ 委員に事故あるときは、委員長が指名する者がその職務を代理する。 

（委員会の開催） 

第４条 委員長は委員会を招集し、議長として会を運営する。ただし、前条第 3項の規定により委員

長を定めるまでの間は、福祉部長が招集する。 

２ 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ委員会を開くことができない。 

３ 委員長は、必要に応じ委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。 

（評価） 

第５条 委員会の各委員は、指定管理者が提出する報告書その他委員会が必要と認める書類について、

別表２に定める評価基準により評価を行うものとする。 

２  前項の評価の対象は、評価を実施する年度の前年度に係る次に掲げる事項とする。 

(1) 施設の運営に関すること 

(2) 利用・サービスに関すること 

(3) 施設・設備に関すること 

(4) 管理運営経費に関すること 

(5) 事業に関すること 

３ 指定管理者は、第１項の評価に先立ち、別表３に定める自己評価表による自己評価を実施する。 
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４ 委員会の各委員は、第１項の評価を行う際、前項に定める自己評価を当該評価の参考資料とする。

また必要に応じて、指定管理者に対してヒアリングを実施することができる。 

５ 福祉サービス第三者評価を実施した場合は、第 2 項に係る評価に替えて活用することができる。 

６ 福祉部障害者福祉課は、各委員の評価の取りまとめを行う。区長は、各委員の評価を踏まえ、評

価結果を決定する。 

７ 福祉部障害者福祉課は、評価報告書を作成し、福祉部長に報告するものとする。 

（委員の報酬） 

第６条 第３条第２項の有識者の委員の報酬は、一回当たり２０，０００円とする。 

（事務局） 

第７条 委員会の事務局は、福祉部障害者福祉課が行う。 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成 20年 9月 22日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成 21年 5月 26日から適用する。 

附 則 

この要綱は、平成 24年 4月 1日から適用する。 

附 則 

この要綱は、平成 26年 7月 1日から施行する。 

 附 則 

この要綱は、平成 28年 4月 1日から施行する。 

 附 則 

この要綱は、令和 2年 4月 1日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和 3年 4月 1日から施行する。 

 附 則 

この要綱は、令和 4年 4月 1日から施行する。 

 

別表１（第１条関係） 

名 称 

新宿区立新宿福祉作業所 

新宿区立高田馬場福祉作業所 

新宿区立障害者福祉センター 

新宿区立新宿生活実習所 

新宿区立あゆみの家 

新宿区立障害者生活支援センター 
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新宿区立シニア活動館の指定管理者による管理業務に係わる事業評価に関する要綱 

 

平成２２年８月１３日 ２２新福高い第 ６９２号 

改正 平成２４年３月２７日 ２３新福高い第１５２０号 

改正 平成２５年６月 ３日 ２５新福高事第 ３９１号 

改正 平成２６年６月 ２日 ２６新福高事第 ３４４号 

改正 平成２７年５月 ７日 ２７新福高事第 ３５０号 

改正 平成２８年４月 １日 ２８新福地包高第 １１９号 

改正 平成３０年２月 ６日 ２９新福地包高 第１３２７号 

  改正 令和 ３年３月２９日  ２新福地包高第 ８５３号 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、新宿区立シニア活動館条例（平成 20 年 3 月 19 日条例第 19 号）第 12条の規定

に基づき、指定管理者により管理業務が行われているシニア活動館（以下「活動館」という。）に係

わる事業を評価（以下「事業評価」という。）するにあたり、必要な事項を定めることを目的とする。 

（事業評価委員会の設置） 

第２条 区長は、指定管理者が行う活動館の管理業務に関する評価を行うために、新宿区立シニア活

動館指定管理者事業評価委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（組織及び委員の構成） 

第３条 委員会は、次に掲げる者をもって構成する。 

(1) 福祉部地域包括ケア推進課長 

(2) 福祉部地域包括ケア推進課高齢いきがい係長 

(3) 新宿区立薬王寺地域ささえあい館の館長 

２ 前項の規定に関わらず、指定管理の最終年度に実施する評価に当たっては、次に掲げる者をもっ

て委員会を構成する。 

 (1) 外部有識者 ２名 

(2) 内部委員 １名 

３ 委員会に委員長を置き、委員の互選により選任する。 

４ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

５ 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、委員のうちから委員長があらかじめ指名した

ものがその職務を代理する。 

６ 委員に事故あるときは、委員長が指名する者がその職務を代理する。 

（委員会の開催） 

第４条 委員会は、委員長が招集する。 

２ 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 委員会は、必要に応じ委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。 

（評価） 

第５条 委員会の各委員は、指定管理者が提出した事業実施報告書その他委員会が必要と認める書類

について、別表に定める評価基準により、評価を行うものとする。 

２ 前項の評価の内容は、前年度に係る次に掲げる事項とする。 

(1)  施設の運営に関すること 

(2) 利用・サービスに関すること 

(3)  施設・設備の管理に関すること 

(4) 管理運営経費に関すること 

(5) 事業に関すること 

３ 委員会の各委員は、第１項の評価を行う際、必要に応じて、当該指定管理者から聞き取り調査等

をすることができる。 
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４ 福祉部地域包括ケア推進課は、各委員の評価の取りまとめを行う。区長は、各委員の評価を踏ま

え、評価結果を決定する。 

５ 福祉部地域包括ケア推進課は評価決定後、報告書を福祉部長に提出する。 

（報酬） 

第６条 第３条第２項第１号の委員の報酬は、一回当たり 20,000 円とする。 

 （庶務） 

第７条 委員会の庶務は、福祉部地域包括ケア推進課が処理する。 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成２２年８月１３日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２５年６月３日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２６年６月２日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２７年５月７日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成３０年２月６日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 
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新宿区立地域交流館の指定管理者による管理業務に係わる事業評価に関する要綱 

 

平成２２年８月１３日 ２２新福高い第 ６９２号 

改正 平成２４年３月２７日 ２３新福高い第１５２１号 

改正 平成２５年６月 ３日 ２５新福高事第 ３９２号 

改正 平成２６年６月 ２日 ２６新福高事第 ３４５号 

改正 平成２７年５月 ７日 ２７新福高事第 ３５１号 

改正 平成２８年４月 １日 ２８新福地包高第 １２３号 

改正 平成３０年２月 ６日 ２９新福地包高 第１３２９号 

改正 令和 ３年３月２９日  ２新福地包高第 ８５４号 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、新宿区立地域交流館条例（平成 20 年 10 月 10 日条例第 47 号）第 4条の規定に

基づき、指定管理者により管理業務が行われている地域交流館（以下「交流館」という。）に係わる

事業を評価（以下「事業評価」という。）するにあたり、必要な事項を定めることを目的とする。 

（事業評価委員会の設置） 

第２条 区長は、指定管理者が行う交流館の管理業務に関する評価を行うために、新宿区立地域交流

館指定管理者事業評価委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（組織及び委員の構成） 

第３条 委員会は、次に掲げる者をもって構成する。 

(1) 福祉部地域包括ケア推進課長 

(2) 福祉部地域包括ケア推進課高齢いきがい係長 

(3) 新宿区立薬王寺地域ささえあい館の館長 

２ 前項の規定に関わらず、指定管理の最終年度に実施する評価に当たっては、次に掲げる者をもっ

て委員会を構成する。 

 (1) 外部有識者 ２名 

(2) 内部委員 １名 

３ 委員会に委員長を置き、委員の互選により選任する。 

４ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

５ 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、委員のうちから委員長があらかじめ指名した

ものがその職務を代理する。 

６ 委員に事故あるときは、委員長が指名する者がその職務を代理する。 

（委員会の開催） 

第４条 委員会は、委員長が招集する。 

２ 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 委員会は、必要に応じ委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。 

（評価） 

第５条 委員会の各委員は、指定管理者が提出した事業実施報告書その他委員会が必要と認める書類

について、別表に定める評価基準により、評価を行うものとする。 

２ 前項の評価の内容は、前年度に係る次に掲げる事項とする。 

(1)  施設の運営に関すること 

(2) 利用・サービスに関すること 

(3)  施設・設備の管理に関すること 

(4) 管理運営経費に関すること 

(5) 事業に関すること 

３ 委員会の各委員は、第１項の評価を行う際、必要に応じて、当該指定管理者から聞き取り調査等

をすることができる。 
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４ 福祉部地域包括ケア推進課は、各委員の評価の取りまとめを行う。区長は、各委員の評価を踏ま

え、評価結果を決定する。 

５ 福祉部地域包括ケア推進課は評価決定後、報告書を福祉部長に提出する。 

（委員の報酬） 

第６条 第３条第２項第１号の委員の報酬は、一回当たり 20,000 円とする。 

 （庶務） 

第７条 委員会の庶務は、福祉部地域包括ケア推進課が処理する。 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成２２年８月１３日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２５年６月３日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２６年６月２日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２７年５月７日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成３０年２月６日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 
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新宿区立元気館の指定管理業務に係る事業評価要綱 
 

 

                    平成 19年 11 月 30日  19 新健健健第 1508号 

                  

(目的) 

第 1条 この要綱は、新宿区立元気館条例(平成 15年新宿区条例第 26号)第 5条の規定

に基づき、指定管理者により管理業務が行われている新宿区立元気館(以下「元気館」

という。)に関わる事業の評価(以下「事業評価」という。)の実施に必要な事項を定め

ることを目的とする。 

 

 (委員会の設置) 

第 2条 区長は、事業評価を行うために、新宿区立元気館指定管理者評価委員会(以下「委

員会」という。)を設置する。 

 

 (組織及び委員の構成) 

第 3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。 

 (1) 健康政策課長 

 (2) 健康づくり課長 

 (3) 保健センター所長のうち 1名 

2 前項の規定にかかわらず、委員会は指定管理期間最終年度にあっては、次に掲げる者

をもって委員会を組織する。 

 (1) 外部有識者 2名 

 (2) 区民 1名 

 (3) 健康部長 

 (4) 健康部副部長 

3 前項第 1号に規定する委員は、健康づくりに優れた識見を有する者及び税理士又は公

認会計士の資格を有する者のうちから、区長が委嘱する。 

 

 (委員長) 

第 4条 委員会に委員長を置き、前条第 1項にあっては委員長を健康政策課長とし、第 2

項にあっては委員長を健康部長とする。 

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

3 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、委員のうちから委員長があらかじ

め指名した者がその職務を代理する。 

 

 (委員会) 

第 5条 委員会は、委員長が招集する。 

2 委員長は、過半数の委員の出席がなければ、委員会を開くことができない。 

3 委員長は、必要に応じ委員以外のものを委員会に出席させ、意見を聴くことができる。 

4 委員会の会議は、その運営に支障がない範囲内において、書面又はオンライン等の方

法により開催することができるものとする。 

 

 (評価) 

第 6条 委員は、指定管理者が提出した事業報告書その他委員会が必要と認める書類に

ついて、別に定める評価基準により、評価を行うものとする。 

2 前項の評価内容は、前年度に係る次に掲げる事項とする。 

 (1) 施設の運営に関すること。 

93



 (2) 利用・サービスに関すること。 

 (3) 施設・設備の管理に関すること。 

 (4) 管理運営経費に関すること。 

 (5) 事業に関すること。 

3 委員会は、前項の評価を行う際、必要に応じて、当該指定管理者から聞き取り調査等

をすることができる。 

4 健康政策課は、各委員による評価をとりまとめ、個別評価及び総合評価を決定する。 

5 区長は、前項による各評価を踏まえ、全体評価を決定する。 

 

 (庶務) 

第 7条 委員会の庶務は、健康部健康政策課が処理する。 

 

 (補則) 

第 8条 この要綱に定めるもののほか、管理業務に係る事業評価に関し必要な事項は別

途定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成 19年 11月 30日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成 20年 4月 1日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成 22年 4月 1日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成 25年 6月 20日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成 28年 4月 1日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成 28年 5月 13日から施行する。 

新宿区立元気館の指定管理業務の評価に係る評価委員会設置要綱(平成 22年 4月 1

日付け 22新健健事第 8号)は廃止する。 

附 則 

この要綱は、平成 29年 4月 3日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成 31年 4月 1日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和 3年 4月 1日から施行する。 
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